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コロナ禍を経て思う化学製品との向き合い方 
                        

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

野田 夜賜重 

 

消費生活センターは、地方公共団体が設置する行政機関で、消費者と事業者との間で生じたトラブル

についての相談を受け付け、助言やあっせんを行う窓口です。消費生活センターに寄せられる相談は契

約に関するものが主ですが、商品の品質や機能に関する相談も入ってきます。なかでも化学製品は、私

たちの日常生活において欠かせないものの一つであり、衣料品、化粧品、洗剤、日用品など、様々な製

品に使われていることから、化学製品関連の相談が入ると成分表示はどうなっているのか、どんな使用

方法だったのかなど詳細な聴き取りが必要になります。コロナ禍以前、化学製品に関する相談件数は、

多くありませんでした。 

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大とともに状況が一変しました。「ウイルス除去に適したアルコ

ール濃度は何パーセントなのか教えてほしい」、「次亜塩素酸ナトリウムの効果について知りたい」とい

った相談が寄せられますが、残念ながら現場の消費生活相談員が即答できる内容ではありませんでした。

当時、できる限りの情報収集をした記憶がありますが、相談者の満足できるような助言はできませんで

した。その後 2020 年 6 月に厚生労働省、経済産業省、消費者庁の 3 省庁が「新型コロナウイルスの消

毒・除菌方法について」を公表したことで、消費生活センターで新型コロナウイルス対策をうたう消毒・

除菌用アルコール製品の安全性や品質に関する相談を受けることは減少していきました。 

コロナ禍での生活が長期化する中で、消毒・除菌用アルコール製品の供給は十分に行きわたるように

なり、消費者が用途に合わせて製品を選択できる環境になっていきました。その中で消毒・除菌用アル

コール製品について消費生活センターに寄せられる相談は、購入する際の製品の広告表示についての疑

問や、身の回りのものを除菌・消毒する習慣が日常になったことで生じた危害などの相談にシフトして

いった感がありました。製品の表示の問題は景品表示法上の判断になりますが、消費者庁がウイルス対

策をうたう製品について措置命令を出すケースが、他の製品・サービスと比べて多かった印象がありま

す。 

コロナ禍の 3 年間、相談現場で消毒・除菌用アルコール製品に関連する相談を、継続的に扱うことで

感じたことは、他の化学製品にも共通することです。現代社会では、衣服の柔軟剤や除菌スプレー、日

用品の洗剤や化粧品など多くの製品が市場に出回っています。例えば、柔軟剤は衣服の柔軟性や香りを

保つため、除菌スプレーはウイルスや菌を除去するために使用されます。それぞれの製品の効能に期待

する消費者は多く、製品の販売にも大きな影響を与えています。しかし、実際の製品の効能と消費者の

期待には、しばしばギャップが生じます。例えば柔軟剤は衣服を柔らかくするために使用されますが、

香りの持続を期待する消費者と、香りで体調不良を訴える消費者が存在します。このようなギャップが

生じる原因にはいくつかの理由があるのではないでしょうか。製品の宣伝広告や商品のラベルなどで示

されている表示とのギャップ、次に使用方法や使用場所によっては効果が不十分だったり、場合によっ

ては安全上の問題が生じるといったギャップです。このギャップが解消されない場合、消費者の疑問は

相談窓口に寄せられます。 

消費生活センターに相談することで相談者の問題解決になることがベストですが、なかには解決に至

らない場合もあります。そういった場合、消費生活センターに寄せられた相談は無駄だったのかという

と、そうではありません。全国の消費生活センターに寄せられた相談は、相談処理の内容まで含めて記
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録され、「全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）」に登録されます。そして登録された

PIO-NET 情報は、消費者政策の企画・立案や法執行、消費者への注意喚起に活用されています。当時多

数寄せられたであろう消毒・除菌用アルコール製品の相談も、PIO-NET に登録され、その後の注意喚起

情報につながる1 件になっているのです。 

一方で、消費者が正しい情報や知識を得ることや、製品を使用する前にラベルや説明書をよく読み、

正しく使用するといったこともギャップの解消につながります。今、消毒・除菌用アルコール製品の相

談件数が減少したのは、消費者に製品の情報や知識の周知がされたためだと思います。消毒・除菌効果

をうたう製品について長期にわたり関わるという経験は初めてでしたが、こうした当たり前のことを実

践していくことの大切さを改めて実感しました。最後に相談の現場は、疑問に思うことや納得できない

という相談者の思いと行動がすべての出発点です。そうした消費者の思いを受け止め、次につなげられ

る機関でありたいと願っています。 
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ợ 活動の概要 

◇ 化学製品ＰＬ相談センター 

1994 年 7 月1 日に日本で製造物責任(ＰＬ)法が制定され、その審議の過程で「裁判によらない迅速

公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」とする国会の

付帯決議が採択されました。それにともなう具体的な取組みにおいて、製品分野ごとの専門的な知見

を活用した紛争処理体制の整備が必要とされたことから、ＰＬ事故だけでなく、広く消費者からの化

学製品に関する相談に応じる機関として、1995 年 6 月に(社)日本化学工業協会(2011 年 4 月 1 日より

一般社団法人日本化学工業協会に移行)内の独立組織として当センターが設立され、化学製品に関する

相談対応や情報提供、関係団体との交流などの活動を行っています。 

ợ 相談対応 

2022 年度に当センターが受け付けた相談の総件数は234 件で、2021 年度の相談総件数 241 件の約

97%でほぼ同じ件数となりました。全体の約9 割を占める消費者側からの相談(消費生活センター経由

の相談を含む)のうち、76％が一般的な問い合わせで、例年、化学物質･化学製品等の安全性に関する

問い合わせが多く寄せられています。 (受付相談の具体的内容については p.●からの資料集をご参照

ください) 

ợ 情報提供 

当センターのホームページ(https://www.nikkakyo.org/plcenter)では、毎月の受付相談事例および対

応内容をまとめた『アクティビティノート』を公開しています。業界関係者に製品安全問題の実態を

伝えるとともに、消費者に分かりやすい表現を用いて情報提供することにより、化学製品による事故

の未然防止･再発防止に努めています。また、ニュースメールメンバーにご登録いただいた方には、『ア

クティビティノート』など、当センターの最新情報を随時メールにてお知らせしています。(メンバー

登録の方法については｢お知らせ｣(裏表紙)をご参照ください。) 

ợ 関係機関との交流 

各地の消費生活センターからの相談、あるいは消費生活センターから紹介されたという消費者から

寄せられる相談が多いことから、消費生活センター等との連携に努めています。2022 年度も、消費者

行政担当部門等の関係省庁、他業界のＰＬセンター、当センターに寄せられた製品事故に関わる商品

の業界団体等と、適宜情報交換を行いました。 
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ợ ２０２２年度の活動状況 

（１） 総受付件数: 前年比 97％とほぼ同じ件数、一般相談等が 179件と大幅に増加 

2022 年度(2022 年 4 月～2023 年 3 月)における相談等の受付状況は表-1 の通りです。総受付件数は

234 件(月平均19.5 件)となり、前年(241 件)比の 97.1％でほぼ同じ件数となりました。クレーム関連相

談は 55 件寄せられ、前年(97 件)比で 56.7％、一般相談（意見･報告等を含む）については 179 件寄せ

られ前年(144 件)比で 124.3％となりました。全体に占める一般相談（意見･報告等を含む）の件数も

76.4％となりました。、全体の 91.0％を占める消費者側からの相談件数(消費生活センター経由の相談を

含む)213 件においても、73.7％となる157 件が一般的な問い合わせです。 

月別相談受付状況（グラフ-1）をみると、2020 年 2 月に国内で新型コロナ感染症による最初の死者が

報告されてから相談件数は増加し、2020 年 4～6 月に相談件数はピークとなりましたが、同年 6 月に行

政から感染予防に関する情報が公開された以降、件数は減少しました。2022 年度は、新たな変異株の出

現により感染者数は増加しましたが、感染予防の化学製品に関連した件数は増加することなく、コロナ

禍前の2019 年度以前の件数に 2021 年度から戻り、2022 年度もその状況を維持しています。 
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（２） 相談者別の比較: 消費者側からの相談が全体の約 9 割 

相談者別構成比（グラフ-3）では、｢消費者･消費者団体｣からの相談が71.4％（167 件）と最も多く、

次いで「消費生活Ｃ･行政」からの相談が19.7％（46 件）となっています。「消費者・消費者団体」からの

相談には、各地域の消費生活センターに消費者が問い合わせ、その内容が化学製品やその製品に使用され

ている成分に関する専門的な相談の場合は、当センターを紹介して消費者への対応を移管された場合も含

まれています。これらを合わせた主に消費者側からの相談件数213 件となり、全体の約9 割（91.0％）を

占めています。残りの21 件（9.0％）は、「事業者・事業者団体」からの相談です。 

相談者別に 2021 年度と比較（グラフ-4）すると、「消費者･消費者団体」からの相談が前年比 102.4％、

「消費生活Ｃ･行政」からの相談が前年比88.4％、「事業者」からの相談が前年比80.7％となりました。当

センターに対して、消費者からの問い合わせは多くなる傾向が続いており、身近なところで使われている

化学製品及び含まれるその成分について、より広く情報を公開していく必要があります。特に各地域の消

費生活センターにおいては、消費者からの化学に関する専門知識が必要な相談については、対応に苦慮す

る場合もあり、当センターへ対応を移管される場合が多く消費者からの相談件数は、91％となりました。

製品に含まれる化学物質について、その成分の働きや安全性についてわかりやすく説明し、消費者の不安

が解消されるように努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☿fi♃כ                          

                 .  ─  

- 7 - 

 

当センター開設(1995 年)以来の相談件数の推移（グラフ-5）を見ると、開設当初は 1,000 件を超える相

談が寄せられていました。相談の多くは事業者・事業者団体からで内容は製造物責任法（ＰＬ法）に関連

した一般相談がほとんどでした。1995 年のＰＬ法が施行された当初、事業者が製造者として責任と向き合

う体制づくり等に追われたことが窺われます。事業者からの相談は 2002 年頃には一段落し、その後も相談

件数は2011 年頃までなだらかな減少をしました。これは、主にインターネットの普及により情報収集が容

易になり、トラブルや疑問点があっても事業者が自己解決できるようになったと推察されます。 

消費生活センターの設置数は、ＰＬ法が施行された 1995 年は 395 ヶ所でしたが、2022 年には約 1200

ヶ所となっています。これに伴い、「消費生活Ｃ･行政」からの相談の比率は2011 年頃までは増加傾向にあ

りましたが、ここ数年は大きな変化ありません。一方、「消費者･消費者団体」からの比率は、2011 年以降

は増加傾向です。これは、化学製品に関する問い合わせを当センターが対応することが消費生活センター

や行政機関に認知され、紹介された消費者が相談してくるケースが増えているためと考えられます。 

2019 年度第4 四半期（2020 年1 月）から日本国内の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のまん延が

始まりました。2020 年2 月より、消費者及び消費生活センターから感染予防に関連した化学製品の正確な

情報を得るための相談が増加しました。その後、2020 年 6 月末に行政（厚生労働省。経済産業省、消費者

庁3省庁合同）から感染予防に関する情報が公開されると関連した相談は減少しました。COVID-19は2022

年も流行のピークがありましたが、化学製品の感染予防に関する消費者からの相談は増加することなく、

コロナ禍前の2019 年度以前の件数に2021 年度から戻り、2022 年度もその状況を維持しています。 

当センターに対する消費者からの相談は多くなる傾向が続いています。特に各地域の消費生活センター

では、消費者からの化学に関する専門知識が必要な相談については、対応を移管された場合も含め消費者

からの相談は91％となりました。化学製品やその成分について、その成分の働きや安全性についてわかり

やすく説明し、消費者の不安が解消されるように努めています。 
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（３） 相談内容別の比較：「一般相談」の占める割合が大きく増加 

グラフ-6 の相談内容別にみると「一般相談等」が 178 件（76.1％）ともっとも多く、次いで「事故ク

レーム関連等」26 件（11.1）％、「品質クレーム関連相談等」17 件（7.3％）、「クレーム関連意見・報告

等」12 件（5.1％）となっています。グラフ-7 から 2021 年度は、「一般相談等」141 件（58.5％）、「事

故クレーム関連等」61 件（25.3％）、「品質クレーム関連等」31 件（12.8％）でしたので、「一般相談等」

の占める割合が 126.2％と大きく増加する一方、「事故クレーム関連等」及び「品質クレーム関連等」の

件数は43 件と2021 年度の92 件に対して、46.7％の減少となりました。また、「クレーム関連意見・報

告等」は12 件と5 件から増加をしました。 

相談件数に占める「一般相談等」の割合は、178 件（76.1％）となりました。相談内容から、すでに

スマホ等の携帯情報端末を使いこなすなど社会基盤の変革による情報リテラシーが向上したことで、世

の中に溢れている様々な情報に生活者がいつでも簡単に接することができるようになっていることが伺

えます。相談者はある程度事前に調べてから、当センターに相談されている内容が多くあります。自分

の理解している内容で間違いがないか、確認するために双方向で話のできる電話を選んで相談をしてい

ます。相談者の不安、確認したい内容を把握し、相談者の背景や知識に合わせた製品や成分の化学的な

説明を行うことが重要なポイントとなります。科学的に未解明な現在の事実といわゆる風評情報を分け

て伝えるように注意する必要を強く感じました。 
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当センター開設以降のトレンド（グラフ-8）を見ると、一般相談が件数、構成比とも減少傾向にあり

ました。これは前述の通り、ＰＬ法施行当初、ＰＬ法に関連した「事業者・事業者団体」からの一般相

談が多く、それが数年で落ち着いてきたこと、インターネットの普及により自己解決しやすい環境が整

ったことによるものと考えられます。 

「事故クレーム関連相談」は構成比で見ると2013 年をピークに増加傾向でしたが、件数は2000 年を

ピークに緩やかな減少傾向となり、2010 年度以降は「事故クレーム関連相談」と「品質クレーム関連相

談」を合算したクレーム関連相談の総件数で見るとほぼ 100 件程度で推移していました。2018 年度は

109 件、2019 年度は120 件と増加しました。2020 年度は 140 件と更に大きく増加しましたが、これは

新型コロナ感染症に関連したものが29 件あり、それを除くと111 件と“ほぼ100 件程度”の範囲内と見る

ことができます。2021 年度の「事故クレーム関連相談」の件数は97 件で2018 年度と同等の件数に戻

り、2022 年度は55 件と大きく減少しました。「一般相談等」においては、2022 年度より顕著な相談件

数の推移を示しています。2018 年度は 146 件、2019 年度は150 件、2020 年は276 件の相談件数でし

たが、2021 年度は141 件、2022 年度は178 件となりました。2020 年はコロナ禍であるために特別で

はありますが、2011 年度以降の大きなトレンドとしては「一般相談等」が件数、構成比ともに増加する

傾向で、その傾向が2022 年度は構成比が76.1％となり顕著になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当センターへの一般の「消費者」からの相談は、消費生活センターなどから紹介されるか、インターネ

ットで電話番号を調べて電話をして相談することになります。ホームページにはこれまでの相談対応を冊

子にまとめた啓発資料も用意しているので消費者への啓発を促す必要もあります。消費者どの程度理解し、

確認したい相談内容が何かを丁寧に把握するために傾聴し、回答することがより必要とされています。 
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（４）  事故内容別の比較：相変わらず体調不良が最も多い 

2022 年度も極めて広範にわたる製品について、体調不良、皮膚障害等の被害を訴える相談が寄せられ、

表-2 にまとめました。2022 年度は総件数55 件（2021 年度97 件：56.7％）と大きく減少をしました。 

事故内容別の件数では、身体被害は、25 件（2021 年度件数：53 件、前年度比：47.2％）で半減となり

ました。身体被害の件数は、総件数の45％を占め、過去 3 年の身体被害の割合は6 割程度であることと比

較すると大きく減少をしています。内訳では体調不良 17 件、皮膚障害 8 件、眼 0 件となっており、2022

年度の件数は、体調不良・皮膚障害・眼のいずれも減少しています。重篤な身体被害はありませんでした。

また、財産被害については、13 件（2020 年度件数：13 件、前年度同数）となりました。 

 

ⱶכ꜠◒ 2-  
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 一方で、事故内容別クレーム件数において「体調不良」は 17 件と相変わらず多い件数を占めてい

ます。「体調不良」に関するクレーム内容の特徴として、様々な製品の持つのニオイによる体調不良の

相談があげられます。様々な製品に賦香した香りによって体調不良を訴える指摘は、10 件と多く寄せ

られています。これらのニオイに関しては、商品群別のクレーム状況と合わせてまとめます。 

（５） 商品群別の比較：「洗剤・洗浄剤」が多い、製品のニオイについても引き続き相談あり 

商品群別の商品群別のクレーム相談件数を表３にまとめました。商品別のクレーム相談においては、

2022年度も洗剤・洗浄剤が8件と2021年度の14件から減ったものの件数は多く、消費者の身の回りで

事故につながりやすい傾向は変わりませんでした。 

感染予防対策としての手指の衛生消毒、身の周りの環境消毒についての相談は、9件と2021年度の1

6件から半減した状況となりました。これは、行政等の信頼できる配信元から感染予防に使用される

化学製品やそれらに含まれる成分（エタノール濃度や界面活性剤、塩素系製剤の使用方法など）につ

いての啓発が進んだことと、スマホ等の携帯情報端末を使いこなす情報リテラシーが向上したことに

より、正しい情報に生活者がいつでも簡単に接することができるようになったことなど社会基盤の変

革も寄与していると思われます。 

様々な製品につけられたニオイの相談については、2021年度の16件から継続して2022年度も15件
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とほぼ同じ件数となりました。その内訳は、柔軟剤は5件、芳香剤・消臭剤は3件、洗剤・洗浄剤は2

件の体調不良と安全性に関するニオイの指摘があり、クレーム関連相談の合計は10件となりました。

その他に一般相談として5件の相談がありました。製品につけられたニオイについては、2021年9月に

関係５省庁（消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省）が共同でポスターを作成す

るなど啓発活動が実施されています。１）今後も関連する行政・メーカー・業界団体を含め、社会全体

での啓発が必要です。 

一方で、プラスチック製品の過加熱による焦げや融けることによる体調不良の相談は、2021年度の

5件から2022年度はありませんでした。前年関連して多かった食品トレイについては、電子レンジで

の使用で耐熱性に配慮された製品が増えていることも要因と思われます。 
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１）香りへの配慮に関する啓発ポスターについて（情報提供）：厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210914I0030.pdf  

 

（６） 相談処理状況: 助言、説明で解決 

｢事故クレーム関連相談｣26 件、｢品質クレーム関連相談｣17 件の合計 43 件が、2022 年度に当センター

が対応したクレーム関連相談です。すべて助言･情報提供で解決･終了しており、相対交渉促進を行なった

相談はありませんでした。 

最終決着内容の把握に極力努めていますが、相談者が匿名を希望された場合、こちらから連絡すること

はできません。そのようなときは、当センターからの説明、助言(問題点整理)等で問題が解決しなかった

際には再度ご連絡いただくようお願いしていますが、ほとんどの場合その後ご連絡がないため、解決した

ものとしています。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210914I0030.pdf
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（７） 新型コロナウイルス感染症の流行と相談件数の状況について 

2022年度の相談件数は234件で2021年度の241件に対して前年比97.1％とほぼ同じ相談件数となりま

した。2020 年 1 月に新型コロナ感染症による日本国内最初の死者が報告されてから、2023 年 5 月で約 3

年半が経過し、2022 年度も新型コロナウイルスの変異に伴い国内の感染者数と感染による死亡者は更に多

くなる状況となりました。しかしながら、相談件数は影響を受けずにコロナ禍前の状況に戻っています。

ここでは2022 年度の相談件数の状況について、さらに詳細に解析します。 

日本における新型コロナウイルス感染症流行の状況（～2023 年 5 月 8日まで） 

グラフ-9 に2019 年1 月 30 日から2023 年5 月8 日までの新型コロナウイルス感染症の感染者数と死者

数をまとめました。 

2019 年 12 月に中国の武漢で発生し、2020 年1 月下旬以降に、全世界に感染が拡大しました。日本国内

では、2020 年 1 月 15 日に国内で新型コロナウイルス感染症が確認、2 月 13 日に最初の死者が報告され、

その後感染拡大が始まりました。それ以降2020 年度は、3 回の感染流行の波が起き、2 回の緊急事態宣言

（2020 年 4 月7 日～5 月 25 日、2021 年1 月 8 日～3 月 21 日）が発動されました。 

2021 年度は、新たな変異株であるデルタ株の流行と共に第4 波と第 5 波となる感染拡大が起き、3 回目

となる緊急事態宣言が2021 年 4 月25 日～9 月 30 日までの5 カ月間に渡り発動されました。その後 2021

年の10月から12月にかけては、日本国内の感染者数も1日当たり100名程度と少ない状況となりました。

しかしながら、2022 年1 月以降では、更なる変異株であるオミクロン株の流行により大幅な感染者数の増

加となり、1 日あたりの感染者数が約100,000 名となる大きな第6 波の流行を迎えました。 
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2022 年度は、5 月末において、1 日あたりの感染者数は 20,000 名程度まで減少をしましたが、7 月末に

は 1 日当たりの感染者は 250,000 名と最大の感染者数が報告され、高齢者が中心に 1 日当たりの死者数も

300 名をこえる第7 波となりました。9 月末に一旦約20,000 名まで減少したものの、12 月には1 日当たり

の感染者数は第 7 波と同じ程度の 250,000 名弱、同様に高齢者を中心に 1 日当たりの死者数は、これまで

で最大の 500 名をこえる第 8 波となるピークを迎えました。その後、急速に感染者、死者数は減少をし、

2023 年 5 月 8 日には感染者数は 10,000 名程度、死者数も 30 名程度となり、これまでの 2 類相当感染症

から5 類感染症に変更をされました。 

日本国内の 2023 年 5 月 8 日までに確認できた新型コロナウイルス感染症による総死者数は、74,694 名

で感染者総数は33,537,123 名です。国内で感染が始まった 2020 年 1 月から2021 年 12 月までの 2 年間の

死者数は 17,615 名で同期間の感染者総数は 1,711,857 名となり、その割合は 1.03％になります。一方で、

2022 年 1 月から 2023 年 5 月 8 日までの 1 年 5 ヵ月間の死者数は 57,079 名で同期間の感染者数総数は

31,825,266 名となり、その割合は0.18%となりました。2022 年になってからは、オミクロン株に変異して

主流となったため感染者数は、その前の主にデルタ株までの感染者数に対して18.6 倍となりましたが、感

染者総数に対する死者数の割合は、約 1/5 となり大きく変化しました。この 3 年余りで得られた感染対策

の徹底と社会活動の両立を図る方針に転換され、新型コロナウイルス感染症は5類感染症へ移行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/co vid -19/kokunainohasseijoukyou.html  

化学製品ＰＬ相談センターに寄せられた新型コロナウイルス感染症関連の相談の特徴 

グラフ-10 は、2020 年度～2022 年度に当センターに寄せられた相談を月別にまとめたものです。新型コ

ロナ感染症の流行とともに、2020 年 2 月以降に急激に増加し、2020 年 4～6 月は過去平均の 3 倍近くの相

談が寄せられました。7 月以降、通常よりも多い傾向は続いたものの相談件数としては落ちつきました。先

に書いたように 2020 年 6 月末に行政（厚生労働省。経済産業省、消費者庁 3 省庁合同）から感染予防に

関する情報が公開されると関連した相談は減少しました。 
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新型コロナウイルス感染症は 2022 年も流行の大きなピークがありましたが、化学製品の感染予防に関す

る消費者からの相談は増えることなく、2021 年度の16 件から2022 年度は9 件とさらに減少をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ-11 は、同じく 2020 年度～2022 年度に当センターに寄せられた月別の相談をクレーム関連相談

と一般相談等別にまとめたものです。新型コロナ感染症関連の相談件数の2021 年度の内訳はクレーム関連

相談 4 件、一般相談等は12 件でしたが、2022 年度の内訳はクレーム関連相談 1 件、一般相談等は 8 件で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーム関連相談の 1 件内容は、「感染予防で子どものマスクを食器用洗剤で洗っていたら顔がかぶれ

た」でした。用途外の使用であることと使用されているマスクの取り扱い方法を確認するよう伝えました。

一方、一般相談については感染予防に空間に化学製品を噴霧することについて、その効果を確認する相談
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が 6 件、抗原検査キット、布マスクの有効性がそれぞれ 1 件でした。行政等からの公開されている情報に

ついては、どの相談においても既に確認はされていました。 

（８） プラスチック製品等に関する相談の動向 

 2022 年度のプラスチック製品に関する相談を表４にまとめました。 

 2022 ⱪꜝ☻♅♇◒ ⌐ ∆╢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチック製品関連の相談は 27 件で、「クレーム関連相談」は 3 件、「一般相談」は 24 件でした。ク

レーム関連相談には「サウナマットを携帯時に焦げた」、「ランチョンマットの印刷が家具に転写した」、

「床用マットが色移りした」などがありました。 

グラフ-12 に 2018 年～2022 年の5 年間のプラスチック製品関連の相談内容別件数を示します。 

 

プラスチック製品の過加熱に関する相談は 2 件ありましたが、焦げや融けることによる体調不良の相談

は、2021 年度の 5 件から 2022 年度はありませんでした。関連して多かった食品トレイについては、電子

レンジ使用で耐熱性に配慮された製品が増えていることも要因と思われます。 

2021 年度は、消費者からは「マイクロプラスチックの環境負荷」は 2 件ありましたが、2022 年度はマ

イクロプラスチックに関連した相談はありませんでした。 

新たなの社会的関心の高まりの影響として、有機フッ素化合物の安全性に関する問い合わせがあります。

地下水から有機フッ素化合物が検出されたことに対する報道から、社会的な関心が高まり、身の回りの製

     

 ⱶכ꜠◒

 

₈ⱪꜝ☻♅♇◒ ₉⌐  2  
◘►♫ⱴ♇♩ 1  

3  ꜝfi♅ꜛfiⱴ♇♩ 1  

₈ⱪꜝ☻♅♇◒ ₉ ⌐  1  ⱴ♇♩  1  

 

₈ⱪꜝ☻♅♇◒ ₉⌐  13  
 5  

24  
∕─  8  

₈ⱪꜝ☻♅♇◒ ₉ ⌐  11  
 3  

♩♇ⱳה  8  

-12  
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品でフッ素を使用した製品の安全性や、有機フッ素化合物に関する漠然とした不安から当センターに問い

合せをされています。現在、環境省などで安全性の検討を進めている状況です。今後も動向を注意してい

く必要があります。 

化学製品ＰＬ相談センターに寄せられた有機フッ素化合物の安全性に関するの相談内容 

・フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について（6/16） 

PFOA *

PL < Ỏ>  

・フッ素樹脂加工のフライパンの安全性について（11/9） 

PFAS

PL < >  

・フッ素樹脂加工の加熱ポットの安全性について（12/5） 

PFOA PFAS

PFOA

PL < >  

・PFAS、PFOAの情報を見て心配（1/20） 

PFAS PFOA

PL < >  

・PFAS、PFOAの情報を見て心配（3/7） 

PFAS PFOA PL

< >  

いただいた相談に対して、現在は下記の内容で回答しています。 

PFAS≤PFOA │∕─ ╩ ⁸PFOA⅜∆╕╡№⅜☻כ◔╢™≡⇔⌐ │∕─ ⌐ ⇔≡

∆≢⌐POPs ⌐╟╢ ⅜ ╦╣≡™╕∆⁹ PFAS⌐≈™≡│ ⅜ №╡⁸∕╣∙╣⌐

≈™≡ ⁸ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╢─⅜ ≢∆⁹  

PFAS（Per- and Poly Fluoro Alkyl Substances：パー/ポリフルオロアルキル化合物）とは、有

機フッ素化合物を表す総称になります。環境中では分解しにくいと言われています。その中でも

PFOA（Per Fluoro Octanoic Acid：パーフルオロオクタン酸）又はその塩類については、2019

年の4～5 月に開催されたストックホルム条約締約国会議で、長期間にわたって分解されずに環境

中に残留する有害な汚染物質（POPs）として、世界的に製造、輸出入、意図的な使用を禁止する

ことが決定されました。１)国内においては、2021 年 4 月 16 日「化学物質の審査及び製造等の規

制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定され、「PFOA 又はその塩類」は第

一種特定化学物質の指定となり、規制されています。使用されているフライパンの安全性につい

ては当センターではわからないので、メーカーに問い合わせをされてはいかがでしょうか。 
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POPs ⌐ ∆╢☻♩♇◒ⱱꜟⱶ  

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html 

PFAS⌐ ∆╢  

https://www.env.go.jp/water/pfas/pfospfoa.html 

 

（９）2022年度の一般相談の中で特徴のある相談について 

2022 年度では一般相談の件数は178 件と全件数にしめる割合は76.1％と全体の3/4 をしめています。一

般相談の全件数の商品群別内訳をグラフ-13 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記に示すように、過去に消費者庁、国民生活センターから消費者へ注意喚起が行われた事案につ

いて消費者から相談が入ります。 

・取っ手が外せるフライパンに使われているフェノール樹脂について（12/12） 

ṆṆ ể

< Ỏ>  

ₒ ₓ

-13  
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ₒ ₓ  

364 ḵ ḳ  

https://www.kokusen.go.jp/kiken/pdf/364dl_kiken.pdf  

・浄水器のカートリッジの安全性について（11/ 2） 

ẆẆ ẍẍ 2

ẆẆ

ẍẍ ớ

ỗ < >  

ₒ ₓ Ṅ

ẆẆ

 

ₒ ₓ  

ḳ 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/032005/   

これらの相談に対しての回答は、公開情報の内容を補足しながら適切に疑問が解消できるように対応を進

めています。また、「保冷剤」のように最近新しく販売された商品については、消費者も疑問が多く問い合

わせが多くなる傾向があります。同様に公開情報をもとに回答をしています。 

・身体用の保冷剤の成分について（12/12） 

ṆṆ

< Ỏ>  

 

「乾燥剤、除湿剤」関する問い合わせは 5 件ありました。過去から問い合わせの多い事例ですので、啓

発冊子「気を付けよう 暮らしの事故 Ⅲ」１）に改めて収録をすることで公開情報として役立てることが

できるように努めています。 

１）「気を付けよう 暮らしの事故 Ⅲ」；化学製品PL 相談センター 

https://www2.nikkakyo.org/plcenter/column/sub_column6.html 

 

（１０） 活動の所感 

2022年度に当センターへ寄せられた相談件数は234件となり、2021年度比で97.1％となりました。2022

年度も新型コロナウイルスの変異に伴い、国内の感染者数と感染による死亡者は更に多くなりましたが、

当センターへの相談件数は影響を受けず 2021 年度からコロナ禍前の状況に戻り、2022 年度もその状況を

維持しています。新型コロナウイルス感染症に関連した相談は、2022 年度は 9 件と 2021 年度の 16 件か

らさらに減少をしています。感染症対策としてさまざまな化学製品が使用されましたが、生活者の情報リ

テラシーの向上に伴い、インターネット上に溢れている様々な情報に対して、その情報源が信頼できるか

https://www.caa.go.jp/notice/entry/032005/
https://www2.nikkakyo.org/plcenter/column/sub_column6.html
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を判断し、活用している様子が伺えます。インターネットを介した情報ツールの使われ方は、コロナ禍を

経て大きく変わったことが実感されます。 

2022 年度の相談件数に占める「一般相談等」の割合は、178 件と全件数の3/4(76.1％)を占めるようにな

りました。寄せられた相談内容から、すでに相談者はある程度事前に調べてから、当センターに相談され

ている内容が多くあります。自分の理解している内容で間違いがないかを確認するために、インターネッ

トで当センターの電話番号を検索して、双方向で話のできる電話を選んで相談されています。 

相談者の不安、確認したい内容を把握し、相談者の背景や知識に合わせた化学的な説明を行うことが重

要なポイントとなります。また、科学的に未解明である現在の事実といわゆる風評情報を分けて伝えるよ

うに注意する必要があります。リアルタイムの電話による会話にて、声や話し方を含めたコミュニケーシ

ョンの手段の重要性を改めて認識しました。そして、正確な情報を生活者が得ることが大切で、情報源と

情報内容がセットになった情報拡散が必要です。 

生活者が製品を正しく使用するための情報は、製品の表示で、誤使用を防ぎ、安全に製品を使用するた

めに記載されています。一方、法や各業界の自主基準などに基づき表示が促されている内容もあります。

それぞれ必要な情報ではあるのですが、生活者から見ると何に注意するのか判断がしにくくなります。 

生活者、特に国内では、高齢者が人口の 3 割を占め、その 8 割で身体能力が低下している認識をしてい

ます。高齢者には、製品表示の文字が小さい場合は読むことが困難となり、読みにくさから誤使用へ繋が

り事故を招きかねません。表示されていても注意を促すことができなれば製品事故を防ぐことはできませ

ん。また、使用する際にも、高齢者は運動能力の低下から握る力が足らずに、「キャップが開封しにくい」、

「スプレーやトリガー製品のレバーが動かせない」など、日々の使用する場面でもうまく使えずに不自由

を感じることになります。更に、製品の良さを伝えるコマーシャルなどにおいても、「伝えられる情報が過

多でどのような製品なのか伝わらない」、「小さな表示や呈示されている時間が短いため見過ごしてしま

う」など製品の伝えたい大切な特長であっても高齢者へは届かないことが起きてしまいます。 

製造者は、高齢者に対して、事故防止の観点で製品表示の内容が有効であるかなど、住環境での使用状

況について情報を集め、検証することがますます大切になっています。製品表示の内容は優先順位を考え、

生活者が安全に使用するための情報をわかりやすく提供する義務が製造者にはあります。記載されている

から十分という考え方ではなく、伝わっているかを検証しないと製品を安全に生活者へ提供することはで

きません。 

生活者に製品の情報を伝えるコミュニケーションの取り方も大きな変革を迎えています。今後も、中立

の立場の機関として、消費者からの相談内容から、何が必要な情報なのか何が不安で相談しているのか、

化学製品やその成分について消費者の持つ疑問な点を明らかにして、今後も有益な情報発信に努めていき

たいと思います。 
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（１） ｢クレーム関連相談･意見･報告等｣－55件－ 

1)  洗剤･洗浄剤－8件 

1.  ≤ ╩ ⇔≡  ⌐ủủ─ ≤

╩ ⇔√≤↓╤⁸ ≤ ℮ ⅜⇔√⁹ ─ ⌐│₈╕−╢⌂ ₉≤ ↕╣≡

™╢⁹∆←⌐ ╩⇔≡∕─ ╙ ╩ ⇔≡⁸⅔ ╩ ╘≡ ╩⇔≡™╢⁹ │ ⅜

⌂™⅜⁸ ⌂●☻⅜ ⇔√─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═

√⁹< > 

⇒酸性の洗濯洗剤と塩素系漂白剤に「まぜるな危険」の表示がされているとおり、両方の製品を

一緒に使用したことで有害な塩素ガスが、少量発生した可能性があります。塩素系漂白剤に酸

性の製品を混ぜると有毒な塩素ガスが発生する場合がありますので、混ぜることは避けてくだ

さい。すでに、水を流し十分換気もしていますので、塩素ガスが残り続けることはありません。

但し、体調について何か異常を感じられる場合は、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

2.  ≢ ⅜  ₃₃─ ▪ꜟ◌ꜞ ─ ỏỏ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ─

─ ⅜ ↄ ⇔√⁹ ⌐ ≠™√─│ ↄ╠™≢⁸∕╣╕≢│ ⌂⅛∫√⁹

─ │ ≢ ≢№╢⁹ⱷ₃₃─כ◌כ⌐ ╩ ∫√≤↓╤⁸ │ ⌂⅛

∫√↓≤⁸ ⇔√ ⅜ ≢№╢↓≤⅛╠ ⅜ ≢│⌂™⁹ ─ │╦⅛╠⌂™⅜⁸

ᵑ ⌐╟╢▪ꜟ◌ꜞ ↑≢№╣┌ ≢ ∆╢⁸o ─ ╩ ⇔≡ ⇔√

╩ ∆╢⁸ɔ ⌐ ⇔√ ╩ ╩כ◙ⱶ◒꜠fiכꜞ◒╘√∆≥ ∆╢⁸

≈─ ╩ ↕╣√⁹™∏╣╙ ⇔≡╖√⅜⁸≥╣╙ ↄ ╦╠⌂⅛∫√⁹ ─ ≤

│╦⅛╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お伺いした内容からでは、浴室の壁が変色した原因について当センターではわかりかねます。

一般的に考えられる回復法は○○より既に示され、試されていますので回復方法についてもお

伝えできることがありません。ＰＥＴ鋼板とは、鉄鋼板の表面をＰＥＴ樹脂で覆ったものです。

表面のＰＥＴ樹脂は耐薬品性に優れており、弱アルカリ性の洗剤の影響は考え難いと思われま

す。浴室の施工会社やＰＥＴ鋼板のメーカーに浴室用洗浄の与える影響や変色の原因について

確認をされてはいかがでしょうか。 

3.  ≢ ─ ∑ ₈₃₃ ─ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ─ ─

⅛╠ ⅜ ∑≡⇔╕∫√⁹₃₃ ⌐ ⇔ √⅜⁸∕─╟℮⌂ │⌂ↄ ─ ≢│⌂™

≤ ╦╣√⁹ ⱷ⁸│כ◌כ ⌂ ≢ ∑⌂≥─ ⌂™↓≤│ ⇔≡⅔

╡⁸ │╦⅛╠⌂™≤─ ≢№∫√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ⁸ ─ │
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⇔≡™⌂™⁹ ☿fi♃כ≢ │⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹╕√⁸ ⌂≥─

│≢⅝╢⅛⁹≢⅝⌂↑╣┌⁸ ╩ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは斡旋や調停、仲裁は行っておりません。また、特定の分析機関を紹介すること

はしておりません。ご自身で調べる場合は、独立行政法人 製品評価技術基盤機構の｢原因究明

機関ネットワーク 

 (https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html) 、および独立行政法人 国民生

活センターのウェブサイト(http://www.kokusen.go.jp/test_list/) に、商品テストを実施す

る機関のリストが掲載されていますので、ご参照いただくようご案内しております。浴槽メー

カーに使用した洗浄剤と浴槽の色褪せの状況を確認するように伝えられてはいかがでしょう

か。 

4.  ≢ ─ ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ⇔≡  ≢ ─ ♫♩

ꜞ►ⱶ╩ ≤ ⱴ☻◒╩ ↑≡ ⇔≡™╢⁹ │ⱴ☻◒╩ ↑≡ ⇔≡™≡╙

™⅜└≥ↄ⁸ ⌂≥⅜≤╕╠⌂™ ⅜№╢⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ™╩ ←↓≤⅜≢⅝

⌂™≢ ⇔≡™╢⅜≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹ ⅜ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│▬

fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹ > 

⇒業務として漂白剤を扱う仕事をされていて、防毒マスクを着用しても臭いが防げないことが問

題ですので、現在の症状を上司に相談されることと、医師に現在の症状、使用している製品、

および作業環境を伝え相談されることをお勧めします。職場の労働環境なども含めて、上司に

適切な対策を講じてもらうよう相談されてはいかがでしょうか。 

5.  ≥╙─ⱴ☻◒╩ ≢ ∫≡™√╠ ⅜⅛┬╣√  ≥╙⅜ ∫≡™╢ ─ⱴ☻

◒╩ ⅛╠ ≢ ∫≡™√⁹ ⁸ ≥╙─ ⌐ ™⅛┬╣⅜≢⅝╢╟℮⌐⌂∫√⁹

╩ ⇔≡ⱴ☻◒╩ ∫√√╘⌂─⅛⁹ │ ⌐ ↄ⌂™⅛ ⌐⌂∫√⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩╩ ═√⁹< > 

⇒布製のマスクの洗濯には衣料用洗剤をお使いください。食器用洗剤で布製のマスクを洗っても、

すすぎを十分にした場合は皮膚に影響を与えることはありません。マスクを装着していると布

自体の皮膚への刺激などでもかぶれる場合があります。現在、かぶれの症状があるとのことで

すので医師に相談されてはいかがでしょうか。 

6.  ─ ╩ ≢ ∫√╠ ⅜∆╢ ⱷכ◌כủủ─ ─ ╩ỏỏ─

ẽẽ≢ ∫√╠ ⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ∂ ≢ ∫≡╙ ─ │ ⌐ │⌂™⁹

ⱷכ◌כủủ⌐ ⇔√≤↓╤ ╩⇔√ ≢ ─ ⅜№╢≤ ╦╣√⁹ ⌐╟∫≡

│⁸ ⅛╠ ⅜∆╢↓≤⅜№╢─⅛⁹ ⅜№╣┌ ⅎ≡╒⇔™⁹< > 
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⇒使用された洗剤について、確認がまだされていないようですので、洗剤について中味や状態を

含めて洗剤メーカーの□□に確認をされることが大切と考えます。その際には、下着メーカー

から説明された見解を洗剤メーカーに話されるようお伝えされてはいかがでしょうか。 

7.  ─ⱴfi◦ꜛfi─ⱨ꜡כꜞfi◓ ⅜ ╩♩כ◦ ∫√╠═√≈ↄ  ─ⱴfi

◦ꜛfi─ⱨ꜡כꜞfi◓ ⌐⁸ủủ─ ╩♩כ◦ ⇔√╠═√≈ↄ╟℮⌐⌂∫√⁹ ⅝╛

≢ ™≡╙═√≈⅝⅜ ∫≡™╢ ⅜∆╢⁹ ─═√≈⅝⅜ⱨ꜡כꜞfi◓ ≤ ╣√≤↓╤≤

─ ⌐ ™≡ ∫√ ∂⅜⇔≡↓↓ ─ ⌂ ⅜ ™≡™╢⁹ⱷכ◌כ─ủủ⅛╠

│═√≈⅝⅜ ↄ↓≤│ ⅎ⌐ↄ™⅜⁸ⱨ꜡כꜞfi◓ ─ ╛⅔ ╣─ ⌂≥ ─ ⅜

╦⅛╣┌ ⌐ ≈ ⅜№╢⅛╙⇔╣⌂™≤ ╦╣√⁹ⱨ꜡כꜞfi◓ ─ⱷכ◌כ╛ⱴfi◦ꜛfi

─ ⌐ ⇔√⅜ ⇔™↓≤│∆≢⌐╦⅛╠⌂™≤ ╦╣≡™╢⁹ ─═√≈⅝╩ ∆

╢ ╩ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒フローリング床がどのような状態で現在べたついているのかはお話からでは、当センターでは

わかりかねます。築２２年が経過しているとのことですので、フローリング床の状況などを床

の清浄や床のリフォーム行っている専門の業者などに状態を確認されてはいかがでしょうか。 

8.  ⅜ ≥♩כ◦♩♇▼►√⇔ ╛ ⌂≥─♬○▬⌐≈™≡  │

≢№╡⁸ ⅛╠╙ ╩ ↄ⇔⌂™╟℮⌐ ⅛╠ ↨↑╢╟℮⌐ ╦╣≡™╢⁹

⅜ủủ─►▼♇♩◦כ♩╩ ⇔≡⅝√⅜⁸ⱨ꜡כꜝꜟ ╡⅜№╢╙─≢ ╛ ⅝ ⁸ ⌂

≥⌐⌂∫√⁹ ─ ╩ ⅛╠ ⇔≡™╢⅜⁸ ─ ⌐ ↕ↄ ─ ⅜№╡

⅛∏⌐ ⇔≡ ≤⌂∫√⁹ ≤⇔≡ ⌐│⁸ ╩ ⇔√╙─│ ⅝ↄ ╩

↑ ⅜≢⅝╢╟℮⌐⇔≡╒⇔™⁹ ⌐⁸ ⅛╠ ≢ ↕╣≡™╢ ╛

─♬○▬≢ ⌐⌂╢─≢⁸ ╛ ─ ╡─ ⌐╙ ╩ ╘≡ ⌐╙™╢↓≤╩╙∫

≤ ∫≡╒⇔™⁹ ╙≢⅝∏ ⌐ ∂↓╙╢↓≤⌐⌂╢─≢⁸ⱷכ◌כ⌐╙♬○▬─№╢

╩ ∆╢↓≤⌐ ╩∆╢↓≤╙ ⇔√™⁹ ☿fi♃כ⅛╠╙ ⅝⅛↑≡╒

⇔™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見はアクティビティノート、および年度報告書等で公開し、誰もが見れるようにするととも

に、関連する団体、機関との情報の共有を図ってまいります。 

2)  家電製品－6件 

1.  ⅛╠ ↕╣╢ ─ ™≢  ₈ ⅜₃₃ ─ ỏỏ╩ ⁹

╩ ↕∑ⱨ▫ꜟ♃כ╩ ∆↓≤≢►▬ꜟ☻⌂≥⌐╟╢ ╩ ∆╢ ≢⁸
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∆╢≤ ─ ™≢ ⅜ ↄ⌂╢⁹ ─ │ ─ ™│ ∂⌂™╟℮≢№╢⅜⁸

₁ ─ ™⅜ ≢№╡ ⌂≥─ ™≢╙ ⅜ ↄ⌂╢√╘ ╦⌂™╟℮⌐

⇔≡™╢⁹ủủ⌐ ⌐≈™≡ ⇔√≤↓╤⁸ ─ ™≢ ⅜ ↄ⌂╢ │™╢─≢⁸

⌐≈™≡│ ⌐ ∆╢╟℮⌐≤ ╦╣√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ™≢ ⅜

ↄ⌂╢ │™╢─≢⁸ ⌐≈™≡│ ⌐ ∆╢╟℮⌐≤ ╦╣√₉≤─ ╩ ↑≡

™╢⁹ ─ ™≢ ⅜ ↄ⌂╢─│ ─ ≤ ⅎ╢╙─⅛⁹< > 

⇒〇〇社のウェブサイトに△△の注意事項として「塩素アレルギーなどをお持ちの方は医師と相

談の上、ご利用ください」と記載されています。元々、塩素の臭いなどに対するアレルギー症

状がある場合について注意喚起はしており、個人の感じ方、体質で体調不良となる場合がある

と考えられます。 

2.  ☻♥▫♇◒ ╩◒♇◦ꜛfiⱨ꜡▪⌐ ⇔√≤↓╤ ™√ ⅜  ₈ ◌ ╒≥

⌐⁸ ─ ⌐ ⇔√⁹ ─◒♇◦ꜛfiⱨ꜡▪⌐ủủ ─☻♥▫♇◒ ╩

⇔√≤↓╤⁸Ⱬ♇♪ ─ ╣√ ⅜ ╩⇔√⁹ⱷכ◌כ─ủủ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤

⌐│ ╩ ↄ╟℮⌐≤ ╦╣√⁹∕─ ⌐ ⅜™⅛⌂™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

☿fi♃כ≢▬fi♃כⱠ♇♩─ ◖Ⱶ◘▬♩╩ ⇔√≤↓╤ ─ ╙№╡⁸ⱷכ◌כ

⅛╠ ─ ╩⇔≡™╢↓≤╙ ⇔≡™╢⁹↓─╟℮⌐ ⅜ ∆╢ │№╢─⅛⁹<

> 

⇒キャスター付きの家具などでは、使われているローラーの素材に含まれる可塑剤成分により床

材が変色する場合があります。床材の変色を防ぐための説明が、製品の取り扱い説明書にどの

ように記載されているのか、購入者に十分説明をされていたのか。メーカーに確認されてはい

かがでしょうか。 

3.  ≢ ↑√ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ⅜ ⇔≡™√ ─

◓ꜞꜟⱤfi⅛╠ⱪꜝ☻♅♇◒⅜ ↑√ ⅜⇔√⁹ ⱷכ◌כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ↑√ⱪꜝ

☻♅♇◒│ⱳꜞⱪ꜡ⱪ꜠fi≤ ╦╣╢⅜⁸⌂− ↑√⅛│╦⅛╠⌂™√╘ ╩ ⅝ ╢↓≤⌐

⌂∫≡™╢⁹ ∞⌐ ⌐ ↑√ ─ ™ ⅜ ⇔≡™╢╟℮⌂ ⅜⇔⁸ ╙∆←╣⌂™⁹

≥℮∆╣┌ ™ ╩ ≢⅝╢⅛⁹╕√⁸ ☿fi♃כ│ ─ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒臭いが発生してから２週間が経過した後も融けた臭いが残ることは考えにくいことですが、臭

いを取るには十分に換気し空気を入れ替えをされてはいかがでしょか。体調不良が続くようで

あれば、医師にご相談することをお勧めします。 

4.  ╩ ⌐  ⅜ ╩ ⇔≡™√≤↓╤⁸ ⇔√⁹ │⌂™
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⅜⁸ ⌐ꜞ♅►ⱶ▬○fi ⌐ ↕╣≡™╢ ⌂ ╩ ™ ╪≢⇔╕∫√─≢│⌂™

⅛ ⌐⌂∫√⁹ ₃₃⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ═≡╖⌂™≤╦⅛╠⌂™≤ ╦╣≡™

╢⁹ ⁸ ⌐ ╩ ╓∆↓≤│⌂™⅛⁹< > 

⇒リチウムイオン電池の電解液には可燃性の有機溶剤が使われています。発煙による電解液の蒸

気を少量吸い込んだとしても、一過性のばく露であり量も僅かであると考えられることから有

害性は低く過度に心配される必要はないでしょう。リチウムイオン電池は手軽に充電でき、軽

いうえに電池としての容量も大きいことで使用されていますが、取り扱いを誤ると発煙・発火

など思わぬ事故に繋がることがあります。事故の原因は様々ですので、今回の発煙の原因につ

いて、今後の再発防止のためにも携帯電話会社○○に対して、発煙の原因について調査を依頼

して、安全に使用するための説明を受けられてはいかがでしょうか。 

5.  ─ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ⇔√ ⌐ ╣√ủủ ─

⅜ ╒≥≢ ─ ⅜ ⇔√⁹Ɫ►☻ⱷכ◌כỏỏ⌐ ⇔ √≤↓╤ ∂

ủủ ─ ⌐ ╩ ∫√⁹∕─ ⁸ ╩ ⇔√ ⌐╕√ ∂╟℮⌐

⅜ ⇔√⁹ ╩ ⱷכ◌כ─ủủ≢ ⇔√≤↓╤ ⇔≡™╢ ⌂≥─

╩ ↑≡ ⇔√ ⅜№╢─≢ ─ ╩ ⅎ╢╟℮⌐ ╦╣ ─ ╩ ∫√⁹

╩ ╦∏⌐ ⇔≡™√≤↓╤╕√ ⌐ ╩⇔√⁹∕─ │ ╙⌂™╕╕

─ ∞↑⅜ ╦╣√⁹ ⁸ ⌐ ─ ─ ⅜ ⅝√─≢ủủ│ ≢⅝

⌂™⁹ⱷכ◌כủủ─ ≢ ⅝√↓≤│⁸ ☿fi♃כ⌐╙ ╩⇔≡™╢⁹↓─╟℮⌂

↓≤│⌂− ⅝╢─⅛⁹ ≢╙⌂−↓─╟℮⌂↓≤⅜ ╡ ⇔ ↓╢─⅛ ═≡™╢ ≢⁸

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒樹脂製品が破断する事例としては、樹脂の種類にもよりますが、繰り返し力が加わり、さら

に洗剤などに含まれる成分が樹脂に浸透すると樹脂製品が破断する事例はあります。今回の

要因については当センターでは分かりかねます。３年程度の期間で４回目の樹脂部分の破断

とのことですので、メーカー○○に使用状況など説明した上で、破断原因の説明を受けられ

て、消費生活センターにご相談されてはいかがでしょうか。 

6.  ⅛╠ ╢ ™ ≤ ─ ⌐≈™≡  ╙ ⇔≡™╢ ⌐ ⅛╠ ▬

○fi─ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ╩ ─ꜟⱪכ♥─☻ꜝ●╢™≡™ ⌐◙ꜝ◙ꜝ≤⇔

√ ™ ⅜≈™≡™╢─⅜ ⌐⌂╢╟℮⌐⌂∫√⁹↓─ ™ │ ⅛⁹ ⱷכ◌כ⌐ ™

╦∑√⅜⁸ ─ ⇔ │⌂™≤─↓≤≢№∫√⁹ ≤ │⌂™─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒使用されている除菌剤の組成がわからず明確な回答とはなりませんが、加湿器の周りに白い

粉が付着する原因は、水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル成分の可能性も考えられ
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ます。加湿器の取扱い説明書やウェブサイトに関連した回答を掲載しているメーカーもあり

ます。人体には害はありませんが、電気製品や精密機器などの動作不良や故障の原因となる

場合があるため、加湿器の設置場所に注意が必要です。 

3)  その他生活用品－5件 

1.  ꜝfi♅ꜛfiⱴ♇♩─ ⌐ꜟⱩכ♥⅜ ה ≡⌐fi₃₃כ▼♅ ⌐◐ꜗꜝ◒♃

⅜כ ⇔≡№╢ꜝfi♅ꜛfiⱴ♇♩╩ ⁹ ⌐ ╩ ⌐⇔≡ ⇔√≤↓╤⁸

× ─ ─ ⅜∕─╕╕ ⌐ꜟⱩכ♥√™≡⇔ ╡⇔√⁹₃₃⌐ ⇔⁸ ╩

⇔≡ ╡ ⇔√≤↓╤⁸ ─√╘─ ╙╡╩ ╢╟℮⌐ ↕╣√⁹ │

≢ ╩ ⅎ√≤↓╤⁸₈ ╩ ⌐⇔≡ ⇔√↓≤⅜ ≢№╢₉≤ ⅜ ⇔⁸₃₃⌐

│ │⌂™≤⇔√ ≢─ ⅜ ™√⁹ꜝ fi♅ꜛfiⱴ♇♩─ ⌐│₈ ™╙─╩

™√╡⁸ ─∕┌┼ ≠↑√╡⇔⌂™≢ↄ∞↕™₉≤─ │ ↕╣≡™╢⁹↓─╟℮

⌂ │⁸ ⅜ ↕╣╢⅛⁹ ╩ ≡╢≤ ⅜⅛⅛╢√╘⁸ ☿fi♃

─כ ─ ╩ ╘╠╣ ≢№╢⁹< > 

⇒製造物責任（ＰＬ）法では ”当該製品が予見される使用形態において、通常有すべき安全性

を欠いている“ 場合は製品に欠陥があったとされます。該当の製品における注意表示等と照

らし合わせて、今回の使用状況等が予見される誤使用に当たるか否かが判断の要点になると思

われますが、化学製品ＰＬ相談センターでは判断できかねます。国民生活センターのウェブサ

イトにＡＤＲの紹介と問い合わせ窓口が掲載されていますので、内容を確認の上、問い合わせ

てはいかがでしょうか。 

2.  ⅛╠ ╣≢  ⱱכⱶ☿fi♃כủủ ─ ╩ ⇔√⁹ ─ ≢

╣╩ ↓⇔ ⌂≥⅜ ╣ ⅎ⌂ↄ⌂∫√⁹ủủ⌐│ ⅜ ⇔≡ ╣╩ ↓⇔√─≢

⌂≥╙ ╘≡ ⇔≡ ⇔™≤ ⅎ√⁹ ⅛╠│⁸ ─ │ ⌂─≢⁸ ─

─ ∆╢ ≤⌂╢≤─ ≢─ ≢№∫√⁹ ☿fi♃כ⌐ ╩⇔√≤↓╤ ≢

╩ ℮╟℮⌐ ╦╣≡™╢⁹ ─ ─ ⌐≈™≡ ═╢↓≤⅜≢⅝⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒当センターでは容器の破損の原因を調べることは行っていません。容器の破損の原因について、

該当の製品の生産状況、品質管理の状態をメーカーにて調査をした報告を受け、今回の容器か

らの液漏れの原因についての回答を文書で提出を求めてはいかがでしょうか。その文書回答に

基づき、消費生活センターにご確認をされてはいかがでしょうか。 

3. ╩♩כ◦  ⇔≡ ⌐  ₈ ╩♩כ◦ ⇔≡ ⇔√≤↓╤⁸ ⌐
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⅜ ⇔√⁹◖꜡♫ ─√╘⁸ ⌐│ ∫≡™⌂™⁹ ╩ ↑√√╘ⱷכ◌כ⌐

╩⇔√™₉≤─ ╩ ⅛╠ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢

╩ⱷכ◌כ⌐ ⇔≡ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒当センターではメーカーとの交渉はできかねます。まずはメーカーに連絡されることをお勧め

します。製品と発症した症状の因果関係について、医師の見解もない状況ですので、症状が続

くようでしたら医療機関を受診することをお勧めします。医療機関を受診する場合の治療費に

ついて事前にメーカーに相談することをアドバイスされてはいかがでしょうか。一般的に身体

に使用する製品は、品質に問題がなくても、使用する人の体質や体調などによって皮膚トラブ

ルを生じることがあります。その様な場合には、製品の使用による皮膚トラブルであっても製

造物責任を問えないことがあります。 

4.  ◒꜡☻─ ⅎ≢♩▬꜠─ ⅜  ủủ ─ ◒꜡☻≢ ⅜№∫√≤─↓≤

≢ủủ⅛╠ ↕╣√ ≢ ─ ⅎ⅜ ╦╣√⁹∕─ ⅎ√ ≤ ∆╢♩▬꜠─

─ ⱨ▫ꜟⱶ⅜ ⅜╣√⁹ ╩ ⇔√ ⌐ ⇔√≤↓╤ ─ⱷכ◌כ≢№╢

ỏỏ⅜⁸ ≤ ⌐ ⌐ √≤↓╤⁸ ╠⅛─ ≢ ─ ⱨ▫ꜟⱶ⅜ ⅜╣√≤ ⅎ

╠╣╢⅜ ╦╣√ ⅜ ⅛╠⌂™─≢ │╦⅛╠⌂™≤ ≢ ╩ ↑√⁹ ◒꜡☻─

ⅎ⅜ ≤ ℮─≢⁸ ◒꜡☻─ⱷכ◌כ⌐ ⅎ√≤↓╤⁸ ≢№╢≤│ ≢⅝⌂™

≤ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ⅎ╩ ∫√ ≢│⁸ ⌐ỏỏ─ ─ ⱨ▫ꜟⱶ⅜

⅜╣╢ ⅜ №∫√≤ ≢│ ╦╣√⁹ ≢ủủ⅛╠ ╩ ≢╙╠℮ ≢№

╢⁹ ─ ╩ ⌐ ☿fi♃כ⌐│ ⇔ ↕╣√ ⌂≥╙∕╣∙╣ ∆╢

≤ ⅎ≡™╢⅜⁸ ⌐≈™≡│╦⅛╠⌂™─≢ ☿fi♃כ⅛╠ ☿

fi♃כ╩ ↕╣√⁹ ⌐≈™≡ ⅎ≡╙╠ⅎ╢─⅛⁹< > 

⇒個々の製品とその与える影響についてはそれぞれのメーカーからの回答をご確認してくださ

い。使用されている成分については、基本的な化学的性質について調べてお伝えすることはで

きます。既に消費生活センターにもご相談されているので、それぞれのメーカーの見解を確認

しながら対応を進められてはいかがでしょうか。 

5.  ⇔√ ⱦכ☼─◦fi♫כ ⅜ ™  ─Ɽכꜝ◌ꜟכⱦכ☼╩ ⇔√⅜⁸◦

fi♫כ ⅜ ↄ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ ⌐ ⇔ √≤↓╤ ™─ ∂ ⌐ ⅜№╢─≢

∆╢≤ ╦╣√⁹↓─╟℮⌂ ⅜№╢─⌐ ⅝ ∆╢↓≤⅜⅔⅛⇔™≤ ℮⇔⁸ ∆

╢ ⌐╙ ⅜№╢─≢⁸ ☿fi♃כ⌐╙ ⅎ≡™╢⁹ ─ ™⌐≈™≡─ ⌐

⇔≡⁸ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒成型されたビーズの表面にパール感を持たせるためにパール塗料が塗装されることがありま

す。塗装後に塗膜を安定させるため塗料を乾かす工程があり、シンナーの臭いも抑えた上で製
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品として販売されているかと思います。臭いの感じ方は人により違いがあります。今回の製品

の臭いについては、販売店でどのように管理されているか、当センターでは分かりかねます。 

4)  柔軟剤－5件 

1.  ─ ─ ⌐≈™≡  ⇔√ ─ ╩ ∫√ ⅜ ↄ≡ ╩⇔≡™

╢⁹ ─ ╡─ ╖ ╛ ⌂≥≢ ⅜ ↑√ↄ≡╙∕─♬○▬╩ ←↓≤≢ ╠⅛─

⅜№╢≤ ∫≡™╢⁹ ≢ ⅜⌂™≤ ╦╣≡™╢─╙ ∫≡™╢⅜⁸ ↑╢↓≤⅜≢⅝

⌂™─≢⁸╙∫≤ ╩∆═⅝∞≤ ∫≡™╢⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢

═√⁹< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にはありません。お伺いした内容は

月次報告「アクティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また

関係する業界へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。 

2.  ─ ╛ ≢─ ─♬○▬⌐≈™≡  ─ ╛ ≢ ─♬○

▬╩ ∂╢≤⁸ ⅜ ↄ⌂╢⁹♬○▬╩ ∂⌂™≤⅝│ ⅜ ↄ⌂™√╘ ⌐│ ∫≡™

⌂™⁹ ─ ╡ ⌐≈™≡⁸ ∆╢╟℮⌐ ⌐ ⅝⅛↑≡╒⇔™⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

3.  ╛ ─♬○▬≢  ─ ≤ ─ ─ ⅜⁸ ╛ ─

♬○▬≢ ⅜ ↄ⌂╢√╘ ⌐ ↄ↓≤⅜≢⅝∏⌐ ∫≡™╢⁹ ⌐╙ │ ⅎ⁸

⅜ ⇔≡™╢ ╡┼─ ⌐ ∆╢ ⱳ☻♃כ╩ ⁸ ⇔√ ⌐│ ╩

⌐ ℮⌂≥─ │↕╣≡™╢⁹√∞⁸ ─ ╩ ∫≡╙⁸ ╡⅜ ↄ⌂™╦↑≢│⌂™

─≢⁸╙∫≤ ⇔ↄⱷכ◌כ╩ ∆╢╟℮ ☿fi♃כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸

☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にはありません。いただいたご意見

はアクティビティノート、および年度報告書等で公開し、誰もが見られるようにするとともに、

関連する団体、機関との情報の共有を図ってまいります。 

4.  ─♬○▬⌐≈™≡  ─♬○▬⌐≈™≡ ─ ⌐⌂╢⅜ ∫≡™╢ ⅜™╢

≤ ⅜∆←╣⌂ↄ⌂╢⁹ ⅜ ⌂─⅛ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢─⅛⁹ ☿fi

≢♩♇Ⱡכ♃fi▬│כ♃ ═√⁹< > 
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⇒体調がすぐれないなどの症状があるとのことですので、医療機関を受診されることをお勧めし

ます。柔軟剤の製品は特定できているとのことなので、受診する際には、製品の表示や使用さ

れている成分等を確認し、持参されてはいかがでしょう。使用成分については、メーカーのホ

ームページ上で、香料成分の詳細まで確認することができる場合がありますが、すべてのメー

カーが公表している訳ではありません。柔軟剤等に使われている香料の安全性は、日本香料工

業会のウェブページ「フレグランスの安全性」

(http://www.jffma - jp.org/fragrance/safety/index.html) によれば、国際香粧品香料協会

（IFRA)が国際的に自主基準をつくり、各国の香料工業会等を通じて自主規制されているとの

ことです。一方、ニオイに関する感受性は個人差が大きく、人によっては不快に感じ体調不良

を訴えることがあります。 

5.  ⅛╠∆╢ ╛ ─♬○▬⌐≈™≡  ⅛╠⁸ ה ─♬○▬⅜ ╣ ╪

≢ↄ╢⁹ │ ⌂♬○▬│ ⌐ ∂⁸ ⌐ ™ ╡⅜∆╢╙─⅜ ↄ ≢│⌂™⅛⁹

PL☿fi♃כ⅛╠ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ⅝⅛↑≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬

fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 

5)  抗菌剤・除菌剤－４件 

1.  ⅝ ─ ◌ⱦ ╩ ⌐ ┼ ─  ₃₃ ─ ⅝ ─ ◌ⱦ ╩

⇔√⁹∕─ ⁸ ─ ⅜ ∆╢≤ ─ ╡⌐ ⁸ ⅜ ↄ⌂╢⌂≥─ ⌐⌂∫√⁹

⌐│ ↑≈╡⅛⅛⁸╡№⅜כ◑ꜟ꜠▪ ≢ ↕╣≡™╢ ╩ ╪≢ │ ∟ ™√⁹

│ ╩ ⇔⁸ ╙ ╩⇔√√╘ │⌂™⁹ ─√╘⌐ ─ ⅜ ╦⌂⅛∫√─⅛

╩ ╢√╘⁸₃₃ ⌐ ™ ╦∑√⅜₈ │ ─√╘ ⅎ╠╣⌂™⁹▪꜠ꜟ◑כ╩ ∆

⅜╦⅛╢─≢№╣┌⁸∕─ ⅜ ╕╣≡™╢⅛│ ≢⅝╢₉≤─ ≢№∫√⁹ ⌐│

─╖─ ⅜↕╣≡™╢⁹≥─╟℮⌂ ⅜ ╕╣≡™╢⅛╦⅛╢⅛⁹ ☿

fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の成分などの詳細情報は持ち合わせておりません。置き型の風呂用

防カビ剤は雑品扱いとなり成分表示等の法規制はありません。また、消費者からの問い合わせ

に対する開示義務もありません。製品と症状の因果関係については、医療機関に相談されては

いかがでしょうか。 
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2.  ⅝ ─ ◌ⱦ ≢ ⌐ ™◦Ⱶ  ﬞ ⌐₃₃ ─ ⅝ ─ ◌ⱦ ╩

⇔⁸ ↄ ↕╣√ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ⌐ ╩ ™√ ⌐ ↄ◦Ⱶ⌐⌂∫≡™

╢↓≤⌐ ⅜ ™√⁹◌ⱦ ╡ ╛ ₁⌂ ╩ ⇔≡↓∆∫≡╖√⅜◦Ⱶ⅜ ╣⌂™⁹₃₃

─⅔ ⌐◦Ⱶ─ ≤⇔ ⌐≈™≡ ⌡√⅜₈∕℮™℮↓≤⌐│ ⅔ ⅎ≢⅝⌂™₉

≤ ╦╣⁸ ⌐ ™ ╩ ∫√⁹ ™ ⌐≢⅝√ ™◦Ⱶ│ √ ⅜╟ↄ⌂™─≢ ⌐

⇔√™⁹ ─ ☿fi♃כ⌐ ⇔√⅜⁸ │╦⅛╠∏⁸ ☿fi♃כ╩

↕╣√⁹ ─ │№╢⅛⁹╕√⁸≥℮∆╣┌◦Ⱶ⅜ ≤∑╢⅛⁹< >⅛⁹╕√⁸≥

℮∆╣┌◦Ⱶ⅜ ≤∑╢⅛⁹< > 

⇒当センターの過去事例を調べましたが同様の事例はありませんでした。製品の成分、窓枠の塗

装の種類もわからない状況ですので、お伝えできる情報はありません。既に様々な製品を試さ

れても変化がないことから、変質している可能性も考えられます。まずは、何が起きているか

を明らかにするために使用された製品に問題がないかを確認することが必要です。○○社に製

品調査と見解を求めることについて、消費生活センターに相談し、見解を出すよう依頼されて

はいかがでしょうか。 

3. ─♩♇♀כ꜡◒  ⅜ ≢ ─♩♇♀כ꜡◒  ≢ ╡ →≡ ⇔≡™√ ⌐

╟∫≡⁸∕─ ∞↑ ⅜ ↑⇔≡ ╩⇔√⁹ │ ⅜ ↕╣√ ≢⁸

⌐ ╩ ⅎ╢─⅛⁹ ≤⅛ ⌐╙≥∑⌂™─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿

fi♃כ⅛╠ ╩↕╣√⁹< > 

⇒除菌剤に使われている二酸化塩素は、漂白効果があり使用された条件により、衣類に対して色

が抜けるなどの影響が考えられます。製品のメーカー○○に使用条件などを含めて今回の変色

について、確認されてはいかがでしょうか。 

4.  ☻ⱪ꜠כ╩ ⌐♩כ◦⅝ ⇔√≤↓╤ ™ ⅜ √  ủủ ─ ☻

ⱪ꜠כ╩ ─ ⌐ ™≡ ⌐♩כ◦╢∆ ─♩כ◦⁹√™≡∫ ╩ ∫√≤↓╤ ™ ⅜

≡™╢⁹ⱷכ◌כủủ⌐ ™ ─ ╩ ™ ╦∑√≤↓╤ ⅜ ≤│ ⅎ╠╣⌂™≤™

╦╣√⁹ ⌐│ ╙ ∫≡™⌂™⁹ ⅜ ≢№╢↓≤╩ ╘⌂™⁹ ☿fi♃כ⅛╠

☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは○○製の除菌消臭洗浄スプレーの成分表示については、具体的な成分は書かれ

ていないため白い粉が何であるか特定できません。白い粉が何であるかの可能性について、除

菌消臭スプレーの○○の他にも、下敷きシートのメーカーにも問い合わせて、再度確認されて

はいかがでしょうか。 

6)  芳香剤・消臭剤－4件 
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1.  ⅝ ─♩▬꜠ ≢ ⅜ יִ  ⌐₃₃ ─ ⅝ ─♩▬꜠

╩ ™≡™√ ─ ⅜ ⇔≡™╢↓≤⌐ ≠™√⁹ ∂ ╩ ⇔⌂⅜╠

⇔≡™√⁹₃₃ ─⅔ ⌐ ─ ⌐≈™≡ ⇔ ╩ⱷכꜟ≢ ⇔√⅜⁸₈

─ ⌐≈™≡ │≢⅝⌂™⁹ ─ ⌐╙ ╛ ⌂≥─∆← ↄ≢ ⇔⌂™⁹

╕╣⌐ ⅜ ╡∆╢ ⅜№╢≤ ⇔≡™╢₉≤ ↕╣√⁹ ≢ ∫√ ⌐ ⇔

√≤↓╤⁸ủủ⅛╠─ ⌐│ ≢⅝⌂™≤⌂╡⁸▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═≡

☿fi♃כ⌐ ╩⇔√⁹< > 

⇒製品の使用上の注意に記載されている「すぐ近くで使用しない」との内容で壁紙の変色を防ぐ

ことができたのかどうかが判断の要点となります。製品を実際に使用された状況や、注意表示

の根拠とした検討内容はわからないので、壁紙の変色が製品の欠陥によるものかは当センター

では判断できかねます。今回、壁紙からどの程度離れた場所に置いて、変色が起きたのかを確

認されてはいかがでしょうか。同一の製品において、同様の変色が発生する事例がどの程度発

生しているかを確認することが必要です。お住まいの消費生活センターに今回の状況を相談さ

れてはいかがでしょうか。また、メーカー○○には、製品による変色が起きる可能性をどのよ

うな条件で検討し、製品表示の記載内容を決定したのか書面で見解を求めてはいかがでしょう

か。 

2.  ♃▬ⱪ─◘♬♃▬◙כ⌐╟╢♬○▬⌐≈™≡  ─ ⌐╙ ↕╣≡™╢ ⁸

≢▬○♬╢╟⌐כ◙▬♃♬◘─╘√─ ⅜ ↄ⌂╢⁹ ─ ╛ ─ ─ ⌂≥≢

↕╣≡™╢⁹♩▬꜠╩ ∆╢≤ ∏ ⅜ ⅝╢─≢ ™⌂™≤ ℮⁹∕╣∙╣─

⌐╙ ⇔ ╣√⅜ ╩ ╠╣√⁹╕√⁸ ☿fi♃כ⌐╙ ⇔ ╣╩⇔√⅜⁸ⱷכ◌

│⌐ủủכ ⅎ╢≤∞↑ ╦╣√⁹ủủ╩ ∆╢↓≤╩ ╘↕∑√™⁹ ☿fi

≢♩♇Ⱡכ♃fi▬│כ♃ ═√⁹< > 

⇒当センターは民間の機関であり、事業者を指導できる立場にはありません。ニオイに関する感

受性は個人差が大きく、人によってはニオイを感じる場合もあります。製品○○のニオイと体

調不良の関係を医療機関で確認されてはいかがでしょうか。お伺いした内容は、月次報告「ア

クティビティノート」や年度報告書に、情報源が特定されない形で公表し、また関係する業界、

行政へ伝える等、情報の共有化を図ってまいります。 

3.  ≢ ↕╣╢ ─ ⅜ ─ ⌐ ╣ ╪≢ↄ╢  ─ ─ ⅜ ≢↔╖

╩ ⇔≡™╢⁹ ╩ ℮ ⌐☻ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ╩ ⇔≡™╢√╘∞≤ ℮⅜⁸

─ ⅜ ─ ⌐ ╣ ╖ ╛ ═ ⌐ ⇔⁸ⱬ♃ⱬ♃⇔≡™╢≤ ∂ ∫≡™╢⁹

≢─↔╖╩ ∆╢↓≤│ ↕╣≡⅔╡⁸ ⅛╠ ⌐ ╙ ⇔≡™╢⅜ ─

⅜ √ │ ╩ ∫≡™⌂™√╘ ⅜≤╣∏⁸ ⅜≢⅝⌂™≤─↓≤≢ ⇔⌂™⁹≥
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℮⌐⅛⌂╠⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒私有地におけるごみの焼却を止めさせるには、やはり当事者に自治体から注意をしていただく

ことが必要です。ごみの焼却を行っている事実の記録を示しながら、具体的に相談をされては

いかがでしょうか。 

4.  ─ ⅛╠∆╢ ─♬○▬⌐≈™≡  ─ ⅛╠⁸ ה ⌂

≥─ ₁⌂♬○▬⅜ ╣ ╪≢ↄ╢⁹∕─♬○▬≢ ─ ⅜ ↄ ∂╢ ╛⁸ ⌂ ∂⅜ ™

≡™╢⁹ ⌐ ╩⇔≡⁸ ─ ⌐ ⅎ≡╙ ⇔⌂™⁹ ⌐ ╛ ⌐╙ ⇔√

⅜⁸ ⌐⌂╢ ⌂╠ ∆╢⇔⅛⌂™≤╙ ╦╣≡™╢⁹ │⁸ ₁⌂ ≢ ™ ╡⅜∆╢

╙─⅜ ↄ⌂╡⁸ ≢│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ⅛╠ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ⅝⅛↑≡╒

⇔™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見はアクティビティノート、および年度報告書等で公開し、誰もが見れるようにするととも

に、関連する団体、機関との情報の共有を図ってまいります。体調不良については、医療機関

にご相談なさることをお勧めします。 

7)  建材－4件 

1.  ─ ≢ ╩ יִ ⌐ ╩ ⁸⇔┌╠ↄ│ ╩∑∏⁸

╩ ┬⌂≥╩⇔≡™√⁹ ─ יִ ⅛╠ ╩ ⇔√⅜⁸ ╖ ╘≡ יִ ∫√↓╤

⅛╠ ⌐ ─ ™⅜ ↄ⌂╡⁸ ⁸╘╕™⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ─ ╩ ⇔√⅜

│╟ↄ⌂╠∏⁸ ⁸ ⇔≡™╢ ⅛╠│⁸ ≢│⌂™⅛≤ ╦╣≡™╢⁹

™⅜∆╢─│ ─ ∞↑≢№╢√╘⁸ │₃₃ ─ ─♩כ◦ ≢│⌂™⅛≤ ∫≡

™╢⁹₃₃ ⌐ ⇔√⅜⁸∕─╟℮⌂ │⌂™≤ ⌐⇔≡ↄ╣⌂⅛∫√⁹Ɫ►☻ⱷכ◌כ

│⁸ ⇔≡ ⇔≡ↄ╣√⅜⁸₈№╕╡ ™│⇔⌂™⁸ ™╩ ∆╢─⌂╠ ⌐⌂╢₉≤

╦╣ ⇔≡™╢⁹ ─ ⌐╙ ⇔≡⅔╡⁸₈₃₃ ⌐ ⌐≡ ╩⇔≡│≥℮⅛₉

≤▪♪Ᵽ▬☻╩ ↑≡™╢⁹↓─╟℮⌂ ⁸ ≢₃₃ ⌐ ╩ ╦∑╢↓≤⅜≢

⅝╢─⅛⁹< > 

⇒ＰＬ法は、製造物の欠陥(設計上、製造上、指示･警告上)によって生命、身体または財産に係

る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任について定めた民事上の法律です。こ

の法律に基づいてメーカーからの損害賠償を受けるには、消費者が、製造物に欠陥が存在して

いたこと、損害が発生したこと、損害が製造物の欠陥により生じたことの事実を明らかにする

ことが原則となります。化学物質過敏症の疑いがあるとの医師のお話ですが、仮に○○社の壁

材から臭い物質が放散されている場合、その物質と今回の症状との関係について医師の判断を
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確認する必要があります。〇〇社に文書で経緯を伝え、書面にて回答を入手した上で、医師に

現在の症状との関係について相談されてはいかがでしょうか。 

2. ╩ⱪכ♥  ◓fiꜞכ꜡Ɑ♇♩╩ⱨכ◌ꜟ▬♃™ ⌐ ⇔√≤↓╤  ủủ ─

╩ⱪכ♥ ◓fiꜞכ꜡Ɑ♇♩╩ⱨכ◌ꜟ▬♃⁸™ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ⅜ⱪכ♥ ⌐≈™≡

⇔√⁹ủủ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤ ⌐╟∫≡│ ⅝╢ ⅜№╢─≢ │≢⅝⌂™≤™

╦╣√⁹↓─╟℮⌂↓≤│№╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕

╣√⁹< > 

⇒フローリング床の表面と両面テープの組み合わせによっては、両面テープの糊剤の成分が床材

の表面を溶かして変色などを起こす場合があります。両面テープの取り扱い説明書の記載内容

や○○から今回の事例に対するメーカーの回答を入手した上で、製品の使用前に説明が十分さ

れていたかを消費生活センターにご相談されてはいかがでしょうか。 

3.  ◘♇◦╩ ⇔√ ⅜ ╪∞  ⅜ ⇔√ ≢⁸ ╡ ↑≡№∫√◘♇◦─ ⅜

╪≢ ⅜ ╣╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ⇔√ ⌐≡ ⇔√≤↓╤ ─ⱷכ◌כủủ─ ∞

⅜⁸ ╩ ∆╢ ⅜⌂™↓≤≢ ╪∞─≢⁸ ≢ ╩⇔≡ↄ╣╢↓≤⌐⌂∫√⁹◘

♇◦─ ⌐ ⌂ ⅜⌂™ ╩ ∆╢ủủ⌐ ⅜№╢≤ ℮⁹ ─ │⌂™⅛⁹ⱷ

─ủủכ◌כ ╡─ ⌐ ⅎ╢∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ╩∆╢√╘⌐≥℮⇔√╠╟™─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒製品に欠陥がある場合はメーカーの製造物としての責任を問うことが可能です。当センターで

は類似の相談はこれまでありません。尚、当センターは民間の機関でありメーカーを指導する

立場にありませんので、お住まいの市町村の消費生活センターに状況を伝えられてはいかがで

しょうか。 

4.  ≢ ⇔√ⱬꜝfi♄⅛╠ ⌂ ⅜ ╣ ╪≢™╢  ≢ √⌐ⱬꜝfi♄╩ ⇔

√⅜⁸∕─ ⅛╠ ─ ⌐ ⌂ ⅜ ╣ ╖ ↑≡™╢⁹ ⌐│ ⅎ⌂™─≢ ╡ ™

─ ⌐ ™√≤↓╤Ɑfi◐╛♬☻⌂╠┌ ⅛╠ ⅛ ≢ ₁⌐ ⌂ↄ⌂╢≤ ╦╣≡

™╢⅜⁸ ╙ ⌂ ∂⅜⇔≡ ╩ ≢ ∑⌂™⁹ ⌂ ∆╢ ╩ ∫≡™╢√╘⌂

─≢⁸↓℮™℮ │ ⌐╟∫≡ ⅎ⌂ↄ∆═⅝∞≤ ℮⁹ ☿fi♃כ⅛╠

☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは相談者からの要望を直接、行政へ働きかけることはしていません。いただいたご

意見は、誰もが見ることができるようアクティビティノートおよび年度報告書等で公開すると

ともに、関連する団体、機関と情報の共有を図ってまいります。 
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8)  化粧品－4件 

1.  ◦ꜗfiⱪכ≤◖fi♦▫◦ꜛ♫כ╩ ⇔≡  ₈ủủ─◦ꜗfiⱪכ≤◖fi♦▫◦ꜛ♫

╩כ ⇔√≤↓╤ ⌐ ⅜№╡ ╙⇔√⁹↓─ ⌐│ ⌂ ⅜ ↕╣≡™╢₉

≤─ ╩ ↑≡™╢⁹◦ꜗfiⱪכ╛◖fi♦▫◦ꜛ♫⁸│⌐כ∕╙∕╙ ⌐ ⌂ ⅜

↕╣╢↓≤⅜№╢─⅛⁹< > 

⇒製品に使用されている成分については、メーカーで安全性を確認した成分を使用していますが、

人によってアレルギーなどの症状を起こす場合があります。個々の製品に使われている成分等

の安全性については当センターでは分かりかねますので、ご懸念の点があればメーカーに確認

されてはいかがでしょうか。一般にシャンプーやコンディショナーなどの医薬部外品または化

粧品は薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の規制

を受けています。製品についての品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制が行われ

ていると同時に、製造、販売に際しては行政による承認や確認、許可が必要とされています。

皮膚の症状については、使用した製品を持参し医療機関に相談されることを勧めてはいかがで

しょうか。 

2.  Ⱬ▪○▬ꜟ ≢  ₈Ⱬ▪○▬ꜟ╩ ⇔√ ╠⅛כ♃▬ꜝ≢ ⇔≡ ⌐ ⅎ ∫√₉

≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⌐╟∫≡│∕─╟℮⌂↓≤│ ⅝╢─⅛⁹ ⅎ≡╒⇔™⁹<

> 

⇒製品が特定されていないのでお答えできません。まずは製品のメーカーに成分や使用上の注意、

特に火気の使用に関して確認されてはいかがでしょうか。 

3.  ╘◦ꜗfiⱪכ≢  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ╘◦ꜗfiⱪ₃₃כ╩

√╡≢ ↕╣╢ ╩⇔√⁹ ╩ ⌐ ⅜⅛┬╣⁸ ↑ ╙ ↄ⌂∫√⁹

⇔≡™⌂™ ─ ╩ ⁸≢⅝⌂↑╣┌ ─ ─ ⌐ ╩ ⇔√

™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⌐ ∆╢↓≤│ ╘╢≈╙╡≢№╢⅜⁸ ╩ ⇔√√

╘─♩ꜝⱩꜟ─√╘⁸ ☿fi♃כ≢ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒定期購入に関わる製品の返品、解約については契約上の問題であり、当センターでは対応しか

ねます。一般的にシャンプーなど身体に使用する製品は、品質に問題がなくても、使用する人

の体質や体調などによって皮膚等にトラブルが生じることがあり、そのような場合、製品の使

用による皮膚へのトラブルであっても製造物責任を問えない場合があります。インターネット

販売の定期購入については、改正特定商取引法により、令和４年６月１日から、取引における

基本的な事項について最終確認画面で明確に表示することが必要となりました。解約・返品に

関する条件が、消費者にわかりやすく伝えられていたかどうかを確認の上、消費生活センター
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から、メーカーに今回のケースは、どのように消費者への対応を進めるのか回答を求めてはい

かがでしょうか。 

4. ─♩ⱷfi♩כꜞ♩  ⌐≈™≡  ⅛╠ ╩♩ⱷfi♩כꜞ♩ ⇔√≤↓╤ ⅜

≥╢⌂⌐♩כ꜠♩☻ ⅛╣≡™√⅜∕─ ╡⌐⌂╠⌂™─≢⁸ ─ ╩ ⇔√™≤ ╦╣

≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ⅜≢⅝╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは成分の分析などは行っていません。製品の品質については、消費者からメーカ

ーへ指摘を直接確認されるよう伝えてはいかがでしょうか。消費者が、製品に使用されている

個々の配合成分について、情報を知りたい場合は当センターをご紹介ください。 

9)  家具－4件 

1.  ⇔™♁ⱨ□╩ ™ ╘√╠  ◌ ⌐ ⇔√♁ⱨ□≢ ⅜ ⌐⌂∫

≡™╢⁹ │ ™≢ ⅜∆←╣⌂™ ∞⅜⁸ │ ™≢ ╙∆←╣⌂™℮ⅎ⌐♁

ⱨ□─ ⅛↑⌐ ╣√ ⌂≥⌐⅛╝╖╛ ⅜≢≡™╢⁹ ⌐ ╙⇔≡ ╩⇔≡™╢⁹

≤ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸↓╣╕≢ ─ │⌂™≤ ╦╣≡™╢⁹♁ⱨ□⌐

≈™≡│ ⌐ ─ ╩ ∫√⁹↓─╟℮⌂♁ⱨ□╩ ∆╢↓≤⅜™↑⌂™⁹↓─ ╩

☿fi♃כ⌐ ⇔ ╣√≤↓╤⁸₈ ─ ╩∆╢↓≤⅜ ⌂ ≢∆₉≤™╦

╣√⁹ ─ ⇔™ ⌂ │╦⅛╠⌂™≤™╦╣⁸ ☿fi♃כ╩

↕╣√⁹< > 

⇒ソファに使用されている材料や塗料には、有機溶剤や樹脂などの成分があり、人によっては成

分由来による臭いや皮膚に触れることで症状が出る場合があります。一般的に家具の臭いは時

間の経過と共に徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの期間は、温度・湿度・換

気などの環境や個人の感じ方によって異なります。触れた部分の皮膚症状については、既に医

療機関に受診されているようですので、皮膚症状の原因についても相談されてはいかがでしょ

うか。 

2.  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√ⱬ♇♪⅜ ℮  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ⱬ♇♪╩ ⇔√⅜⁸

⌐⇔╖╢ ∂⅜∆╢╒≥ ™⅜ ™⁹ ⌐ ⇔√⅜⁸ ≢│⌂™─≢ │ ↑

↑╠╣⌂™≤ ╦╣√⁹ ⅛╠│⁸ ™ ╩ ∆╢ ☻ⱪ꜠כ⅜ ╠╣≡⅝√⅜⁸

⇔≡╙ ™│ ╦╠⌂™⁹ ™╩ ∆╢ │⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi

≢♩♇Ⱡכ♃ ∫√⁹< > 

⇒新しい家具は、使われている合板・接着剤・塗料などに由来する臭いがすることがあります。

家具などの臭いは、時間の経過と共に徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの期
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間は、温度・湿度・換気などの設置されている環境や、使用されている材料、さらに個人の臭

いの感じ方などにより異なります。家具の臭いについての法規制はありませんので、購入した

家具の返品に対応するかは、販売業者の判断となります。 

3.  ⅛╠ ↕╣╢ ™─ ⌐≈™≡  ⅛ ⌐ⱱכⱶ☿fi♃כ≢ ╖ ≡╢♃▬ⱪ─

╩ ⇔√⁹ ™√╙─│◦fi♫כ─╟℮⌂ ™⅜ ↄ⁸ ←⌐ ∑∏ ◌ ╩╖≡

™√⁹⅛⌂╡ ™⅜ ⇔√√╘⁸ ╖ ≡≡ ⇔√⅜ ╛ ⅜ ╢╟℮⌐⌂∫√⁹ⱱכⱶ

☿fi♃כ─ ⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ⌐ ∂≡╙╠℮↓≤⅜≢⅝√⅜⁸ ─ ™─ │≥

℮⌂∫≡™╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒新しい家具は、使われている合板・接着剤・塗料などに由来する臭いがすることがあります。

家具の臭いについての法規制はありません。一般的に家具などの臭いは、時間の経過と共に

徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの期間は、温度・湿度・換気などの設置

されている環境や、使用されている材料、さらに個人の臭いの感じ方などにより異なります。 

4.  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√ ⅜ ℮  ﬞ ⌐▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√

─ ─ ™⅜ ™⁹ ⌐ ╩ ⇔ √⅜⁸ ™⅜∆╢↓≤│ ≢│⌂™√╘

│≢⅝⌂™≤ ╦╣⁸ │ ™⅜ ⅜╠⌂™╟℮⌐ ⇔≡™╢⁹ ™⅜∆╢↓≤⅜ ≢│

╩⇔≡╙╟™─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒新しい家具は、使われている合板・接着剤・塗料などに由来する臭いがすることがあります。

家具の臭いについての法規制はありませんので、購入した家具の返品に対応するかは、販売業

者の判断となります。一般的に家具などの臭いは、時間の経過と共に徐々に軽減していきます

が、気にならなくなるまでの期間は、温度・湿度・換気などの設置されている環境や、使用さ

れている材料、更に臭いの感じ方などにより異なります。 

10)  入浴剤－2件 

1.  ◄♇☿fi◦ꜗꜟ○▬ꜟ╩ ╣≡ ⇔ ♩ꜝⱩꜟ  ⁸ ⅜ ⌐ ╣≡ ∆╢

↓≤╙≢⅝╢₃₃─◄♇☿fi◦ꜗꜟ○▬ꜟ╩ ™ ⇔√⁹ ⌐│⁸ ─ ™ │ ⅛╠≤

№∫√─≢⁸ ╩ ⌐⇔√⅜ ⅛╠ ─ ⌐ ╖≤ ⅜ ⅝√⁹ ╩

⇔ ╩⇔≡™╢⅜⁸ ─ ⌐╕∞ ∏╖⅜ ╡ │⇔≡™⌂™⁹₃₃⌐ ⇔ √≤↓╤⁸

≤ ╩ ℮≤─↓≤≢№∫√⅜⁸↓─╟℮⌂ ⌐ⱷכ◌כ─ │↓─ ≢

≤ ⅎ╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは、メーカーの対応内容の妥当性についてコメントはできかねます。一般的に身



☿fi♃כ                         ─  

ⱶכ꜠◒₈                           ה ה ₉ 

 

- 37 - 

 

体に使用される製品に含まれる成分について全ての方に影響がないとは言えず、人によってア

レルギーなどの症状を起こす場合があります。今回の製品および含まれる成分の使用方法を含

めた安全性については、メーカーにおいて確認をしており、その上での今回の対応と思われま

す。まだ、皮膚の黒ずみの治療が継続しているので完治に向けての見解を医療機関に確認し、

その内容をメーカーに伝えて今回の対応の根拠について説明を受けられてはいかがでしょう

か。 

2.  ╩ ⇔≡  ₈₃₃ ─ ╩ ⇔≡ ⅜≢√√╘⁸ ╩⇔≡ ╩

╙╠™ ╩ủủ⌐ ⇔√⁹ủủ⅛╠ ⅎ⌂™≤ ╠╣√⁹ ⌐│⁸ ≤─

─ │⌂ↄ⁸ ─ ─╖─ ≢№╢₉≤─ ╩ ⅛╠ ↑≡™╢⁹ⱷכ◌כ

│⁸ ≤⇔≡ ⅛╠─ ─ ⌐ ⇔≡ ∆╢╙─⌂─⅛⁹< > 

⇒一般的に入浴剤など身体に使用する製品は、品質に問題がなくても、使用する人の体質や体

調などによって皮膚にトラブルが生じることがあります。製品に「使用中または使用後、皮

フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師に相談する」

等が記載されている場合には、製品の使用による皮膚トラブルであってもメーカーに対して

製造物責任を問えない場合があります。消費者への対応については、個別企業の対応方針に

より異なります。 

11)  プラスチック製品－2件 

1.  ꜝ◓≢ⱨ꜡כꜞfi◓─ ⅜  ⌐ ⇔√₃₃ ─ ─ꜝ◓╩ⱨ꜡

─◓fiꜞכ ⌐ ™≡ ⇔√⁹ ⁸ⱴfi◦ꜛfi╩ ╢√╘⁸ ╡ ™√≤↓╤⁸ ⅜ ⇔

≡™√⁹ⱴfi◦ꜛfi│ ⌐ ≢ ⇔⁸∕─ ⌐ⱨ꜡כꜞfi◓ ⌐│ ⌐╟╢●ꜝ

╩◓fi▫♥כ◖☻ ⇔≡™╢⁹ ─ ⌐ ⇔≡ ≢ꜝ◓─ⱷכ◌כ⌐

≢⅝╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒ＰＬ法は、製造物の欠陥(設計上、製造上、指示･警告上)によって生命、身体または財産に係

る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任について定めた民事上の法律です。こ

の法律に基づいて損害賠償を受けるには、被害者が、製造物に欠陥が存在していたこと、損害

が発生したこと、損害が製造物の欠陥により生じたことの事実を明らかにすることが原則とな

ります。また、ＰＬ法に基づく損害賠償請求権は、製造業者等が製造物を引き渡した時から１

０年を経過すると時効により消滅します。本件は時効によって賠償責任が消滅している可能性

もあります。まずは、現場と実際の使用状況を○○社に確認し、メーカーの見解を確認されて

はいかがでしょうか。 
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2.  ◘►♫ ⱴ♇♩⅜ ⌐ →≡™√  ₈▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ─◘►♫☿♇♩

≤ⱴ♇♩ ╩ ⁹ ─╙─╩◌Ᵽfi⌐ ╣≡ ∟ ™≡™√≤↓╤⁸ⱴ♇♩⅜ →⁸

╛ ⌐ ╣≡™√ ⌐╙ ⇔≡™√⁹ⱴ♇♩─ │ ≤№╢⁹↓─ │

∆╢╙─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ≤│ ⅛⁹╕√⁸ ∆╢╙─⌂─⅛⁹<

> 

⇒ＸＰＥとは、発泡ポリエチレンの一種です。柔軟性、断熱性、耐薬品性などに優れた発泡マッ

ト材で工業品、建築、日用雑貨など幅広い分野で使用されている素材です。持ち歩くなど通常

の取扱いでは自然発火することはありません。既に確認された他の機関からの「製品が発火す

ることは考えられない」との回答と同じく自然発火したとは考え難いと思われます。該当品の

マットをメーカーに確認するなど調査を求められてはいかがでしょうか。 

12)   塗料－2件 

1.  ∫ ⇔√ ─ ─ ™≢  ◌ ⌐ ⇔√ ─ ⌐ ╢≤⁸

╛ ⅜ ╣╢ ⅜№╢⁹ ╣╢≤ │ ∆╢√╘◦♇◒Ɫ►☻ ╩ ∫≡™╢⁹

⌐ ⇔ √≤↓╤⁸ ◌ ⌐ ╩ ⇔⁸∕─ ⌐ ─ ╩ ⇔√

≤─↓≤≢№╢⁹ ⇔≡™╢ │ ἚἚἚἚ≢№╢≤─↓≤⁹ ╩ ⇔√⅜ ⌐

─כ◑ꜟ꜠▪╢╟ ⅜№╢≤─ ≢№∫√⁹ ─ ╙ ╙ ™╩ ∂⌂™≤™℮

⅜ │ ≢╙ ∂≡™╢⁹ ⌂≥⌐ ↕╣╢ ⅛╠─ ─ │≥─ↄ╠™─

∆╢╙─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒Ｆ☆☆☆☆とはシックハウス症候群の原因となる可能性があるホルムアルデヒドの放散量が

塗料の場合１Ｌ当たり０．１２ｍｇ以下であることを示したものです。一般的に塗装後の臭い

などについては時間の経過と共に徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの期間は、

温度・湿度・換気などの環境や個人の感じ方によって異なります。既に、病院を受診されてい

るようですが、体調不良を繰り返すようであれば再度通院され、体調不良の原因が化学物質で

ある可能性を確認されてはいかがでしょうか。 

2.  ─ ≢  ↄ≢ ╦╣≡™√ ─ ─ ⌐ ∫√≤↓╤⁸

™≢ ⅜ ↄ⌂∫√⁹ ⁸ ╩ ⇔√ ⌐ ⇔ ≡⁸ ⇔√ ╩ ⇔≡╙╠

∫≡™╢⁹ │ ⌐ ≤ ↕╣≡⅔╡⁸ ⁸ ⁸ ─ ⇔╖⁸∞╢

↕⌂≥ ⌐ ⅜ ≡⁸ ∆╢↓≤╙≢⅝⌂™⁹⅛⅛╡≈↑ ⌐│ ≢ ╩ ⅎ√≤↓

╤₈ ╩ ╘╢⇔⅛⌂™⁹ ∆╣┌╟ↄ⌂╢∞╤℮₉≤ ╦╣≡™╢⁹ ⅛ ⌐ ⅜╟

ↄ⌂╢√╘⌐∆╢↓≤│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹

> 
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⇒当センターは医療機関ではありませんので、体調不良に対してアドバイスはできません。医師

のアドバイスに従い、お体の状態が変わらないようであれば再度、医療機関にご相談されては

いかがでしょうか。 

13)  繊維製品－2件 

1.  ⅛╠ ™ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ≤ ↕╣⁸ ™⌐│ ⌐

≢№╢⁹₃₃─○fiꜝ▬fi◦ꜛ♇ⱪ≢ ⇔√ⱳꜞ◄☻♥ꜟ ─►▬fi♪Ⱪ꜠כ◌כ⅛╠ ™

™╩ ∂√√╘⁸₃₃─⅔ ⌐ ╩⇔√⅜ ⅜╠∏⁸ ↄ─ ⌐ ⇔≡ ⌐

⇔≡™╢⁹⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌐ ™ ⅜ ∫≡™╢─╩ ∂╢⁹ ─ ⌐╙ ™⅜ ╡⁸

⇔≡╙ ™⅜ ⅎ∏ ∫≡™╢⁹ ⁸ ⅜ ↕╣≡™╢ ≢№∫√⅜⁸ ™

│ ⅛╦⅛╢⅛⁹╕√⁸ ⌐≈™√ ™╩ ╢ │⌂™⅛⁹< > 

⇒お伺いした内容では、臭いの原因を当センターでは特定することはできません。製品の表面加

工については様々な方法があるため、メーカー〇〇に製品の臭いの原因について見解を求めら

れてはいかがでしょうか。室内の臭いについては、換気をされること、臭いが移った衣類は洗

濯や外気にさらすことを繰り返すことで徐々に消えていくと思われます。 

2.  ⱨꜞⱴ▪ⱪꜞ─◘▬♩≢ ╠⅛כ♫כ꜠♩√⇔  ⱨꜞⱴ▪ⱪꜞ─◘▬♩≢ ⇔√

╠⅛כ♫כ꜠♩─ ≤ ╦╣╢ ⌂ ™⅜∆╢⁹ ♃◓ ⅝─ ≢│№╢⅜⁸

↕╣≡™√ │╦⅛╠⌂™⁹ ⌐ ⅎ√≤↓╤₈ ∆╢ ⌐│ ™│⌂⅛∫√─≢⁸

≢ ™⅜ ™√─≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑√⅜ ™⅛⌂™⁹ ™─ ╩

│⇔≡╙╠ⅎ╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒当センターでは臭いの原因に関した分析などは実施していません。分析が必要であれば、独立

行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のウェブサイトに「原因究明機関ネットワーク総

覧」（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html ）として、全国の分析機関

のリストが掲載されていますので、こちらを参考にされてはいかがでしょうか。ただし、臭い

の成分について自己負担で調査分析をすることになります。臭いの感じ方は個人で異なるので、

依頼しても成分を特定することは、極めて困難だと思われます。 

14)  漂白剤－1件 

1.  ╩ ⇔≡ ╖  ─ ╩ ─ ─◌ⱦ ╡⌐ ⇔

√≤↓╤⁸ ™ ™⅜⇔≡ꜞⱦfi◓⌐™√ ⅜ ╪∞⁹ ─ ⌂≥≤│ −≡™⌂™⁹

≢ ⁸ ╩ ╣≡ ─ ∟≢№╢⁹ ⁸ │≥℮⌂╢─⅛⁹ ∆╢↓≤│№╢
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─⅛⁹< > 

⇒塩素系漂白剤は塩素臭がします。台所用漂白剤を浴室のカビ取り用に使用するのは用途外の使

用です。既に病院にて受診待ちとのことですので、状況を説明し医師にお問い合わせください。

なお、製品はその用途に合わせて、希釈して使用するなど使用方法や使用目的が人体に影響が

ないよう注意表示も含めて設計され、品質や安全性を保証しています。今後はカビ取りの用途

にあった製品をお選びください。 

15)  防虫剤－1件 

1.  ☻ⱪ꜠כ ─ ↑ ≢♪▪ⱡⱩ⅜  ₈ủủ ─⅛╠∞ ☻ⱪ꜠כ ↑ ╩ ⇔

√≤↓╤⁸ỏỏ ─ ♪▪ⱡⱩ⌐⅛⅛╡ ⇔√⁹₃₃⌐ ⇔√≤↓╤∕─╟℮⌂↓≤│

⅝⌂™≤™╦╣√─≢⁸ỏỏ⌐ ⇔√≤↓╤◄♃ⱡכꜟ ⌐╟∫≡ ⌂≥⅜ ∆╢↓≤

⅜№╢≤ ╦╣√⁹∕↓≢⁸ ↑ ─ ╩ ∆╢≤◄♃ⱡכꜟ⅜ ↕╣≡™╢─≢⁸

♪▪ⱡⱩ⅜ ⇔√ ≢│⌂™⅛≤ ủủ⌐ ∆╢≤ ╩ ↓∆ ≢│⌂ↄ⁸ ╙⌂

™≤ ╦╣≡™╢⁹≥℮⇔≡♪▪ⱡⱩ⅜ ⇔√─⅛₉↓─╟℮⌂ ╩ ⅛╠ ↑≡™╢⁹

☿fi♃כ≢│ ─ │№╢⅛⁹< >    

⇒当センターの記録には、類似の虫除け剤によるドアノブの変色の事例はありません。ドアノブ

が変色していることは事実ですので、まず○○に使用された製品の中味を調査するように伝え

られてはいかがでしょうか。また、ドアノブの変色について起きないと判断する根拠について

○○に示すようにされてはいかがでしょうか。一方、△△に対しても、エタノールの使用につ

いては注意喚起をされているようですが、一般消費者が玄関にて虫除け剤を使用することに対

して、ドアノブの変色の可能性についての見解を確認されてはいかがでしょうか。   

16)  その他－1件 

1.  ─ ⌐╟╢ ≢  ⅛╠ ─ ⅜ ≢ ─ ╩

↑⁸ ה ה╡ ⅝ ⌂≥─ ⅜ ∂≡⅔╡⁸ ⌐ ≡╙╠∫≡™╢⁹

⌐╟╢ ╩ ⌐ ⅎ√⅜⁸ ─ ╙ ↕╣≡™╢⁹ ⌐ ⇔√⅜⁸ ⅜

√ │ ≢⅝⌂⅛∫√⁹⅔∕╠ↄ ╩ ™≡™√√╘∞≤ ℮⁹ ⁸ ⌐╟∫≡╙

╛↑╛ ─ ⅜ ↄ⌂╢╒≥ ⅜∆←╣⌂™⁹ ─ ⌐ ╩⇔√⅜⁸ ∫

⇔╩ ╘╠╣≡™╢⁹ ⅛ ™ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢

∫√⁹< > 

⇒お伺いした話から、体調に関する対策及び、近隣とのトラブルについては、当センターは適

切にアドバイスできる立場ではありません。 
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（２） ｢一般相談等｣ 

1)  その他生活用品 

◆ ♫▬꜡fi ╩│∫ ∆╢  ♫▬꜡fi ─╙─╩│∫ ∆╢↓≤╩ ⅎ≡™╢⁹◦

fiכ◖ꜞ ─╙─ ╣┌ ™≤ ╩fiכ◖ꜞ◦⁸⅜√∫ ⅛∆◦fi♫כ╩ ═≡™╢⅜╦⅛╠⌂™

─≢ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒ご自身ではっ水処理をするには、市販のはっ水処理剤をお使いになることをお勧めします。スプ

レータイプの製品が多くありますが、使用方法を確認いただき、屋外で使用するなど注意事項を

守って使用してください。 

◆ ▪ꜟⱵ ⅜ ↄ ⇔√ ─  ₈▪ꜟⱵ─ ≢⅔ ╩ ⅛∕℮≤⇔≡◖fi꜡⌐⅛↑√╕

╕ ⇔≡⇔╕™⁸ ─ ⅜ ↄ ⇔≡⇔╕∫√⁹ ⌐ ⅜⌂↑╣┌ ™√™⅜ ∫≡

╙ ⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⅜≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒アルミ鍋が黒くなる原因は、アルミと水などと反応し、主成分である水酸化アルミニウムなどが

生成し、鍋の表面に付着することが原因で黒く変色する場合があります。水酸化アルミニウムは、

人体に影響はなく、変色した鍋を使用しても安全性に問題ありません。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ─ ≢ ╩ ℮─∞⅜⁸ │ ⌂─≢

⌐│ ⅛ ╩ ∆╢ ⌐│⁸ ⌐ ℮ ╩ ≢ ⇔≡™╢⁹ủủ─ ≢ ⌐│⁸

≤ ≤ ™≡№╢⁹∕╣ ⌐ ⅛ ╦╣≡™╢⅛ ⇔√™⁹ⱷכ◌כ─ủủ⅛╠│⁸ │

⇔≡™╢≤ ╦╣≡™╢⁹ ☿fi♃כ⌐ ™ ╦∑≡╙∕╣ │ ⅛╠⌂™≤ ╦╣

≡⁸ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒除草剤に使用されている成分については、製品に表示されている成分以外の内容物は当センター

ではわかりません。酢の成分である酢酸には植物を枯らす効果があることは良く知られていて、

除草剤として使われている成分です。 

◆ ⌐╟╢ ─ ╩ ╘╠╣≡™╢  ⅛╠ ⌐╟╢ ─ ╩

╘╠╣≡™╢⁹ ─ ╩⇔⁸ ⅜≢⅝╢≤─↓≤⌂─∞⅜≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒一般に光触媒は酸化チタンが使われており、紫外線により発生する活性酸素が化学物質を分解す

ることで消臭効果を持つことが知られています。設置される部屋の大きさ、部屋の環境、消臭さ

れる成分などによって、人の感じる消臭効果も異なります。部屋の消臭などには換気などを積極

的に行うことが有効です。特定の製品の消臭効果については、使用される場所や条件などを提示

して、メーカーに確認されてはいかがでしょうか。 



☿fi♃כ            ─  

                                    ₈ ₉ 

 

- 42 - 

 

◆ ─ ⌐ ™ ⅜№╢⅜ ⅛╦⅛╢⅛  ─ ─ ⌐ ╩ ™≡™╢⅜⁸

∕─ ⌐ ™ ⅜№╢⁹ ™⌂ↄ ⅛⅜ ™√─∞⅜⁸↓╣⅜ ⅛ ═╢↓≤│≢⅝⌂™⅛⁹

⌐ │⌂™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒当センターでは分析などは実施していません。集合住宅を管理されている関係部門にご相談され

てはいかがでしょか。また、分析が必要であれば、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴ

Ｅ）のウェブサイトに「原因究明機関ネットワーク総覧」として、全国の分析機関のリストが掲

載されています。 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html ） 

こちらを参考にされてはいかがでしょうか。 

◆ ™⅜∆╢ ⱦ ─꜠▬fi◖כ♩─ ⌐≈™≡  ⁸ ⱦ ─꜠fi▬fi◖כ♩╩▬fi♃

≢Ⱡ♇♩◦ꜛ♇ⱪכ ⇔√⁹ │ ⌐ ╡ ⌐ ⇔≡™╢⅜⁸ ∞⌐ ⌂ⱦ♬כ

ꜟ ⅜∆╢⁹ ™⌂ ™≢⌂ↄ ╙ │⌂™⅜⁸↓─╕╕ ⇔≡™≡╙ ⌂™⅛ ⌐⌂

∫√⁹ ⅎ┌⁸꜠▬fi◖כ♩─ ╩ ╘√≤⇔≡ │≥℮⌂─⅛⁹ │ ≢ ⇔√

▬fi♃כⱠ♇♩◦ꜛ♇ⱪ│ ⌐⌂ↄ⁸ⱷכ◌כ⌐ ∆╢↓≤│≢⅝⌂™⁹< > 

⇒ポリ塩化ビニル製品は独特の臭いがすることがあり、人によっては不快に感じる方もいます。当

センターにも臭いにより体調不良を訴える相談が寄せられたことがありますが、お問い合わせの

レインコート着用に関する安全性については、メーカーが責任を負うべき事柄です。現在は、メ

ーカーへの問い合わせが不能とのことですので、ご自身の体調に異常を感じられた場合は製品の

使用を中止されることをおすすめします。 

◆ ⱬ♇♪ⱴ♇♩꜠☻─ ⌐≈™≡  ▬fi♃כⱠ♇♩ ─ ≢ⱬ♇♪ⱴ♇♩꜠☻⅜ ∆╢

≤ ⌂ ⅜ ⇔⁸∕─ ╩ ∆╢≤ ⌐ ╩ ╓∆≤№∫√⁹ №⅜כ◑ꜟ꜠▪₁

╡⁸ ⅜ ↄ⌂╢↓≤⅜ ≢↓─╕╕ ╩ ↑╢⅛ ╪≢™╢⁹ⱬ♇♪ⱴ♇♩꜠☻⅜ ⇔

⌂ ⅜ ∆╢↓≤⌐≈™≡ ⇔ↄ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ

♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒ベッドのマットレスなどに使用されている発泡体は柔軟で感触がよく、マットレスの他にも自動

車の座席シート、椅子、台所用スポンジタワシなど幅広く使用されています。一般的に使用環境

によっては時間経過とともに劣化し、柔軟性が失われ細かな粉が出てくることが考えられます。

個々の製品については当センターでは分かりかねますのでメーカーに確認されてはいかがでし

ょうか。また、アレルギーがあるとのことですので、様子をみて異常を感じるようであれば使用

を中止されてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ⌐◦ꜞ◌◕ꜟ╩ ⇔≡™╢⅜ │ ⅛  ─ ⌐ ◦ꜞ◌◕
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ꜟ─ ╡╩ ⌐ ╣≡ ⇔≡™╢⁹ │ ─ │⌂™─≢⁸ ⅜ ⌐ ╣≡╙

⌂─⅛ ⇔√™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒シリカゲルは周囲の水分を内部に取り込む働きがあります。食器には影響を与えることはありま

せんので、食器に触れても心配される必要はありません。 

◆ ⌐≈™≡  ₈ ⅜ủủ─ ╩ ╪≢●fi⅜ ∆╢≤─ ⌐ ⇔≡⁸∕─ ⁸ủ

ủ─ ╩ ⇔≡ ╖ ↑≡™╢⅜●fi⅜ ↄ⌂╠⌂™⁹ ≤│ ⅛₉≤─ ╩ ↑≡

™╢⁹ủủ≤™℮ ⌐≈™≡ ⅎ≡╒⇔™⁹< > 

⇒○○の重曹水についてウェブサイトを確認すると、成分は、水９２％、炭酸水素ナトリウム５％、

起泡剤３％と記載されています。成分表記から弱いアルカリ性を示す炭酸水素ナトリウムの水溶

液となります。製品の効果については当センターでは判断することはできませんが、医薬品とし

ての効能効果については薬機法に基づく必要があります。お話の状況から、メーカーに対して治

癒の根拠などについて確認する必要があると考えられます。 

◆ ⱱ꞉▬♩Ⱳכ♪ ⱴכ◌כ⌐≈™≡ ⱱ꞉▬♩Ⱳכ♪⌐ ⱴ☺♇◒≢ ™√╠ ∑⌂™⅜⁸

ⱴ☺♇◒─ ⅛╠ⱱ꞉▬♩Ⱳכ♪ⱴכ◌כ≢ ⅝∆╢≤ │ ∑╢⁹↓─ │⌂− ⅝

╢⅛ ⅎ≡╒⇔™⁹< > 

⇒ホワイトボードマーカーには剥離剤が含まれています。油性ペンで書いた直後であれば剥離剤の

働きで消すことができます。油性ペンで書いてから時間が経過するとホワイトボードに油性成分

が染み込むため落としにくくなります。 

◆ Ɑ♇♩ ☺▼ꜟⱴ♇♩─ ⅜ ╣√  ⁸Ɑ♇♩ ☺▼ꜟⱴ♇♩╩ ⅜ ™√↓

≤≢ ⅜ ╣√⁹ ⌐ ╣√ ╩ ™≡ ╡ ™√⅜⁸ ⌐≈™√─≢ ⌐⌂∫√⁹

─ ⌐≈™≡ⱷכ◌כ⌐ ⇔√≤↓╤ │⁸ⱳꜞ►꜠♃fi⁸ ⁸ ⁸ ≢ ™

∑┌ ⌂™≤™╦╣⁸ ⅛ ⅜№╣┌ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ╦╣√⁹ⱷכ◌כ─ ≢│

≢⅝⌂™─≢ ☿fi♃כ⌐ ⇔√≤↓╤ ⌐ ⅜⌂™⅛ ⇔≡ ⅜⌂™╟℮≢

№╣┌ ↕╣≡│≤╙ ╦╣√⁹ ─ ─ ⌐≈™≡─ ⌐≈™≡│⁸

☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒冷感ジェルマットの中味の成分であるポリウレタンやカルボキシメチルセルロースを示すＣＭ

Ｃ、防腐剤などは、皮膚に付着しても洗い流せば残ることはないと考えられます。付着した後す

ぐに洗い流されていて、１日以上時間も経過しているので皮膚への影響を心配をされる必要はな

いと考えられます。それでも皮膚の症状で気になる場合は、皮膚科を受診されてはいかかでしょ

うか。 

◆ ⱨ♇ ─ⱨꜝ▬Ɽfi─ ⌐≈™≡  ₈ⱨ♇ ╩ ⇔≡™╢ⱷכ◌כ─
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≤™℮ ⅜ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢ ─ ╩ ⇔√⁹ ⌐ⱨ♇

⇔√ⱨꜝ▬Ɽfi⅜№╡⁸ ⇔≡™╢≤ ⌐ ⅜╢↓≤⌐⌂╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

☿fi♃כ─ ─ ╩ ⌐ ⅎ╢≈╙╡≢№╢⅜⁸ ⌐ │№╢

⅛⁹< > 

⇒ＰＦＯＡはペルフルオロオクタン酸のことでフッ素樹脂の製造時に反応助剤（重合乳化剤）とし

て使われていたことがあります。２０１９年の４～５月に開催されたストックホルム条約締約国

会議で、長期間にわたって分解されずに環境中に残留する汚染物質（ＰＯＰｓ）として、世界的

に製造、輸出入、意図的な使用を禁止することが決定されました。国内においては、２０２１年

４月１６日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣

議決定され、「ＰＦＯＡ又はその塩」は第一種特定化学物質に指定され規制されています。相談

者自身が使用されているフライパンの安全性については、ＰＦＯＡとの因果関係の有無も含めわ

かりませんので、前述の情報に併せて、メーカーにお問い合わせるよう伝えられてはいかがでし

ょうか。 

◆ ⌐ ∆╢◦ꜞ◌◕ꜟ ─ ⌐≈™≡  ╩ ⇔≡™╢⅜⁸◦ꜞ◌

◕ꜟ ╩ ∆╢ ≢№╢⁹↓─ ⌐₈ ═ ≢│⌂™₉≤─ ⅜ ⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒当センターは特定の企業・製品に関連したコンサルティング業務は行っておりません。参考情報

として、シリカゲル乾燥剤に記載する内容の表示義務はありませんが、誤飲誤食の恐れが考えら

れる際に、「食べられない」ことについて消費者への注意喚起を怠った場合には、製造者の責任

が問われることになります。 

◆ ◌☿♇♩Ⱳfiⱬ⅛╠ ╡ ⇔√ⱪ꜡Ɽfi⌐≈™≡  ─ ⅜◌☿♇♩Ⱳfiⱬ⅛╠Ɑ♇♩

Ⱳ♩ꜟ⌐ⱪ꜡Ɽfi●☻╩ ╡ ∆≤ ⌐⌂╢≤─ ─ ◘▬♩╩ ≈↑√⁹ ╡ ⇔√

─ⱪ꜡Ɽfi╩ ⌐ ╣╢≤≥℮⌂╢⅛≤─ ╩ ↑≡™╢⁹≥℮⌂╢─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒カセットボンベから取り出す、他の容器の移し替えることなどは絶対におやめください。容器の

破裂や可燃性ガスですので爆発事故が起きるなど大変危険です。用途外使用でのアドバイスはで

きかねます。カセットボンベには液化石油ガス（ＬＰガス）が充填されており、その組成はプロ

パン、ブタンなどが含まれたものです。ＬＰガスは常温常圧では気体ですが、２～８気圧をかけ

ると液体になります。カセットボンベの中では圧縮され液体ですが、取り出すと気化します。 

─fi◗ⱶכ◖ꜞ◦ ◆ ⌐≈™≡  ⱪ꜠כ♩─ ∟ ╩●☻◖fi꜡─◓ꜞꜟ─ ⌐ ⇔≡™

√⁹ ⌐⁸●☻◖fi꜡╩ ∆╢ ⌐ ∫≡◓ꜞꜟ╩ ⇔≡⇔╕™⁸ →√ ™⅜⇔√
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─≢ ⅜ ™√⁹ⱪ꜠כ♩─ ∟ ╩ ─fi◗ⱶכ◖ꜞ◦≥╢ ⅜⁸└┘ ╣≡™╢⁹ ╩⇔

≡∆←⌐ ™│ ⅎ√⁹ ⌐ │⌂™⅜⁸ ⌂●☻⅜ ≡ ─ ╛⸗ⱡ⌐ ⇔≡™╢↓

≤│⌂™⅛⁹ⱪ꜠כ♩─ ∟ │●☻◖fi꜡─ ≢№╢√╘⁸●☻◖fi꜡ⱷ₃₃כ◌כ⌐ ™

╦∑√⁹₈ ⌂ ⅜ ∆╢↓≤│⌂ↄ ⌐ ⌂™≤ ℮⅜ ≢⅝⌂™₉≤─ ╩

↕╣√⁹ │≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒すでに換気もされて臭いも消えたとのことで、また体調にも異常はないとのことですので、過度

に心配する必要はないと思われます。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ─ ⌐ ↕╣≡™╢ ⱳꜞⱦ♬כ◖ꜟ▪ꜟכꜟ ⌐≈™≡⁸

↓╣╩ ╡ ↑╢ ⌐ ╩כꜞ꜡◌≢≥↓╢╘ ∆╢↓≤⌐⌂╢─⅛ < > 

⇒当センターでは切手に使われている糊の成分の詳細について情報はありません。切手の糊につい

ては、舐めることは誤使用で可食物として検討はされていません。食べた時のカロリーを答える

必要があるか確認をされてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ─└≤ ∞↑⅜ ™⅜∆╢  ⅛╠ ⇔≡™╢⅜⁸ ⅛╠ ─

└≤ ∞↑ ⅛ ─╟℮⌂ ─ ™⅜∆╢⁹ ≤⇔≡ ⅜№╢─⅛⁹ ┼─

╙ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒先週からとのことなので、近くの住居にて使用された製品による臭いが、部屋に流れ込んでくる

ことなどが考えられます。また、部屋の中にある製品から何らかの原因で中身が漏れること、排

水管などから伝って流れ込むことなども考えられます。ご自宅の状況を確認された上で、臭いが

まだするようであれば、集合住宅の管理会社に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ∟ ⌐ ⅛ ⅜≈↑╠╣√⅛╙⇔╣∏  ⅜ ™√⅜⁸ ─ ∟ ⅜═√

≈⅝⁸ ⅛ ⅜№╢⁹ ╙ ⇔ ↄ ∂╢↓≤⅜№╡⁸ ⅛⌐ ─╟℮⌂╙─⅜≈↑╠

╣√≤ ∫≡™╢⁹ ⌐ ─ ╩ ∑√⅜ ⌐ │⌂™≤ ╦╣√⁹≈™≡™╢╙─│ ⅛⁹

∆╢╙─│№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒鞄の持ち手のべたつきの原因については、当センターでは判断できません。手の症状については

医療機関に状況を説明されて、相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ╩ ╢ ⌐ ∫≡ ╩ ⌐ ╪≢⇔╕∫√  ⁸ ה ה ≢ ╩ ∫

√ ⌐⁸ ∫≡₃₃ ─ ─ ╩ ⌐ ╣≡ ╪≢⇔╕∫√⁹↓─ ╩ ⌐

⇔≡ ⌐ ⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒一般的に脱酸素剤は鉄粉を成分とした鉄系とビタミンＣ等の有機系物質を成分とした非鉄系が

あります。当センターでは個別の製品の成分や安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりませ
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んので、製品の安全性については脱酸素剤のメーカーに確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ₈ ─ ─ ⅜ ╣≡ ⅜ ╣≡™√⁹ ╛ ↕

⌂ ⅜ ╘≡⇔╕∫√⅛╙⇔╣⌂™⁹ ⁸ ⌐ │⌂™⁹ ═≡╖╢≤ ™ ⌐│◄♅

꜠fi◓ꜞ◖כꜟ≤™℮ ⌂ ⅜ ╕╣≡™╢╙─⅜№╢≤─ ⅜№∫√⁹ ─ⱷכ◌כ

₃₃⌐ ™ ╦∑√⅜⁸◄♅꜠fi◓ꜞ◖כꜟ⅜ ╕╣≡™╢⅛≥℮⅛⌐≈™≡│ ⅎ╠╣⌂™≤

╦╣√⁹ủủ─ ⌐ ≢⅝⌂™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ⌐│ ─

│⌂™─⅛⁹< > 

⇒保冷剤等は雑貨品であり、成分表示の義務について法的規制はありません。確かに保冷剤の中に

はエチレングリコールが含まれる場合があり、誤って食べた場合や舐めた場合に症状がある際に

は受診が必要となるケースがあります。〇〇に舐めてしまった場合の応急処置について問い合わ

せることをアドバイスされてはいかがでしょうか。 

◆ ☻♥fi꜠☻ ─ Ⱳ♩ꜟ─ ⌐≈™≡  ╖ ─☻♥fi꜠☻ ─ Ⱳ♩ꜟ╩◐♇♅

fi♪ꜝ▬ꜘכ⌐ ╣≡ ⇔≡⇔╕∫√⁹ Ⱳ♩ꜟ⌐ │⌂™╟℮∞⅜⁸↓─╕╕ ⇔≡

╩ ↑╢↓≤│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒耐熱ボトルがステンレス製であること以外の詳しい素材に関する情報が無いので明確なことは

申し上げられませんが、一般的にキッチンドライヤーはスプーン等のステンレス製品を入れて乾

燥する場合があるので、素材が何か変化することは無いと考えられます。健康被害など過度に心

配する必要はないでしょう。一方、一般に耐熱ステンレスボトルには、食器洗浄器や食器乾燥機

の使用および煮沸は熱による変形や破損、漏れの原因になるとのの注意表示があることが多いよ

うです。正しいお手入れ方法をメーカーに確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ╣ ─ ⌐≈™≡  ₈ ╣ ꜟכ◖ꜟ▪─ ╩ ⇔≡╒⇔™⁹ ⌐

─≡™≈⌐ꜟכ◖ꜟ▪│ │ ↕ↄ │↕╣≡™√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹≥↓⅛

⇔≡ↄ╣╢ │№╢⅛⁹< > 

⇒当センターから特定の分析機関を相談者に直接紹介することはしておりません。製品にアルコー

ルについての注意表示がされているのであれば、含有されていると思われます。詳しくはメーカ

ーに問い合わせをされてはいかがでしょうか。 

◆ ─ⱴ☻◒─ №⅝─ ⌐≈™≡  ♪ꜝ♇◒☻♩▪─ ≢№╢⁹⅔ ⅜⅔ ─ ╩

≡™╢ ⌐ ⁸Ᵽ♅♇≤ ⅜⇔≡ⱴ☻◒⌐ ⅜ ™√─≢⁸ⱴ☻◒╩ ═╢╟℮⌐ ╦

╣≡™╢⁹⅔ ⌐ ─ ╩ ∆╢≤Ɽכⱴ╩⅛↑√⅜ ⌐ │ ∂⌂⅛∫√≤─↓

≤⁹ ☿fi♃כ─ ⌐₈Ɽכⱴ ⅜ ⱴ☻◒⌐ ⇔≡ ₉≤№∫√⁹

─ⱴ☻◒─ ╣≤Ɽכⱴ│ ⇔≡™╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢
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∫√⁹< > 

⇒一般的に、パーマ剤の第１剤である酸化剤と第２剤である還元剤のような組み合わせの２液を直

接混合すると、化学反応を起こし高温になる場合があります。パーマ施術中に異常は感じられて

いないので、パーマ液が関係していることは考え難いと思われます。お知らせの店内での事例の

原因については、当センターではわかりかねます。 

◆ ╡╩ ╛∆ꜞfi◓─ ⌐≈™≡  ₈ ⅜ ϴ ⌐⌂╢≤ ⇔≡ ╡╩ ╛

∆ ꜞfi◓₃₃╩ ⇔√⁹ ⌐⌂∫√ ─ ─ ⅜⌂ↄ⁸ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑

√≤↓╤⁸ │ ≢ ⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™≤─↓≤≢№∫√⁹ ϴ ⌐⌂╢≤ ╕╢

≤№╢─⌐ ⅜ ╕╠⌂™⅛ ⌐ ™⁸ ⁸ⱷכ◌כ⌐ ≢№╢₉≤─ ╩

↑≡™╢⁹↓─╟℮⌂ Phase Change Materials ─ │≥℮⌂─⅛⁹

< > 

⇒相変化材料ＰＣＭ製品に使われる物質は様々なものがあり、〇〇に使われている成分については

当センターに情報はありません。廃棄方法については、メーカーが答えるべき内容です。再度問

い合わせをされているとのことですので、回答を確認されてはいかがでしょうか。回答の内容に

ついて当センターからアドバイスできる場合があります。 

◆ ⇔≡™√ ╩ ⇔√™  ủủ ⌐ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ╩⇔╟℮≤⇔≡™√ ⌐

⇔⁸ ⇔≡™√ ╩ ⇔√™─∞⅜≥℮⇔√╠ ™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬

fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒消石灰はアルカリ性を示す粉末製品ですので、取り扱いには注意が必要です。廃棄方法について

は、お住まいの市にある清掃関連の部署に確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ⱷ♇◐⌐≈™≡ √™≡™≈⌐כ♄ꜟⱱכ◐₈  ╩ ─ ≥╙⅜ ╘⁸ ─ⱷ♇◐

╩ ╖ ╪≢⇔╕∫√⁹ ⌐ ≡╙╠∫√≤↓╤ ╩ ∫≡™⌂↑╣┌ ⌂™≤™╦╣

╩כ♄ꜟⱱכ◐⁸≢─√ ⇔√ ◦ꜛ♇ⱪ⌐ ⇔√≤↓╤ ≢ │╦⅛╠⌂™≤

™╦╣√⁹ ⅛╠ ≢ ╩ ↑≡™╢⁹₉ ⅛╦⅛╢↓≤│⌂™⅛⁹< > 

⇒使われている製品の材質について当センターに情報はありません。一般的に銀メッキには鉛を使

用することはありません。小さなものを子どもが口にすると誤飲誤嚥する場合もあり、手の届く

ところに置かないよう注意されることも伝えてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ⱨ▫ꜟⱶ ─ ╩ ≢ ∫≡™╢⁹ ∆╢ ⌐ ─

╩ ∆╢⅜⁸└≤≈∞↑ ⌐ ↕╣≡™╢╙─⅜№╢⁹ ⌐≈™≡ ╛ ⌐

™ ╦∑√⅜⁸ ⌐ ∆╢╟℮⌐ ╦╣√∞↑≢№∫√⁹ │ ⌐⌂╢

≤ ℮⅜ ─ ≢╙ ↑≡╙╠ⅎ╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫
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√⁹< > 

⇒劇物は、毒物及び劇物取締法で「政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならな

い」とされています。複数の自治体のウェブサイトを確認したところ、「自己処理できない場合

は、知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください」の旨が掲載されています。お

住まいの地域の知事の許可を得た産業廃棄物処理業者に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ⱨ♇ ─ⱨꜝ▬Ɽfi─ ⌐≈™≡ ☻כꜙ♬─  ≢ ⌐≈™≡

↕╣≡™√⁹ⱨ♇ ⇔√ⱨꜝ▬Ɽfi╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒ＰＦＡＳとは、有機フッ素化合物を表す総称になります。環境中では分解しにくいと言われてい

ます。その中でもＰＦＯＡ又はその塩類については、２０１９年の４～５月に開催されたストッ

クホルム条約締約国会議で、長期間にわたって分解されずに環境中に残留する有害な汚染物質

（ＰＯＰｓ）として、世界的に製造、輸出入、意図的な使用を禁止することが決定されました。

国内においては、２０２１年４月１６日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令

の一部を改正する政令」が、閣議決定され、「ＰＦＯＡ又はその塩」は第一種特定化学物質の指

定となり、規制されています。使用されているフライパンの安全性については当センターではわ

からないので、メーカーに問い合わせをされてはいかがでしょうか。 

◆ ⅝ ─♩▬꜠ ─ ⌐≈™≡  ₈₃₃ ─ ⅝ ─♩▬꜠ ╩ ⇔

╩ ⇔√≤↓╤⁸ ≤⇔⅛ ≢─╢№⅜כ◑ꜟ꜠▪⌐ꜟכ◖ꜟ▪⁹™⌂™≡╣↕

⌐≈™≡₃₃ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ─√╘ │ ≢⅝⌂™₉≤─ ≢

№∫√⁹ │⇔⌂ↄ≡╙╟™╙─⅛⁹< > 

⇒置き型のトイレ用芳香抗菌剤は雑品扱いとなり、成分表示を義務付ける法規制はありません。ま

た、メーカーには消費者からの問い合わせに対して、成分を開示する義務もありません。 

─☺♇ꜞ♩כ◌─ ◆ ⌐≈™≡  ủủ ─ ♩♇Ⱡכ♃fi▬╩☺♇ꜞ♩כ◌─

◘▬♩ỏỏ≢ ⁹ⱪꜝ☻♅♇◒ ⅜ ↄ⁸ ∫≡╙ ™⅜ ⅎ⌂™√╘⁸ ─ⱷכ

ủủכ◌ ⌐ ═≡╙╠∫√≤↓╤⁸ ≢№╢↓≤⅜ ⇔√⁹ ⌐ủủ ─ⱱכⱶⱭכ☺≢

⅜ ∫≡™╢↓≤⌐≈™≡─ ⅜↕╣≡™╢↓≤╙ ≢⅝≡™╢⁹ ─

⌐≡ ─ ─ ╩⇔≡╙╠™⁸ ┘ ≢ ⌂™≤─ ╩ ≡⅔╡⁸

⁸ ⌐ │ ⅝≡™⌂™⁹ │ ╩ ⇔≡™╢⁹ ╛ Ⱶꜟ◒⌂≥⌐ ⇔≡

™√↓≤⅛╠⁸ ⁸ ⅜ ↓╢─≢│⌂™⅛≤ ≢№╢⁹ ◘▬♩ỏỏ⅛╠│ ⌐

│ ∂╢≤ ╦╣√∞↑≢№╢⁹↓─╟℮⌂ ─ │≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃

│כ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 
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⇒当センターには個々の製品の安全性に関する情報はありません。正規品を模倣した物品を販売す

ることは違法行為です。模倣品の安全性についてもわかりかねます。○○社の注意喚起情報にも、

安心・安全の観点から使用しない旨の記載がされています。今後、身体に異常が生じた場合は医

療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

─כ♄ꜟⱱכ◐ ◆ ⌐≈™≡  ◦ꜛ♇ⱪ₃₃≢ ╩כ♄ꜟⱱכ◐√⇔ ⌐ ╩

↑⁸ ⇔≡ ⇔≡™√⁹ ⇔≡ ⅛ ⱪ꜡ⱳ☺◦ꜛfi⌐כ♄ꜟⱱכ◐≢╤↓≥√∫√ ⌐

∆╢ ≤ ⅜№╢↓≤⌐ ⅜≈⅝⁸ ═≡╖╢≤◌ꜞⱨ◊ꜟ♬▪ ≢ ↕╣≡™╢

⅜ ↕╣≡™╢↓≤∞≤╦⅛∫√⁹₃₃⌐ ™ ╦∑√⅜⁸ ─ │╦⅛╠⌂™≤─↓

│כ♄ꜟⱱכ◐⁹√∫№≢≥ ⇔≡™⌂™⅜⁸ ⌐ ⇔≡™√─≢⁸ ⁸ ╩ ╓∆

↓≤│⌂™⅛ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お話の通り、プロポジション６５とは、カリフォルニア州の法律で州内にて販売・流通する製品

で、使用されている化学物質により記載が求められる注意表示です。当センターでは○○で販売

されたキーホルダーに使用されている化学物質が不明なためご回答はできかねます。 

◆ ∫ ⅜ ∑╢ⱨꜝ▬Ɽfi⌐ ╦╣≡™╢ⱨ▼ⱡכꜟ ⌐≈™≡  ₈ⱱכⱶ☿fi♃₃₃כ─ⱪ

ꜝ▬ⱬכ♩Ⱪꜝfi♪─ ∫ ⅜ ∑╢ⱨꜝ▬Ɽfi╩ ⇔⁸ ⇔√⁹ ⌐ ╩

⇔√≤↓╤⁸a ●☻◖fi꜡≢ ─ ⁸Ɫfi♪ꜟ╩ ⌐ ╡ ↑√╕╕ ∆╢≤⁸Ɫfi♪ꜟ

─ ⅜ ⇔ ╛ ⌂≥⌐╟╡ ⌐ ≢⅝⌂ↄ⌂╢ ╣⅜№╢─≢ ⇔≡ↄ∞↕™ₑ

≤ ↕╣≡™╢⁹ ∫ ─ │ⱨ▼ⱡכꜟ ≢№╢⅜⁸ ∫ ╩ ╡ ↑√╕╕⁸●☻◖fi

꜡≢─ ╩ ∆╢≤⇔≡™╢─│ ≢│⌂™⅛⁹ ┼ ╩ ⇔√™₉≤─ ╩ⱷ

≢ꜟכ ↑≡™╢⁹ ⱷכ◌כ─ ─ ⌐⅔™≡⁸ ↕╣≡™╢ ─ │⁸ⱨ▼ⱡכꜟ

⅜ ↕╣≡™√⁹ⱨ▼ⱡכꜟ ╩ ∆╢↓≤│ ⌂─⅛⁹< > 

⇒フェノール樹脂は耐熱性があり、鍋やフライパンなどの調理器具の取っ手部分に多く使用されて

います。耐熱温度を超えると焦げるなど劣化が生じることがあります。国民生活センターのくら

しの危険３６４号「小径のフライパン・片手鍋の取扱いに注意！

（https://www.kokusen.go.jp/kiken/pdf/364dl_kiken.pdf) 」に、調理中に取っ手が溶けたフラ

イパンに関してガスコンロの炎による取っ手の焼損事例として、着脱式のフライパンをガスコン

ロの火力を最大にして使用した場合、取っ手のフック部の樹脂が焼損した事例が紹介され、消費

者向けに注意喚起されています。該当製品及び他メーカーの同様の製品のウェブサイトにも、

「炎が底面からはみださないように使用してください」との注意表示があります。フライパンの

取っ手にフェノール樹脂を採用することに問題があるのでなく、使用する際に消費者へ注意を喚

起する表示となります。 
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◆ ╡ ─♩כ◦╘ ™⌐≈™≡─  ⌐ ⇔√Ᵽ☻ⱴ♇♩─ ⌐ ↄ ╡ ╘◦

─♩כ ™⅜ ≢╙ ⌐⌂╢⁹ ⌐ ⌐ │⌂™⅜⁸ ⅛ ⌂ ⅜ ↕╣≡™╢─≢│

⌂™⅛⁹▬fi♃כⱠ♇♩≢ ⇔√ ─√╘⁸ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑╢↓≤⅜ ⇔™⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒お伺いした内容では、当センターでは臭いの有害性はわかりかねます。臭いの感じ方は個人差が

あり、臭いの強さや快・不快の感じ方は人それぞれで異なります。また、気になる臭いがするか

らといって有害性があるとは限りません。気になるようであれば使用を控えてはいかがでしょう

か。 

◆ ╩⅛↑╢≤ ∆╢╟℮⌂●ꜝ☻⌐≈™≡  ⌐≈™≡│ ↄ╦⅛╠⌂™─∞⅜⁸ ╩

⅛↑╢≤ ∆╢●ꜝ☻─╟℮⌂╙─│⌂™─∞╤℮⅛⁹ ⌐≈™≡│ ⅎ╠╣⌂™⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒どのような目的で探されているか、お知らせいただけませんので、当センターからはお問い合わ

せ内容について回答はできません。 

◆ ♃fi☻─ ≢ ╩ ⇔√╠ ⌐ ™ ⅜ ↄ ♃fi☻─ ╩ ∆╢√╘⌐ ⅝ ╛◦

♩כ ⌂≥ ₁⌂ ╩ ⇔≡™√⅜⁸ ⌐ ™ ⅜ ↄ╟℮⌐⌂∫√⁹∕─ ™ ⅜

⌐ ⅜∫√⅛╙⇔╣∏ ╙∆←╣⌂™⁹ ╣≡™√ ⌐ ╣╢≤ ⌐╙ ⅜№╡⁸

⌐╙ ╩⇔≡™╢⁹ ™ ⌐≈™≡ ≢ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ◌ꜟ◦►ⱶ≤ ◔▬

≤─ ⅜№∫√⁹ ─ ╙№╢─≢ ₁⌂≤↓╤⌐ ™ ╦∑╩⇔≡™╢⅜⁸ ↕╣√

™ ─ ⌐≈™≡ ⌐ ╡√™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ╩↕

╣√⁹< > 

⇒体調の不良や手の症状については、医療機関に除湿剤との因果関係について相談されることが必

要です。一般に除湿剤に使われるのはシリカゲルと酸化カルシウムで、空気中の水分を取り込む

または化学反応をして除湿する効果があります。白い粉はおそらくシリカゲルの成分である二酸

化ケイ素と、酸化カルシウムが空気中の二酸化炭素と化学反応をした後にできた炭酸カルシウム

と考えられます。二酸化ケイ素は水に溶けない固体で、炭酸カルシウムについてもわずかに水に

溶ける固体であり、これらが白い粉となったと思われます。衣類については水洗いできるものは

洗濯をする。水洗いできないものは、表面をブラッシングことで取り除くことができます。部屋

の中については、水拭きをするなど掃除をすることで同じく取り除くことができると思われます。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ⇔ ╣⌂≥⌐ ∆╢ ™ ─ ╩ ─ ⌐ ⅛╣√⁹

│∆≢⌐ ≡╠╣≡ⱷ⁹™⌂╠⅛╦│כ◌כ │ ≢ ┼─ ╩ ⇔≡⅔

╡⁸≥─╟℮⌐ ∆╣┌ ™⅛⁹ ─ ─ⱷכ◌כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ⅝╩ ╘
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╠╣ ⌐│ │ ™≤│ ╦╣≡™╢⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒体への影響については医療機関に確認をされてはいかがでしょうか。製品がわからず、成分が特

定できないので参考となりますが、押し入れなどに設置するタイプの除湿剤には、塩化カルシウ

ムが使われることが多く、水に溶ける性質があるので水拭きすることで取り除くことができると

思われます。皮膚などについた場合もよく水で洗い流し、何か異常があるのであれば医療機関に

ご相談されてはいかがでしょうか。 

2)   洗剤・洗浄剤 

◆  ─◦Ⱶ ⅝⌐ ╩ ™ ⇔√ ™⌐≈™≡  ⌐◦Ⱶ╩≈↑≡⇔╕∫√─

≢⁸ ủủ⌐ ↑ ⅝╩⇔√⅜ ∟⌂™⁹≥℮⇔≡╙ ≤⇔√ↄ≡ ╩ ↄ

™⁸ ↑ ⅝⇔√≤↓╤ ⇔√ ™⅜ ↄ ∫≡™╢⁹ ⌐ ╣≡™╢⅜≥─╟℮⌐ ⇔√╠

™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒塩素系漂白剤の成分である次亜塩素酸ナトリウムに酸性の洗浄剤をまぜると有害な塩素ガスが

発生する場合があり、注意する必要があります。衣料用洗剤○○について成分を確認したところ、

弱アルカリ性の粉末洗剤ですので有害なガスが発生することはありません。プールなどの消毒に

使用される塩素系の臭いが発生していますので、水を流しながら洗たく液を流されてはいかがで

しょうか。その際には手袋と眼鏡をして直接皮膚や目に液が入らないように注意してください。 

◆ ─ ╩ ⌐ ⇔≡╙ ™⅛  ⅜ ─ⱷfi♥♫fi☻─ ╩⇔≡™╢⅜⁸

─ ⅛╠⁸ ─ ™⅜∆╢↓≤⅜№╢⁹╕√⁸ ─ ⌐│ ™▪ꜟ◌ꜞ ─

╩ ⇔≡™╢⁹ ≢ ─ ≤ ⌐ ╩⇔≡╙ ™─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃

≢♩♇Ⱡכ♃fi▬│כ ═√⁹< > 

⇒使用されている洗浄剤や洗剤の種類によっては、塩素系の洗浄剤であれば漂白作用があり、他の

衣類の色が変化してしまうことがあります。強いアルカリ性の洗剤についても他の衣類が縮むな

ど影響を与える場合があります。着用された作業着の洗濯について、洗濯を別に行うか、水を張

った容器に一度入れてすすいでから、他の衣類と洗濯をされてはいかがでしょうか。 

◆ ∫≡™╢ ─ ╩ ╡ ↄ │⌂™⅛  ⌐ ≢ ⇔√ ─∑™∞

≤ ℮⅜⁸ ⅜ ™⁹ │ ⇔√⅜⁸ ╙ │ ∂≢№╢⁹ │ ⌐ ≢№

╢─≢ ─ ⌐ ⅜№╢─│ ↄ⌂™≤ ℮⁹ ∫≡™╢≤ ╦╣╢ ╩ ∆╢╙─≤

⅛│⌂™─∞╤℮⅛⁹ ─ ⌐ ⇔≡╙╦⅛╠⌂™≤ ╦╣≡™╢⁹ ☿fi

│כ♃ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒消毒剤の影響が残っているとのことですが、部屋については拭き掃除などをして、換気をするこ
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とで徐々に影響は取り除かれると思います。現在の体調については医師に経緯と状態を相談し、

より詳しい診断が必要であれば専門の病院の紹介を受けるなどされてはいかがでしょうか。 

◆ ꞉♇◒☻╩⅛↑√ ⌐ⱨ▫ꜟⱶ ⌐ ⅜╣╢  ⇔√ ─ⱨ꜡כꜞfi◓─ ⌐

꞉♇◒☻ ↑╩ ⇔√ ≢ ─ ⌂≥⅛╠ⱨ▫ꜟⱶ ⌐ ⅜╣╢╟℮⌐⌂∫√⁹꞉♇◒☻

↑─ ⌐ ─ ╩ ™≡⁸ ─ ⸗♇ⱪ╩ ⇔√⁹ ─꞉♇◒☻ ↑│⁸

─⸗♇ⱪ≢ ⇔√⁹꞉♇◒☻⅜ⱨ▫ꜟⱶ ─ ⅜╣╢─│⁸ ⅜ ∆╢↓≤│№╢─⅛⁹

⅜ ™ ╗⌂≥ ⌐ ⅜≢⌂™⅛╙ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ワックスについては、一般に床から取り除く際には強アルカリ性の剥離剤を使用する場合があり

ます。重曹は弱アルカリ性の成分でワックスに影響するとは考えにくいとは思いますが、粉末の

状態で使用されるなど現状の床材にどのような影響を与えるかわかりません。また、築３０年が

経過した建物のフローリング床ですので、お伺いしたお話からだけでは床の状態について判断が

付きかねます。一度、床について専門の清掃業者などにご相談されることをお勧めします。 

◆ ╕−╢⌂ ⌐≈™≡  ─ ⌐ ─ ─ ╩ ⇔√ ⌐ ─◌ⱦ

╡ ╩ ⇔√⁹ ⌐◌ⱦ ╡ ─₈╕−╢⌂ ₉─ ⌐ ⅜ ™√⁹ ─

─ │ ◌ꜞ►ⱶ⁸ ⁸◔▬ ⌂≥⅜ ↕╣≡™╢⁹ ↨∫√↓≤≢

⌂●☻⅜ ⇔√─≢│⌂™⅛ ⌐⌂∫√⁹ ⌐ ⌐ │⌂™⅜ ∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒カビ取り剤の主成分は次亜塩素酸ナトリウムであり、酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガ

スが発生する可能性があります。使用された酸素系の粉末洗浄剤は、水に溶かすと弱アルカリ性

ですので、混合したとしても有害なガスが発生することはありません。ただし、２つの製品を混

ぜて使用せず、製品ごとに使用後に水を流して使用されることをお勧めします。現在は、体調に

も異変はないとのことですので、過度に心配する必要はないでしょう。 

◆ ⅜ ™√ ─ ™  ⅜ ™≡™╢⅜⁸ ⅛⌂™─≢ ⅜ ™√ ⅜ ⅎ∏⌐™╢⁹

╩ ╦⌂™≢⅝╣™≢⅝╢ │⌂™∞╤℮⅛ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃

≢♩♇Ⱡכ ═√⁹< > 

⇒尿の汚れを落とすには洗濯をされることがお勧めです。汚れてから時間が経過している場合は、

衣類の洗濯表示を確認して、衣料用洗剤に浸け置きしてから洗うなどされてはいかがでしょうか。

また、衣類を乾燥させる際には、風を当てるなどされれば室内でも乾燥させることができます。 

◆ ≢ √ↄ╩⇔√⅜ ⅛  ╒≥ ∞⅜⁸ ─ √ↄ≢ ∫≡

╩ ⇔√⁹ ⅜ ╩⇔√─│ √⇔≥fiכ♠⁸⅜™⌂ ™╩ ∂√⅜ ⅛⁹
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⌐│ │⌂™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒衣料用洗剤と塩素系の漂白剤を一緒に使用しても、問題になるような有害なガスの発生はありま

せん。塩素系の漂白剤や洗浄剤と酸性の洗浄剤をまぜると塩素ガスが発生する恐れがあります。

家庭用品品質表示法では、規定の試験で塩素ガスの発生が認められる場合に「まぜるな危険」の

表示が義務付けられています。お伺いした内容から、特に症状はなく、過度に心配する必要はな

いでしょう。 

◆ ∫ ⇔ ⇔√ ⅜═√≈ↄ  ⅛╠─√┌↓⌂≥─ ™⅜└≥ↄ ∫ ⇔╩⇔√⁹

╩ ⇔ ╩ ⅛╠ ╡ ⇔√⅜⁸ ⌐√┌↓⌂≥─ ™⅜≈⅝⁸ ╙ ™⅜⇔≡

⅜═√≈™≡™╢⁹↓─ │≥℮⇔√╠ ⅎ╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כ

Ⱡ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒食器に付いた臭いや汚れは、食器用洗剤などを使い落とすことができます。気になる臭いや汚れ

などがある場合は、食器用洗剤の使用方法に従い、薄めた液に浸け置き洗いなどをされてはいか

がでしょうか。 

◆ ◌ꜟ◦►ⱶ⌐≈™≡  ₈ ⅜ ◌ꜟ◦►ⱶ≢ ╩ ∫≡™╢⁹↓─ ╩ ═

≡╙ ⅛₉≤─ ™ ╦∑⅜№∫√⁹ │ ⁸ ◌ꜟ◦►ⱶ≢ ⌐≈™≡ ⅎ

≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒製品に関する詳細な情報は当センターにはありません。個々の製品の安全性についてはメーカー

に確認をお願いします。貝殻を焼成した水酸化カルシウムの洗浄剤は、水に溶かして浸け置き洗

いを行い、その後水ですすぐように記載されているものが多いようです。使用量を守り、水です

すいでいれば、安全性について心配なさる必要はありません。 

◆ ⌐╟╢●☻ ─ ⌐≈™≡  ●☻ ─ ╣─ ⌐ ╩ ⌐ ⅛⇔≡ ∫√⁹ ↄ

∟⌂™─≢ ╩ →╢≤╟™≤─↓≤∞⅜⁸≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כ

Ⱡ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒洗浄用重曹を常温の水に溶かした場合は弱アルカリ性で油汚れなどを洗い流すことができます。

重曹を高温の水に溶かすと炭酸ガスを発生させて、炭酸ナトリウムに化学変化してアルカリ性の

水溶液になりますが、皮膚に付着する、目に入るなどした場合は、大きな事故となります。洗浄

用重曹の製品の使用方法に従い、ぬるま湯でお使いください。 

◆ ╛╕⌂ ⅛╠ ╩ ╡ ↄ↓≤⌐≈™≡  ╛╕⌂ ⌂≥⅛╠ ╩ ╡ ↄ√╘⌐⁸

≢ ∫√ ⌐ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ⇔√ ╩ ≡ ℮─│ ≢№

╢⁹ ∞↑≢╙ ⌐ │ ╡ ↑≡™╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇

♩≢ ∫√⁹< > 
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⇒台所用洗剤でまな板の除菌を行うには、商品記載の方法に従って実施してください。まな板は使

用していると包丁で表面に小さな傷がつき、洗浄だけでは充分でない可能性があります。食器の

除菌については、台所用塩素系漂白剤の使用方法に従ってお使いいただくことをお勧めします。 

◆ ♩▬꜠ ─ ┼─  ⅜ ↕╣√ ⌐ ╪≢™╢⁹ ⁸

⌐ ◌ⱦ╩ ∆╢√╘⌐ ─ ╡ ╩ ⌐ ↄ╠™ ⇔√⁹

⌐ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒浄化槽は洗剤・洗浄剤の使用量によっては、浄化槽内のバクテリアに影響を与え、浄化機能にも

影響を与えることは知られてします。浄化槽法で保守点検、清掃、法定検査をそれぞれ定期的に

実施することが義務づけられています。管理者に連絡し、浄化槽の保守点検について業者に確認

をされてはいかがでしょうか。 

◆ ♫♩ꜞ►ⱶ≤ ╩ −≡ ™ ™⅜  ₈ ─ ♫♩ꜞ►ⱶ─Ɽ►♄כ╩

─♃▬ꜟ─◌ⱦ ╡─√╘ ⇔⁸ ─ ™ ⌐ ↕╣≡™√ ≤ ≢ −√Ɑכ☻♩

╩ ╡♃▬ꜟ⌐ ∫≡ ⇔√⁹ ™⅜ ⇔⁸ ╙ ↄ⌂∫√╟℮⌐ ∂√⁹ⱱכ☻╩

™ ≢╟ↄ ™ ⇔√≤↓╤ ─ ╖│∆←⌐⌂ↄ⌂∫√⅜⁸ ™⅜ ∫≡™╢⁹ ™⅜∆╢─│

⅛ ⌂ ⅜ ⇔√─≢│⌂™⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⅜≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒過炭酸ナトリウム、重曹を水で混ぜたペーストは弱アルカリ性で炭酸ガスなどが発生すると考え

られますが、有害なガスが発生することはありません。使用後にすでによく洗い流されています

ので、使用されたペーストが残ることはありません。感じられた臭いがどのようなものかわから

ないので原因はわかりかねますが、充分な換気に努めるようアドバイスされてはいかがでしょう

か。 

◆ ≤Ⱬ▪ⱴ♬ꜙ◐ꜙ▪≤─ ⌐≈™≡  ₃₃ ─ ─ ⌐ ─ⱷכ◌כ─

Ⱬ▪ⱴ♬ꜙ◐ꜙ▪╩ ™≡™√⁹ ─ ⅜ ∫≡ −√⅛╙⇔╣⌂™⁹ ⌐╙ ⌐╙

│⌂™⁹₃₃ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ⌐ ╩ −√≤⇔≡╙ ⌂●☻⅜ ∆╢↓≤│

⌂™≤ ⌐ ╩⇔≡╙╠∫√⁹ ⌐ │⌂™╙─⅛⁹ ♀fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒〇〇社の説明の通り、浴室用洗剤とヘアマニュキュアを混ぜたとしても、有害なガスが発生する

ことはありません。ただし、それぞれの製品が誤った使用方法で目に入ったり、皮膚についたり

してトラブルが発生する可能性があります。洗剤などの表示は家庭用品品質表示法で「子供の手

が届くところに置かない旨」の表示が義務づけられています。今後は製品の保管に気をつけるこ

とが必要です。 

◆ ╩ ∫√ ⌐≈™≡  ≥╙ ↑─ ╩⇔≡™╢⁹ ⌐ ╕╣╢ ─ ╩
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⇔≡⁸ ╡ ─№╢ ⌐ ╩ −≡ ─ ─ ╩⇔≡™╢⅜⁸ ─ ╩

∆╢ ╩ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒洗濯糊の用途外の使用についてお答えはできかねます。洗濯糊には、糊剤としてポリビニルアル

コール（ＰＶＡ）が使われており、使用する際の粘り気の違いは、ＰＶＡ分子の分子量や水に対

する濃度によって変化することが一般には知られています。 

◆ ▪ꜟ◌ꜞ ≢ ♩ꜝⱩꜟ ₈ủủ─▪ꜟ◌ꜞ ─ ╩☼Ⱳfi─ⱳ◔♇♩⌐ ╣≡™

√≤↓╤⁸ ∫≡꜠Ᵽכ⅜ ⇔≡☼Ⱳfi≤ ⌐ ⇔√⁹ ⅜ ↄ⌂╡⁸ ⅛╠ ╛↑

≥─ ™≤ ╦╣≡™╢₉▪ꜟ◌ꜞ ≤│⌂⌐⅛⁹< > 

⇒○○のアルカリ電解水は炭酸系の化合物の水溶液でアルカリ性の洗浄剤です。皮膚に付着すると

化学やけどなどを起こす場合があります。製品には、使用に際しては直接皮膚につかないように

し、付着した場合はすぐに洗い流すことなど注意表示が記載されています。 

◆ ─◌►fi♃כ─ ╣⌐≈™≡  ─◌►fi♃כ─ ⌐ ╡ ╘─√╘⁸ ⅛™

⅜≈↑╠╣≡™╢⁹ ─ ⌐ ╣⅜ ╕╢≤ ≢│ ≤∑⌂™√╘ ∫√ ≢ ╣╩⅛⅝

⇔≡™╢⁹ ─ ™▪ꜟ◌ꜞ─ ™ ╩ ⇔≡╙ ⌂™⅛⁹ ≢ ™ ╦∑≡™╢

─≢◌►fi♃כ─ ⌂≥│ ≢№╢⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒カウンターの表面の素材や加工などがわからないので回答ができません。カウンターの取り扱い

方法を確認するか、メーカーに相談するように伝えてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ⌐ ≤⌂∫√  ╒≥ ⌐ ─ ╩ ─ ⱬfi◙ꜟ◖♬

►ⱶ─ ≢ ∫√⁹∕─ ⌐ ⌂≥⌐╙ ™√⅛╙⇔╣∏⁸ ≢ ╛ ⅝ ╖⌂≥

⅜ ⅝╢╟℮⌐⌂∫√⁹ ●☻⅜ √─≤ ™ⱷכ◌כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ≢ ●☻⅜

∆╢↓≤│⌂™≤ ╦╣√⁹ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ≢│ ⌐∕℮⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒塩化ベンザルコニウムの水溶液では、塩素ガスが発生することはありません。一方、洗浄後から

現在も体調不良があるとのことですので、使用した洗浄液と使われた経緯や現在の状況を含めて、

医療機関に相談をされてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ⇔ ╣─ ⅜ ⇔≡◌ⱦ⅜ ⇔⁸ ─ ⅜ ⅜╣≡⅝√⁹

∕─√╘⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ⇔√ ╩ ⇔√⁹ ─ ─ ⌐│⁸ ─

™ ⌐№╢⁸ ⱴ☻◒⁸≤ ╩ ⇔⁸ ╙⇔≡™√⅜⁸╘╕™⅜⇔≡ ⇔┤╠

≈ↄ ∂⅜№∫√⁹ ─ ≢│⁸ ⌐ │⌂⅛∫√⅜⁸╕∞ ⌐ ─ │ ≢⅝≡

™⌂™⁹ ∆╢⅛ ∫≡⅔╡⁸ⱷכ◌כ⌐ ⇔√⅜ ⌂ ⅜⌂⅛∫√⁹ ─ │⁸
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ⱷ♃ⱡ⁸ꜟכ☺◒꜡꜡ⱷ♃fi⁸ ☺ⱷ♅ꜟⱱꜟⱶ▪Ⱶ♪≢№╢⁹↓─╟℮⌂⁸ ─ ╩

─ ⅜ ⇔≡╙╟™╙─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒インターネットでの販売については、一般家庭用の製品以外にも事業者向けの製品も販売されて

いる場合があり、家庭用として使用する際には注意が必要で、購入先に確認が必要な場合があり

ます。購入された製品について当センターでは詳細はわかりかねます。メーカーに現在の状況を

説明し回答を再度求められてはいかがでしょうか。一般にメタノール、ジクロロメタン、Ｎ，Ｎ

－ジメチルホルムアミドは有機溶剤で、物質の危険・有害性などの情報として、安全データシー

ト（ＳＤＳ）によると、いずれの物質も健康に対する有害性を有しています。製品に記載されて

いる使用方法に従い防護処置をした上で一般の消費者が使用することについて規制はありませ

んが、今回は使用方法を守った上で体調に異変を感じられているため、今後の使用についてお勧

めできません。 

◆ ─ ⇔≢ ╩ ⇔≡  ⌐ ─ ⇔≢ ủủ╩ ∫√≤↓

╤⁸ ⇔≡№∫√꜠⸗fi─ ╡⌐⅛⅛╡ ⅜⇔√⁹∆←⌐ ≢ ™ ⇔√⅜⁸ ™≢ ⇔

⅝ ╪∞⁹ ⌂ủủ┼ ⇔√≤↓╤⁸ ≢│№╢⅜ ●☻⅜ ⇔√ ⅜№╢─≢

╩⇔≡⁸ ╩╖≡ ⅜№╣┌ ⌐ ↄ╟℮⌐≤∕─ │ ╦╣√⁹ │ ⅜⌂™

⅜⁸ ●☻⅜ ⇔√─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹<

> 

⇒漂白剤には「まぜるな危険」と表示されている通り、酸性の洗浄剤等とまぜると有害なガスが発

生する場合があります。アルカリ性の○○と酸性のレモン果汁が反応して少量の塩素ガスが、発

生した可能性があります。発生した際に、水を流し十分換気もしていますので塩素ガスが残り続

けることはありません。体調について何か異常を感じられる場合は医療機関に相談されてはいか

がでしょうか。 

◆ ⅝⌐ ╕╣╢◌ꜟⱲⱴכ─ ⌐≈™≡  ⅝⌐ ╕╣╢ ─◌ꜟⱲⱴכ

─ ⌐≈™≡ ⇔√™⁹ ─ ⌐ ℮ ≢⁸ ⅝ ∆↓≤⅜≢⅝⌂™⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ╩↕╣√⁹< > 

⇒カルボマーはポリアクリル酸系の高分子で、増粘剤として食品にも使われている成分です。犬用

の歯磨きとのことですので、用法用量を守りお使いいただければ安全性に問題はないと考えられ

ますが、個々の製品の安全性に関しては、メーカーに確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ♃▬ⱪ ↑ ⅝ ─ ⌐≈™≡  ─ ─√╘⌐ ⅛⇔≡ ℮

♃▬ⱪ─ ↑ ⅝ ủủ╩ ⇔≡™╢⁹ ⌐ ⅜ꜟכ◖ꜟ▪ ⅝⅛⅛╡ ∫
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≡⇔╕∫√⁹∆←⌐⁸ │ ⇔≡ ≡√⁹∕─ ◦fi◒⌐│ ╙ ⇔≡™╢⁹ ⌐│

●☻⅜ ∆╢↓≤⅜№╢≤ ⅛╣≡™╢⁹ │ ≤ ╦╠⌂™⁹ ☿fi

≢♩♇Ⱡכ♃fi▬│כ♃ ═√⁹< > 

⇒お使いの洗浄剤○○はジクロルイソシアヌル酸ナトリウムが使用された食器用の洗浄剤です。他

の洗浄剤と混ぜると有毒な塩素ガスが発生する場合がありますので、混ぜることは避けてくださ

い。今回は、錠剤を溶かした洗浄液に消毒用アルコールがスプレーで少量入ったとのことで、既

に洗浄液は流して廃棄され、その後もシンクには水を十分流されております。また、体調も変化

がないとのことですので過度に心配される必要はありません。 

◆ ◌ꜟ◦►ⱶ ─ ⌐≈™≡  ủủ≤™℮ⱱ♃♥─ ─ ─ ╩

⇔≡™╢⁹↓─ │ ⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒製品に関する詳細な情報は当センターにはありません。個々の製品の安全性についてはメーカー

に確認をお願いします。貝殻を焼成した酸化カルシウムの洗浄剤○○は、水に溶かすと水酸化カ

ルシウムとなります。水酸化カルシウムの安全性は厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に掲

載されている安全データシートに記載されています。 

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/1305 -62-0.html#:~:text=%E7%9A%AE%E8%86%9A%E3%8

1%AB%E8%A7%A6%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88,%E3%80%81%E8%85%B9%E7%97%9B%E3%80%8

1%E8%83%83%E7%97%99%E6%94%A3%E3%80%81%E5%98%94%E5%90%90%E3%80%82&text=%E5%AE%B9%E5%99

%A8%E5%86%85%E3%81%AB%E6%B0%B4%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%84%

E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82 

この製品の使用方法には、洗浄液で浸け置き洗いを行い、その後水ですすぐように記載されていま

す。 

◆ ⌐ ╕╣╢ ─╟℮⌂♬○▬⌐≈™≡  ₈ ≢ ⅜≢╢ ≢⁸ ⅛╠─

⌐ ╕╣╢ ─╟℮⌂♬○▬≢ ⌐⌂∫≡ ∫≡™╢₉≤─ ╩ ↑√⁹≥℮∆╣┌

™─⅛⁹ > 

⇒体への影響については医療機関に確認をされるよう伝えてはいかがでしょうか。洗濯に使用され

る塩素系の漂白剤は、洗濯表示に示される通り、使用用途は白い綿素材などに限られます。一般

的な洗濯洗剤には塩素系の成分は、使われていません。また、洗剤に使われている香料の安全性

は、日本香料工業会のウェブページ「フレグランスの安全性」

(http://www.jffma - jp.org/fragranc e/safety/index.html) によれば、香料の安全性については、

国際香粧品香料協会（IFRA)が国際的に自主基準をつくり、各国の香料工業会等を通じて自主規

制されています。一方、ニオイに関する感受性は個人差が大きく、一般的に問題にされない程度
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のニオイでも、人によっては不快に感じ体調不良を訴えることがあります。 

◆ ♩▬꜠ ⅜ ⌐≈™√ ─ ⌐≈™≡  ♩▬꜠ ╩ ⇔√ ⁸ ╩ ∫≡™╢

⌐ ∫≡™╢ ⅜ ┘ ⌡≡ ⌐≈⅝⁸∕─ ╩ ─ ⅜ ∫√ ⌐ ⅛ ⌐⌂╢↓≤

│№╢⅛⁹♩▬꜠ ─ⱷכ◌כ│ №╡⁸ ╙ ₁№╢─≢ ─ⱷכ◌כ─ ≤™℮

╟╡⁸ ≤⇔≡ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒トイレ用洗剤を使用した後で手洗いした際に衣類に液が跳ねた程度であればその衣類を触れて

も大きな心配はないと思われます。但し、トイレ用洗剤の成分には、様々あり衣類についた場合

について、一般論として問題の有無をお伝えできることはありません。トイレ用洗剤の成分には

衣類を漂白する成分もあります。飛び散った液に漂白成分が含まれていた場合には、衣類が漂白

されるなど影響を与える可能性があります。手を洗う際には周囲に飛び跳ねないように注意され

てはいかがでしょうか。 

◆ ≢∆∆⅞⅜ ─♃○ꜟ╩ ⇔√ ─ ┼─ ⌐≈™≡  ⅛ ⅛╠◖▬fi

ꜝfi♪ꜞכ╩ ⇔≡™╢⁹∕↓⌐ ↕╣≡™╢ ─℮∟─ ─∆∆⅞⅜ ≢

№╢√╘⅛⁸ ⌐ ─♬○▬╩ ↄ ∂╢⁹ ⅜ ∫√♃○ꜟ≢ ╛ ╩ ™≡™√

─≢ ⌐ ⅛ ⅜ ╢─≢│≤ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛

╠ ↕╣√⁹< > 

⇒個人差はありますが、人によっては肌荒れ等の皮膚トラブルとなることは考えられます。衣料用

洗剤は正しく使用すれば、洗剤成分は衣料に残らないように設計されていますが、設置された全

自動洗濯の不具合の可能性もあるようですのでコインランドリーの管理会社に連絡されてはい

かがでしょうか。 

 

3)  抗菌剤・除菌剤 

◆ ○♂fi ─◗ⱶ ┼─ ⌐≈™≡  ≢ ⅜ ∫√ ⌐⅔╙∟╚⌂≥─ ה

─√╘⌐ ╩ ⌐⇔≡○♂fi ╩ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ⅜ ⇔≡ↄ╢╕≢⌐│⁸

⌐ ╩⇔≡ ™╙⌂ↄ⌂∫≡™╢⅜⁸ ⌐╟╢◔●╩ ∆╢ ─ꜟⱪכ♥⌐╘√─ ╡⌐

™≡™╢◗ⱶ⅜═√≈ↄ╟℮⌐⌂∫√⁹○♂fi─ ≤ ⅎ╠╣╢⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒オゾンは酸素原子３つからなる、特有の臭いを持つ気体です。強い酸化力を持ち、水や空気の浄

化・殺菌、脱色、有機物除去など広い分野で使われており、その強い酸化力により、素材の腐食・

劣化を引き起こす可能性はあります。ゴムの種類や装着された状態によっても劣化の現象は異な
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り、べたつくようになったとの内容だけでは、オゾンが影響したかどうかはわかりかねます。購

入されたオゾン発生器のメーカーに取り扱いや使用上の注意など確認されてはいかがでしょう

か。 

◆ ≤ ─ ⌐≈™≡  ─ ≢№╢ ⅜ ≤ ─ ≢│

─ ™─│≥∟╠⅛⁹ ⌂ │╦⅛╠⌂™⅜ ⌐ ─ ™─│ ⅛ ⅛

╩ ⅎ≡╒⇔™⁹< > 

⇒除菌剤の効果は使用されている成分、使用される対象、使用方法によって異なり、製品の液性だ

けで除菌効果について判断はできません。除菌したい対象物に適した製品をお選びください。 

≡™≈⌐♩כ◦ ◆ ╩ꜟכ◖ꜟ▪≢  ⇔√ ─♩כ◦ ╩ ⇔≡™╢⁹

╩ ⅜ ⇔√ ─ ╛♩ꜝⱩꜟ ╩ ═≡™╢⁹ ☿fi♃כ⌐ ∑

╠╣√ ≢⁸ ⅜♩כ◦ ≢♩ꜝⱩꜟ╩ ↓⇔√ │№╢⅛⁹ ⁸ PL ☿

fi♃כ⌐ ⇔√ ⌐ ⅎ≡™√∞™√⁸ ─₈ꜞ☻◒▪☿☻ⱷfi♩הⱢfi♪Ⱪ♇◒ ₉

⌐ ™⁸ ─ ╛ ╩ ═≡™╢⁹< > 

⇒当センターが公開している過去事例に「フローリングシートによると思われる床の色抜け」「築

２２年のマンションのフローリング床が除菌シートを使ったらべたつく」の相談はありますが、

いずれも因果関係は特定できていません。具体的な事例を調べるとのことでしたら、消費者庁ウ

ェブサイトに全国の消費生活センターなどの関係機関から広く収集した、「事故情報」「危害情

報」を「事故情報データバンクシステム 

（https://www.jikojoho.caa.go.jp/ai -national/ ）」で閲覧・検索ができますので、確認されては

いかがでしょうか。 

◆ ⅝ ─ ◌ⱦ ─ ⌐≈™≡  ₈₃₃ ─ ⅝ ─ ◌ⱦ ╩ ⇔√⁹

─ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ≤⇔⅛ ↕╣≡™⌂™√╘⁸₃₃ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸

─√╘ ⌂ │ ≢⅝⌂™≤─ ≢№∫√⁹ │⇔⌂ↄ≡╙╟™╙─⅛₉

≤─ ╩ ↑≡™╢⅜≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒置き型の風呂用防カビ剤は雑品扱いとなり、成分表示等の法規制はありません。また、消費者か

らの問い合わせに対する成分名の開示義務もありません。メーカーとして、消費者に疑問がある

ことと、より詳しい説明ができるのかを確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ⅜ ⅞√ ה ─ ⌐≈™≡  ≤ ⇔≡™╢ ה ⅜№╢

⅜⁸ ⌐ ⇔≡™╢⁹ │ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ≢№╢⅜ ⇔≡╙ ⌂

™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは判断できかねます。製品の記載内容に従い判断いただくか、メーカーに確認され
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てはいかかがでしょうか。 

ה ◆ ─ ⌐≈™≡  ⅜◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─√╘ ה ╩

⌐ ⇔≡™√⁹ │ ≢ ⇔≡⅛╠ ─ ⅜ ↄ⌂∫√⁹ ⇔√ ה

⌐ ⌐ ⌂ ⅜ ╕╣≡™⌂™⅛ ⇔≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは分析などは実施していません。また、当センターから特定の分析機関を紹介する

ことはしておりません。独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のウェブサイトに「原

因究明機関ネットワーク総覧」として、全国の分析機関のリストが掲載されています。 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/list.html ） 

こちらを参考にされてはいかがでしょうか。また、使用された製品については、メーカーにお問い

合わせされてはいかがでしょうか。 

─♩כ◦ ◆ ⌐≈™≡  ₃₃ ─ ╩ỏỏ♩כ◦ ⇔≡™√≤↓╤⁸ ⅜ ╣≡⅝√⁹↓

≢♩כ◦─ ⌂≥╙ ™≡™√√╘ ⅜ ⌐⌂╡⁸ ╩ ∆╢≤ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ◒꜡ꜞ

♪≤№╢⁹ ⅛╠ ⌐ ╡ ╕╣√ ⅜№╢⅜⁸ ⁸ ⌐ ╩ ╓∆↓≤│⌂™⅛⁹₃₃

⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ◒꜡ꜞ♪│ ⌂≥⌐╙ ↕╣≡™╢ ≢№╡⁸

⌐ │⌂™⅜⁸ỏỏ≢│ ╩ ↄ↓≤│⇔⌂™╟℮⌐≤ ╦╣√⁹ ⌐ ⌐ │⌂™

⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒△△の使用用途を確認すると、キッチンやテーブルまわりのお掃除用とあります。野菜などを拭

くことは用途外の使用となります。ベンザルコニウムクロリドは化粧品や消毒剤などにも幅広く

使用されている成分で、仮に製品が口に入ったとしても安全性に問題はありません。ご質問の場

合であれば極めて少量であり、野菜を通して体に取り込まれた場合の安全性については、現状で

は異常はないとのことですので、過度に心配する必要はないでしょう。今後は、正しい使い方を

守るようにしましょう。 

◆ ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ∆╢↓≤─ ⌐≈™≡  ⌐ ╣√№╢ ≢

⌐ ♫♩ꜞ►ⱶ ╩ ╣≡ ╩ ∫≡™√⁹ ⌐ ⇔≡™√ ╙

╙ ⌐ │⌂ↄ⁸ ⇔≡™√ │ ⇔√⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ⅜ ╛ ⌐

⇔≡™≡ ⁸ ⅜ ∆╢↓≤│⌂™⅛⁹ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ─ ⌐≈

™≡│≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒空間除菌の安全性の見解としては、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・

経済産業省・消費者庁特設ページ）に「これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法につい

て、科学的に確認が行われた例はありません。また、現時点では、薬機法に基づいて品質・有効
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性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品も、

ありません。」さらに次亜塩素酸ナトリウムについては、「特に、人がいる空間への次亜塩素酸ナ

トリウム水溶液の噴霧については、眼や皮膚に付着したり吸入したりすると危険であり、噴霧し

た空間を浮遊する全てのウイルスの感染力を滅失させる保証もないことから、絶対に行わないで

ください。」とされています。ご心配の空間除菌が行われた店舗に滞在したことによる今後の健

康被害に関しては、現在も異常を感じられていないことから過度に心配される必要はないでしょ

う。 

◆ ⌐ ╣≡ ∆╢ ─ ⌐≈™≡  ₈ ⌐ ╣≡ ∆╢ ╩ ╕≢ ⇔

≡™√⁹ ╩ ╣≡ ∆╢≤⁸ ⅜ ╢╟℮⌐⌂╡⁸ ╣⌂↑╣┌⁸ │ ⌂™⁹ⱷכ◌כ⌐

⌐≈™≡ ™ ╦∑√⅜⁸ ⌐ ─ │⌂™≤─ ≢№∫√⁹ ⌐ ↕╣≡™╢

│▬○fi ⱵⱠꜝꜟ⁸ ⁸♀○ꜝ▬♩─ ─╖≢№╢⅜⁸ ⌐ ⌐ ╩ ╓∆ ⅜

╕╣≡™⌂™⅛ ⇔≡╒⇔™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ╩ ≢⅝╢

≤⇔≡ ⇔≡╙╟™⅛⁹< > 

⇒当センターでは分析などは実施していません。製品に関して、分析が必要な場合は、「独立行政

法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/network/index.html ）」または、「独立行政法人国民生

活センター 

（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html ）」のウェブサイトに掲載されている検査機関

のリストを参考に、消費者がご自身で相談をしていただくようにお伝えされてはいかがでしょう

か。 

◆ ─ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐≈™≡  ≤⇔≡ ╩ ╘╠╣

╩ ⇔≡™╢⁹ │⁸ │ ≤⇔≡╙ ╘╠╣≡⅔╡⁸ ⌐

╙ ≢⅝⁸ │ ⌂ↄ⁸ │⁸ ≢│⌂ↄ ♫♩ꜞ►ⱶ≤ ╩ −≡

⇔√╙─≤ ╦╣≡™╢⁹↓─ │ ⌐ ⇔≡╙╟™╙─⌂─⅛⁹ ☿

fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒お伺いした内容では、食品添加物として認められた次亜塩素酸水には該当せず、食品に使用する

ことはおすすめできません。食品添加物は、厚生労働省において、食品安全委員会による評価を

受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用基準を定めたうえで使用

を認めています。食品添加物としての次亜塩素酸水は、「塩酸または食塩水を電解することによ

り得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶液」と定義づけられています。 

◆ ╩ ⇔≡™╢─≢ ≢ⱴ☻◒│ ⌂™≤ ╦╣√  ₈ ≢ ◖꜡♫►▬ꜟ☻─
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≤⇔≡ ≢ ─ ╩⇔≡™╢─≢⁸ │ⱴ☻◒╩∆╢ │⌂™≤ ∫≡™╢⁹

≥╙╩ ╦∑≡™╢ ≤⇔≡│ ∞⁹ ⌐╟╢ ─ ◖꜡♫►▬ꜟ☻⌐ ∆╢

│≥℮⌂─⅛₉≤─ ™ ╦∑╩ ↑≡™╢⁹< > 

⇒厚生労働省、経済産業省、消費者庁等は、新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法として、

空間除菌については「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、これが人の眼

に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある状況での空間噴霧をおすすめし

ていません。（空気や環境の表面の除染方法として有効かつ安全な噴霧が科学的に証明された事

実は確認されておりません）」としています 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.ht

ml#Q4-5）。参考になさってください。多数の子どもをあずかる幼稚園として行政からの内容を確

認するように伝えられてはいかがでしょうか。 

◆ ⅛ ⌐ ─ ⌐ ╩ ™√ ╩ ═≡╙ ⅛  ⅜ ╩⇔≡⅔

╡⁸ ≥╙⌐≢⅝√ ╩ ═↕∑╟℮≤ ℮⁹ ⅛ ⌐⌂╢⅜⁸Ɫ◒ⱦ◦fi─ ⅜ ⌐ ∟

≡™≡ ⌐ ╩⅔ ™⇔√⅜⁸ ⌐ │ ─√╘⌐ ╩ ∫√⁹ ⇔√ │ủ

ủ≢ │⁸ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ≤ ╦╣≡™╢⁹≢⅝√ ╩ ═≡╙ ⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒塩化ベンザルコニウムは、ハンドソープなど手指の衛生のため洗浄消毒に一般的に使用されてい

る成分です。畦道に３カ月前に消毒に使用されたとのことですので、できた作物への影響はない

と考えられます。 

◆ ╩ ╪∞Ɑ♇♩ ☻ⱪ꜠כ╩ ⇔≡  ╩ ╪∞Ɑ♇♩

☻ⱪ꜠כ╩ ⇔≡ ⌐⌂∫√⁹∆≢⌐ │ ≢ ─ ⁸ ╩⇔√⅜⁸

⅜ ⌐ ╡ ↑ ⅜ ™≡™╢≤ ∂≡™╢⁹ ╡ ↄ │№╢─⅛⁹ ∫≡™╢

╩ ∆╢↓≤│≢⅝⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒次亜塩素酸は空気中で分解をするので成分が残り続けることはありません。換気を十分に行って

はいかがでしょうか。また、体調不良が続いているとのことですので、医療機関にこれまでの経

緯を伝え、体調不良の原因を相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ≢ⱷ♃ⱡכꜟ╩ ™ ╩⇔√⅜ ┼─ ⅜  ≢ ─√╘⌐ⱷ♃ⱡ

╩ꜟכ ∫≡ ⌂≥─ ╩ ∫√⁹∆≢⌐ ╩⇔√⅜⁸ ≢ ┼─ ⅜ ⌐⌂

∫√⁹ ⌐ ╩⇔√≤↓╤₈ ─ ⌐ ∫√ ≢№╣┌ ∆╢↓≤│⌂™₉≤│

™╦╣√⁹ ┼─ⱷ♃ⱡכꜟ─ ⅜≤≡╙ ≢™╤™╤⌂≤↓╤⌐ ╩⇔≡™╢⁹ ─

─ ♥ꜝ☻⅛╠ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 



☿fi♃כ            ─  

                                    ₈ ₉ 

 

- 63 - 

 

⇒メタノールは劇物に指定されている成分で体内に取り込まれると有害な成分です。既に医療機関

にご相談されている通り、机の消毒のため拭き取る際に皮膚に少量付着したと考えられますが、

体内に取り込まれる量は少量であると考えられるので過度に心配される必要はないと考えられ

ます。一方、机などの消毒には、メタノールの使用は決して行わず、エタノールを使用してくだ

さい。 

4)  殺虫剤・防虫剤 

─ꜟכ♂▪◄ ◆ ⅜ ⌐ ╣ ─ ™╩ ╡√™  ─ ⇔ ╣⌐ Ⱳכꜟ⌐ ╣

≡ ─ꜟכ♂▪◄√™≡⇔ ⅜ ╣≡™╢─⌐ ™√⁹ ™╙─≢ ⅛╠ ╣ ⇔⁸∆≢

⌐ │⌂™⁹ ⇔ ╣─ Ⱳכꜟ╛ ⌐ ╣≡№∫√╙─│ ∆╢⌂≥⇔√⅜⁸ ⌐│

╣ √ ─ ™⅜ ∫≡™╢⁹≥℮⇔√╠ ™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇

♩≢ ═√⁹< > 

⇒既に段ボールなどは廃棄されているので、押し入れに残っている殺虫剤の中味を取り除くために

押し入れ内を水拭きしてください。その後、風通しを良くして換気をすれば臭いは徐々に解消す

ると思われます。また、エアゾールの缶については、お住まいの自治体の廃棄方法に従い廃棄を

なさってください。 

◆ ◦꜡▪ꜞ ─ ⌐≈™≡  ⌐╟╢ ─◦꜡▪ꜞ ╩ ⇔√⅜⁸ ↕╣√◦

꜡▪ꜞ ─ ╩ ⇔√™⁹ ⇔╤№╡ ⌐│ ⇔≡ ⌐

│⌂™≤ ╦╣≡™╢⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒当センターはシロアリ駆除剤に関する安全性の詳細な知見は持ち合わせておりません。一般的に

は、駆除剤に使用されている成分については、人や環境に対する安全性を確認した上で使用され

ています。ただし、まれにアレルギーなどが起きる場合があります。何か現在症状がある場合は、

使用された状況や薬剤などを医師に改めて伝え、相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ☻ⱪ꜠כ ⅛╠ ╣  ™ ☻ⱪ꜠כ ₃₃⅛╠ כ◌≡⇔╩╣

Ɑ♇♩─ ⅜◦Ⱶ⌐⌂∫√⁹ ╩ ⅝⌂≥│⇔√⅜⁸ ⇔≡╙ ™⅜≤╣⌂™⁹≥℮

⇔√╠╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒カーペットのお手入れに関する表示を確認して下さい。染み込んだ殺虫剤は、洗剤が使える場合

は手袋などを着けた上で、薄めた液を使いあて布などしながらたたき出して取り除けば、徐々に

臭いが少なくなると考えられます。 

◆ ◦꜡▪ꜞ ─ ™⌐≈™≡  ⌐╟╡ ─◦꜡▪ꜞ ≤ ◌ⱦ ╩ ⌐

⇔√⁹∕─ ⇔≡╙ ™⅜⌂ↄ⌂╠⌂™─≢ ⌐ ⅎ√≤↓╤⁸ ─ ╩
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⇔≡╙╠∫≡™╢⁹ יִ ⅜ ≈⅜╕∞ ™⅜⇔≡™╢ ⅜∆╢⁹ ™╩⌂ↄ∆ ⅜№╣┌ ⅎ

≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは特別な知見は持ち合わせておりません。臭いを軽減する方法については、既に業

者がされているように換気をすることが一般的です。 

◆ ∫√ ⌐ ⅜№╢⅛ ═√™  ⅛╠ ∫√ ⌐ ⅜№╢⅛ ═√™⁹ ⌐

⇔√≤↓╤ ☿fi♃כ╩ ╩↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは成分の分析などは行っていません。流通している商品などの分析は行政等で調べ

られていますが、個人の製品を調べることはありません。心配な場合は枝豆を生産された方に確

認されてはいかがでしょうか。 

◆ Ⱶ♠Ᵽ♅⌐ ∆╢♄♬─ ⌐≈™≡  ╩ ╪≢™╢⅜⁸Ⱶ♠Ᵽ♅⌐ ∆╢Ⱬ◑▬♃♄

♬─ ╩ ⅎ≡™╢⁹◦ꜙ► ╩ ∫√ ⅜№╢≤ ™√⅜≥─╟℮⌐∆╣┌ ™⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターには病害虫駆除に関する知見はありません。養蜂に関する相談であれば、一般社団法

人日本養蜂協会や地方自治体の農林畜産課などに確認されてはいかがでしょうか。 

◆ Ɫ♅ ─ ™ ⌐≈™≡  ủủ ─Ɫ♅ ⌐≈™≡ⱷכ◌כ⌐ ─ ™ ╩

⇔⁸ ╡ ™ ─ ╛ ╩ ⇔√⁹ⱷכ◌כ⅛╠│ ╩∆╢⅜ │ ≢⅝⌂™

≤ ╦╣√⁹ⱷכ◌כ─ │∕╣≢╟™─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢

═√⁹< > 

⇒製品をより良く、使いやすくするための取り扱い説明書の変更については、メーカーの判断にな

ります。 

◆ ◒⸗─ ─ ⌐≈™≡  ủủ ─◒⸗─ ╩ⱬꜝfi♄─ ⌐

⇔√≤↓╤ ⇔√ ⅜ ─ ⌐ ∫≡⅝√⁹ ╩ ™ ╗↓≤≤ ╛ ⌐╙ ™√⅛╙

⇔╣∏ ⌐⌂∫√⁹ ⁸ │⌂™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹<

> 

⇒○○の製品情報によるとピレスロイド系の成分が使われた殺虫剤です。薬剤が直接皮膚についた

場合は石けんでよく洗う。目に入った場合は直ちに水で洗いすように記載されています。既に洗

浄は済まされているのでご様子をみられて、異常があるようであれば医療機関に相談されてはい

かがでしょうか。少量であることから過度に心配される必要はありません。 

◆ ◦꜡▪ꜞ ─ ⌐≈™≡  ₈ ⌐ ⌐╟╢◦꜡▪ꜞ ╩ ⁹∕─ ⁸ ⌐

⅜ ╢╟℮⌐⌂╡⁸ ╩ ⇔√⁹ ⌐│◦꜡▪ꜞ ─↓≤│ ⅎ≡™⌂™⁹ ↕
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╣√◦꜡▪ꜞ ─ⱷכ◌כ⌐ ⇔√⅜ ⌂ ╩ ⇔≡™╢ ↕╣√⁹ ⌐ ⌂

╙─⅛ ╡√™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ╩ ∆╣┌ ⌐≈™≡

ⅎ≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒当センターはシロアリ駆除剤に関する安全性の詳細な知見は持ち合わせておりません。公益社団

法人日本しろあり対策協会では、シロアリ対策の薬剤や工法について自主基準を策定し、使用す

る薬剤や工法を指導する等の活動を行っています。同協会は、地域ごとに相談窓口を開設して、

安全施行を推進しています。駆除剤の安全性については日本しろあり対策協会を紹介されてはい

かがでしょうか。また、皮膚の状態については、医師に使用された状況や薬剤などを改めて伝え

相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ◦꜡▪ꜞ ─ ─ ⌐≈™≡  ⁸◦꜡▪ꜞ⅜ ⇔≡™⌂™⅛─ ─√╘⁸

⌐ ╩ ≡╙╠∫√⁹◦꜡▪ꜞ│ ↕╣⌂⅛∫√⅜⁸ ╩ ↑√√╘⅛ ⱥꜞⱥꜞ∆╢

⌐⌂∫√⁹ ⁸ ╩ ⇔√ ⌐◦꜡▪ꜞ ╩ ∫≡™╢⁹ ─ ⅜

⌐ ╣ ╪∞─≢│⌂™⅛ ⌐⌂∫√⁹◦꜡▪ꜞ │≥─ↄ╠™─ ⇔≡™╢╙─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒シロアリ防除の薬剤の残留期間については当センターではわかりかねます。公益社団法人日本し

ろあり対策協会のホームページを参考にされてはいかがでしょうか。 

◆ ↑ ─ ⅜ ∫≡™╢ ⅜∆╢─≢ ╡ ↄ │  │ ≢№╢⁹ ﬞ

⁸ ∫≡™√ ↑ ─∑™∞≤ ℮⅜⁸ ╛ ⅜ ╣⌂™─≢∆≢⌐ ╩⇔√⁹∕─

╙⅔∕╠ↄ ∫≡™╢─≢ ⅜ ™≡™╢⁹ ⌐ ∫√╙─╩ ╡ ↄ │⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒既に虫除け剤は廃棄されているので、部屋については拭き掃除などをして、換気をすることで成

分は取り除かれると思います。現在も症状が続いているとのことであれば、医師に相談をされて

はいかがでしょうか。 

◆ ⌐ ⇔√ ™ ─ ⌐≈™≡  ₈ ─ ≤ ╩ ⌐ ⇔≡™√╠ ™

⅜ ⌐ ⇔⁸ ╕∞╠⌐ ⇔√⁹ ≤⌂─╙√∫╠╙≢◓fi♬כꜞ◒│ ─ ╩

⇔≡™╢⁹ ⌐ ⇔√ ™ ⅜ ─ ≢№╢⅛╩ ═≡╒⇔™₉≤─ ╩

≢ ↑≡™╢⁹ ↕╣≡™╢ ╩╖╢≤⁸

─►▼Ⱪ◘▬♩⌐ ↕╣≡™╢ ─ꜞ☻♩╩ ↕╣≡™╢⅜⁸ ─ ≢ ≢

⅝╢ ⌂ │ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹< > 

⇒当センターから特定の分析機関を相談者に直接紹介することはしておりません。防虫剤のメーカ

ーおよび衣類のメーカーに状況を相談することお伝えしています。各メーカーから説明に加えて、
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分析が必要な場合は、「独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 

（https://www.nite.go.jp/jiko/chu ikanki/network/index.html ）」または、「独立行政法人国民生

活センター 

（http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html ）」のウェブサイトに掲載されている検査機関

のリストを参考にご自身で相談をしていただくようご案内しています。 

◆ ♃fi☻╛ ⌐ ⇔√ ─ ™─ ╡  ─♃fi☻╩ ↑√≤↓╤⁸ ╩ ∆╟℮⌂

─ ™⅜⁸♃fi☻─ ╛ ⇔≡™√ ⌐≈™≡≤╣⌂™⁹ │ ⌐ ⅜

╣√╙─≢ ♃fi☻│ ↑≡™⌂⅛∫√⁹ ─ │╦⅛╠⌂™⅜⁸≥℮∆╣┌♃fi☻╛

⌐≈™≡™╢ ™⅜≤╣╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒タンスについては扉や引き出しを開けて風通しを良くすること、保管していた着物については直

射日光が当たらないように陰干しをすることで、徐々に臭いは薄くなると思われます。ただし、

２０年以上も締め切った状態だったとのことですので、時間はかかると思います。また、タンス

や着物からの臭いが室内にこもることがないよう、充分に換気をされてはいかがでしょうか。 

◆ ♄♬ ≡™≈⌐♩כ◦╡  ⅜ ╩⇔≡™╢♄♬ ≡™≈⌐♩כ◦╡ ⇔√™⁹

─ ⌐│♄♬⌐ ∆╢ ╩ ∆ ⅜⌂™─∞⅜⁸↓─╟℮⌂ │≥─╟℮⌂ ⌐

⌂╢─⅛⁹< > 

⇒ダニ取り製品には、シートに設けた隙間へ物理的に捕集することで効果を示す製品があり、ダニ

へ直接の効能を示す成分が使用されていない場合があります。捕集効果についてはメーカーに確

認する必要があります。 

5)  プラスチック製品 

◆ ⌐ ™≡™√ ⅜ ⌐ ∟⁸∕─ ╩ ═√  ⌐ ™≡™√ ⅜│⅜╣√─╩

⅜ ⅛∏⌐ ≢ ╩⇔⁸ ⅜∫√ ╩ ≢ ═≡⇔╕∫√⁹ ─ │►꜠♃fi≤

↕╣≡™╢⅜⁸▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═╢≤ ⇔√ ⌐≈™≡ ⌂ ─ ╙№╡

⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒食品用プラスチック製品は食品衛生法により規格基準が設けられており、安全性に懸念のある物

質の使用の禁止や使用の限度値を設定することにより、プラスチック容器の使用について安全性

の確保が図られています。過度にご心配になる必要はありませんが、電子レンジで温める際には、

容器の材質などを確認し、別の容器に移し替えるなどされてはいかがでしょうか。 

◆ ꜠fi☺─ ╩ ⅎ≡ⱪꜝ☻♅♇◒ ⅜  ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ╩ ꜠
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fi☺≢ ╘√≤↓╤⁸ ─ ╩ ⅎ⁸ ⅜ ⇔√⁹ ⅜∕─⅔ ╩ ═√⅜⁸

⌐ │⌂™⅜ ⅛⁹ ⌐ ⇔√≤↓╤ ─ │ⱳꜞ☻♅꜠fi≢ │

ϴ≢⁸ ꜠fi☺┼─ │ ╘≡™⌂™≤ ╦╣√⁹ ☿fi♃כ│ ⇔

√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒食品に用いられる器具・容器包装は、食品衛生法に基づき材質試験及び溶出試験の規格基準が定

められ、その安全性が担保されています。これらの食品用プラスチックに使われる添加剤につい

ては食品衛生法の規制を受けており、２０１８年に公布された改正食品衛生法で、安全性を評価

して安全が担保された物質をリストアップし、そのリスト（ポジティブリストと言います）に掲

載された物質でないと使用できないことになっています。安全性について過度に心配する必要は

ありませんが、熱湯を製品に使用されることについては、各製品の使用方法や製品記載されてい

る注意事項を確認されることをお勧めします。 

◆ ⱪꜝ☻♅♇◒ ─  ⱪꜝ☻♅♇◒─◖♇ⱪה ⌂╕ה ⌂≥╩ ≢ ⇔≡™

╢⅜⁸ⱪꜝ☻♇◒─ ⌐╟∫≡ ⅜ ⌂╢↓≤⅜╦⅛╡ ⌐≈™≡ ⌐⌂∫√⁹

≢ ∆╢↓≤≢ ⌂ ⅜ ↑ ∆↓≤│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ

♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒樹脂製のフライ返しは、耐熱温度を超えると、融けて変形します。一般にプラスチックそのもの

は、食べたとしても腸内で吸収されることなく、そのまま排泄されます。変形したり焦げるなど

損傷したら使用は中止してください。今後は、調理の際には注意してください。 

◆ ─ⱨꜝ▬ ⇔⅜ ↑√ ─ ⌐≈™≡  ─ⱨꜝ▬ ⇔╩ⱱ♇♩ⱪ꜠כ♩─

⌐ ™≡™√╠ ⅜ ↑√⁹ ─ │╦⅛╠⌂™⅜⁸ ⌐ ⇔≡ ═≡⇔╕∫√ ⁸

⌐ │№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒樹脂製のフライ返しは、耐熱温度を超えると、融けて変形します。一般にプラスチックそのもの

は、食べたとしても腸内で吸収されることなく、そのまま排泄されます。変形したり焦げるなど

損傷したら使用は中止してください。今後は、調理の際には注意してください。 

◓fi♬♦כ● ◆ №≡─ ⌐≈™≡  ₈ủủ⌐≡●כ♦♬fi◓ №≡╩ ⇔√⅜⁸ ⇔

≡∆← ⇔√⁹ủủ⌐◒꜠כⱶ≤⇔≡ ⅎ√≤↓╤ ╕√│ ⌐╟∫≡│ ∆╢

⅜№╢≤ ╦╣√⅜⁸ ≢⅝⌂™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ╛ ∆╢↓≤⌐≈™≡

╩⅔ ™⇔≡╙ ™⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の成分や形状変化に関する詳細情報は持ち合わせておりません。また、

製品の使用または保管状況など詳細は不明とのことですので、変形の原因については現状では分

かりかねます。○○のホームページに公開されている内容では、材質はＥＶＡ製（エチレン酢酸
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ビニル共重合体樹脂）との記載がありますので、一般的な樹脂の性質などについてご説明するこ

とは可能です。 

◆ ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi ─ ⌐☻כ◔ ∆╢ ™ ─  ─ ─☻כ◔

⌐ ™ ⅜ ⇔≡™╢⁹ │ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi≢⁸▬fi♃כⱠ♇♩ ≢ ∆╢≤ ™ │

ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi⅜ ⇔√╙─≤№╢⅜⁸ ─ │ ⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃

≢♩♇Ⱡכ ∫√⁹< > 

⇒お伺いした話から、白い粉はポリプロピレンが光・熱・応力など経時で劣化し、白い粉となった

ものと思われます。 

◒♇♅☻ꜝⱪ─☻כ◔ ◆ ⌐╟╢ ─ ™⌐≈™≡ ─☻כ◔  ⌐№√╡⁸ ↕

╣≡™╢ⱪꜝ☻♅♇◒ ⌐╟╢ ─ ™╩ ╡√™⁹ ⇔≡™╢ ─☻כ◔ │⁸

⅜ ⌂ⱳꜞ☻♅꜠fi≢ ⇔ ⅜ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi≢№╢⁹ ⅜ ╣≡™╢─│≥∟╠─

⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒それぞれのプラスチック素材の特性があり、力の加わり方や外から収納品が見えるなど使い方や

機能により、使用される素材が選ばれるので、単純にどちらが強度に優れているかの質問に答え

ることはできません。一般にポリスチレンは、透明性が高く、硬い性質であり耐衝撃性が低い傾

向があります。ポリプロピレンは、耐熱性、耐油性、機械的強度などに優れ、透明性は低く白濁

しています。 

◆ ⇔√ⱪꜝ☻♅♇◒ ╩ ≤⇔≡ ⇔≡╙ ⅛  ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi ─

ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ─ ⅜ ⇔≡™╢⁹↓─ ╩ ↑─ ≤⇔≡ ⇔≡╙ ⌂

™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒食品用プラスチック製品は食品衛生法により規格基準が設けられ、安全性に懸念のある物質の使

用禁止や、使用の限度値を設定することにより、安全性の確保が図られています。使用を検討さ

れている容器の変色の原因については、入れていた食品によっては、プラスチック容器に食品の

色が移る場合や、時間の経過に伴いプラスチックが変色する場合もあります。何れの場合も衛生

面では問題はありませんが、該当容器の変色の原因は特定できません。容器としての使用につい

ては、心配であれば使用を避けてください。 

◆ ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi ─☻כ◔ ™─ ╡ יִ  ⌐ ⇔√⁸ⱳꜞⱪ꜡Ⱨ꜠fi ◔

◒♇♅☻ꜝⱪ─☻כ ⅜ ™√╘⁸⇔┌╠ↄ─ ⁸ ─ⱬꜝfi♄⌐ ⇔≡⁸ ⌐↕╠⇔≡™√⁹

╙℮ ≤ ™ ╩ ╣√⅜⁸ ⌐ ™⅜ ∫≡ ⇔≡╙ ╣⌂™⁹ⱪꜝ☻♅♇◒─ ™

⅜ ⅎ╢╕≢≥─ↄ╠™⅛⅛╢⅛⁹╕√⁸ⱪꜝ☻♅♇◒─ ™╩ ╢ │⌂™⅛⁹< > 

⇒ポリプロピレンは様々な製品として幅広く使われているプラスチックです。ポリプロピレンなど
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のプラスチック製品の臭いは素材のポリプロピレンだけでなく、製造時に添加されている安定化

剤などの臭いも原因となると考えられます。一般的に、プラスチック製品の臭いは時間の経過に

伴って徐々に薄くなると思われますが、臭いが気にならなくなるまでの期間は、温度・湿度・換

気などの環境や、使用されている成分等、さらに個人の臭いの感じ方などにより異なります。外

気にさらすのは有効な方法です。衣類についても同様に臭いは徐々に消えていくと思われます。 

◆ ⱪ꜡♥▬fi◦▼כ◌כ─ ⌐≈™≡ ─◓fi♬כ꜠♩  ⌐ⱪ꜡♥▬fi◦▼כ◌כ╩ ⇔

≡™╢⁹ ⌐ ↕╣≡™╢ ─ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ⌐ ⅎ╢≤⇔≡ ϴ

─ ⅜№╢⁹ ≢ ϴ ─ │ ≤↕╣≡™╢⁹≥℮⇔≡ ⅜ ™─⌐ ⅎ⌂™─

⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒製品の表示内容については、メーカーに確認されることをお勧めします。お問い合わせの内容に

ついては、トレーニング用のプロテインに使用される専用容器で、メーカーにて食器用洗浄機の

使用を検討した上で耐熱性の表示がされています。一方、牛乳には油脂分などが含まれているた

め、温度によっては容器に影響する恐れがあるために使用を避ける注意表示をされていると思わ

れます。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ⅜ ⌐Ⱪꜝ◒כ◌♇◘─ ⇔√⅜⁸◓ꜝ►fi♪⅜ ™╟℮≢

│ ⌐ ─ ⅜≈™≡™╢⁹ ╖ ╗⁸ ™ ╗⌂≥⇔≡™╢⌐ ™⌂ↄ ⇔≡™

╢⁹◒ꜝⱩ⌐ ⇔√≤↓╤ │⌂™≤ ↕╣√⅜⁸ ⇔√ ╛ⱷכ◌כ⅜ủủ≢№╢↓

≤╙ ⇔√≤↓╤≢№╢⁹ ┼─ │⌂™─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃כ│

☿fi♃כ⌐ ↕╣√⁹< > 

⇒人工芝の材質や経年劣化などの製品に関する詳細な情報は当センターにはありません。個々の製

品の安全性については、メーカー○○に確認をお願いします。人工芝の安全性については、米国

環境保護庁（EPA）、欧州化学品庁（ECHA）、オランダ国立公衆健康環境研究所（RIVM）等が調査

研究を行っており、日本では、国立医薬品食品衛生研究所が、これらの研究成果を収集調査して

います（https://research -er.jp/projects/view/998443 ）。その結果として、人工芝の健康リス

クは無視できるレベルであると報告されており、過度に心配する必要はないか思います。 

◆ ◗Ⱶ ─ ⌐≈™≡ Ⱪꜝfi♪─◗Ⱶ♩כủủ─ⱪꜝ▬ⱬכⱤכ☻  ─ ⅜⁸

⇔√ ⅛╠ ↕ↄ⌂╡◗Ⱶ ⌐☿♇♩≢⅝⌂™⁹ủủ⌐ ⇔√≤↓╤ ≢ ∆╢≤ ╦╣

√─≢ ∟ ╖ ≤ ⇔⁸ ∆╢≤ ╦╣√⁹∕─ ⁸ ─ ⌐≈™≡ ⅜ ⌂™

─≢ ⇔√≤↓╤⁸ ⌐│ ⌂™≤™╦╣√⁹◗Ⱶ ⌐☿♇♩≢⅝⌂™↓≤⌐≈™≡│

⅜⌂™⁹ ≢│ ⌐⌂╠⌂™─≢ủủ─ ⌐ ╘≡ ⇔√⅜⁸ ⌂™≤ ╡ ⇔≡ ╦╣

√⁹ ⌐ ≢⅝⌂™─≢ ─ ☿fi♃כ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ⇔√ ≤⇔≡
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╩∆╢≤™╦╣√⁹₃₃─ ⌐≈™≡│⁸≥℮⇔≡╙ ≢⅝⌂™─≢⁸ ⌐╙ ╩⇔≡⅔

╡⁸ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒ＰＬ法に基づいてメーカーからの損害賠償を受けるには、消費者が、製造物に欠陥が存在してい

たこと、損害が発生したこと、損害が製造物の欠陥により生じたことの事実を明らかにすること

が原則となります。今回の内容は該当しないと考えられます。いただいたご意見はアクティビテ

ィノート、および年度報告書等で公開し、誰もが見れるようにするとともに、関連する団体、機

関との情報の共有を図ってまいります。 

─♩♇Ɑכ◌ꜟ▬♃ ◆ ╩⇔≡╒⇔™  ⌐ ─ ╩ ⇔≡

╩⇔≡ ⁸ │ ∟ ™√⁹ ↄ╠™ ⅛╠ ⅜№╡ ⌐≈™≡ ⅎ√≤↓╤⁸

╩ ∆╢√╘⌐ ╩♩♇Ɑכ◌ꜟ▬♃™⇔ ™√√╘∞≤ ℮⁹ ─

⌐╙ⱨ꜡כꜞfi◓─ ⌐ ╩♩♇Ɑכ◌ꜟ▬♃⌐ ™√↓≤╩ ™ ⇔⁸ ≤⇔≡│ ⅜№

╢≤ ∫≡™╢⁹ ⌐ ≤─ ╩ │♩♇Ɑכ◌ꜟ▬♃⁸⅜√⌡ ⌂™≤ ╦╣≡™╢⁹

☿fi♃כ◌ꜟ▬♃⌐כⱭ♇♩─ ⌐≈™≡ ╩⇔√≤↓╤⁸ ☿

fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは製品に関する調査・分析等は行っておりません。一般的に、対象とする成分が限

定できないまま調査・分析するのは極めて困難です。現在の微熱が続く体調不良については、既

に主治医に相談されていますが、より詳しい医療機関なども含め相談されることをお勧めします。 

6)  化粧品 

◆ ─ⱢⱵ●◐─  ⅛╠ ─ⱢⱵ●◐─ ─ ⌐≈™

≡ ↕╣≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ⅜≢⅝╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは成分の分析などは行っていません。流通している商品などの分析は定期的に保健

所などで調べられています。消費者が、何について知りたいのか明確した上で、メーカーに質問

されるよう消費者に伝えられてはいかがでしょうか。 

◆ Ɫfi♪♁כⱪ─ ⅜ ╡ ↑╢⅛╙⇔╣∏  ủủ─ Ɫfi♪♁כⱪ╩ ⇔≡™╢⁹

╩ ⇔─ ⌐∏∫≤ ™≡™√⅜⁸∕─ ⌐ ™─ ⌐ ⅜│⌡≡™√╟℮≢ ╩∆∆™

∞╠ ⅜ ∫√⁹ ╩ ₁ ╣≡™√─≢ ╩ ⇔≡ ⌐ ⅜╢↓≤⅜ ⌐⌂∫√⁹ⱷכ◌

⌐כ ⇔√≤↓╤ ─Ɫfi♪♁כⱪ─ ⅜ ⌐№╢⅛╙⇔╣⌂™⅜⁸ ⌂─≢ ╣≡╙

│ ⌂™─≢ │⌂™≤ ╦╣√⁹∕─ ≢ ⇔™─⅛⁹ⱷכ◌כ⅛╠

☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒既にメーカーにもご相談をされていようですが、お伝えいただいたとおり、周囲に広がるとして

も極めて少ない量ですので過度に心配される必要はありません。 
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◆ Ɫfi♪♁כⱪ─ ⌐≈™≡  Ɫfi♪♁כⱪ╩ ⌐↓╓⇔⁸∆←⌐ ⅜≈⅛∏⁸ ⌂≥⌐ ╣

√⅛╙⇔╣⌂™⁹ ⁸ ⌐ │⌂™⅜ ⁸ ╩ ╓∆↓≤│⌂™⅛⁹ⱷכ◌כ⌐ ™

╦∑√≤↓╤⁸ ≤≤╙⌐ ⅜ ╣≡ↄ╢─≢ ⌂™≤─ ≢№∫√⁹≥℮⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒エタノール濃度が６０％以上の製品にて行う手指の消毒は、新型コロナウイルスやインフルエン

ザウイルスの失活には有効と言われています。一方、ハンドソープは手に付着している病原性の

あるウイルスなどを洗い流すことで取り除くことになります。どちらが良いのではなく、その場

面に応じて手指を衛生にするために行うことが必要です。 

◆ Ɫfi♪♁כⱪ≤◄♃ⱡכꜟ ≢│≥∟╠⅜ ™⅛  ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ⌐│⁸Ɫ

fi♪♁כⱪ≤◄♃ⱡכꜟ ─≥∟╠⅜ ™─∞╤℮⅛⁹▬fiⱨꜟ◄fi◙╙ ≢∆⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒エタノール濃度が６０％以上の製品にて行う手指の消毒は、新型コロナウイルスやインフルエン

ザウイルスの失活には有効と言われています。一方、ハンドソープは手に付着している病原性の

あるウイルスなどを洗い流すことで取り除くことになります。どちらが良いのではなく、その場

面に応じて手指を衛生にするために行うことが必要です。 

◆ Ⱬ♫─ ⌐≈™≡  ─ ↑ ╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ⌐Ⱬ♫─ ⌐

∆╢ ╩ ⇔≡™╢⁹Ⱬ♫≤│≥─╟℮⌂╙─⌂─⅛ ≤⇔≡ ⌂↓≤ ╡√™⁹

☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ヘナまたはヘンナはミソハギ科の多年草で、その抽出液は草木染の原料となります。皮膚や毛髪

のタンパク質と結合して染色され、古代から使用されてきた実績があります。化学的には赤色色

素のローソンとタンニンが染色する化学物質になります。植物由来の成分ですが、まれにかぶれ

などを起こすこともあり使用の際には、あらかじめパッチテストをすることが勧められています。 

◆ ╩ ∆╢ ─ ┼─▪♪Ᵽ▬☻⌐≈™≡  ╩ ⅛

╠ ⇔≡ ╩ ⇔≡™╢⁹ ─ ⅛╠⁸ ─ ⌐≈™≡─ ─

⁸╕√⁸ ─ ⌂≥⌐≈™≡▪♪Ᵽ▬☻╩⇔≡╒⇔™⁹ │

⅜ ⌂─≢ ™ ╦∑│ ⅛⁹< > 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せの内容についてお答えできかねます。製造物責任法は消費者庁の所管で、製造物責任法につい

ては、製造物責任法の概要Q&A | 消費者庁 (caa.go.jp) 、製造物責任(PL)法の逐条解説 | 消費

者庁 (caa.go.jp) などを確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ╩ ∆╢ ─▪♪Ᵽ▬☻⌐≈™≡  ─ ╩ ⇔≡™╢⁹▪♪Ᵽ
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▬☻╩⇔≡╒⇔™─∞⅜⁸ ⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢

═√⁹< > 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せの内容についてお答えできかねます。身体用の石鹸の製造販売については、医薬品医療機器総

合機構（ＰＭＤＡ）の「手続きについて

（https://www.pmda.go.jp/review -services/drug - reviews/procedures/0022.html ）」などを確

認されてはいかがでしょうか。 

◆ ╖⅜⅝ ┼─ ─ ⌐≈™≡  ≢│ⱱ꞉▬♩♬fi◓ ╖⅜⅝─ ≤⇔≡

╩ ⇔√ ⅜№╢⅜⁸ ─ ≢│ ↕╣≡⅔╠∏⁸ ≢ ⅛╠

∆╢↓≤│ ≢№╢⁹ ╖⅜⅝─ ≤⇔≡ ╩ ∆╢↓≤│⁸ ≢│ ↕╣≡

™╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒過酸化水素の関連情報として、『厚生労働省医薬局課長通知（過酸化物を用いた歯面漂白材の取

扱いについて：平成１４年２月６日医薬監麻発第２０６００１医薬審発第２０６００１号 

mhlw.go.jp) 』において、「過酸化尿素等の過酸化物を歯の表面に塗布し、歯の漂白や歯面清掃の

補助を目的とする製品(いわゆるブリーチング材)については、その作用が緩和とはいえず、歯科

医師による口腔内の診査診断が必要であることから、医薬部外品及び化粧品には該当せず、薬事

法上医療用具(歯科材料)として取り扱われるものである」とあります。また、歯みがき剤のよう

に、人体に使用される製品は、医薬品医療機器等法の規制を受け、化粧品または医薬部外品とし

て販売されています。同法に基づき「化粧品基準」「薬用歯みがき類製造販売承認基準」が制定

されています。過酸化水素は「化粧品基準」で配合が禁止されている成分です。また、「薬用歯

みがき類製造販売承認基準」では、薬用成分として承認を得ていません。参考になさってくださ

い。 

כꜝ◌▪┼ ◆ ⌐≈™≡  ⌐ ⇔√ ⌐ ╩⇔≡™╢⁹ ⅛╠ ⅜ ⇔

ↄ⌂™≤↓╤⅜№╢─≢ ⌂⌐⅛ ™ √╢↓≤│⌂™⅛≤ ⅛╣√⁹Ⱬ▪◌ꜝכ╩ ™ ╩

╘≡™╢⅜⁸ ⇔≡™╢─⅛ ⇔√™⁹Ⱬ▪◌ꜝכ ─ ⌐≈™≡ ☿fi♃

⌐כ ∑√≤↓╤⁸ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは、ヘアカラー製品の腎機能への影響についてはわかりかねます。ヘアカラー製品

を含む身体に使用する製品及び使われている成分は、製品の使用方法を含めた安全性についてメ

ーカーにて安全性を確認しています。一方、人によってアレルギーなどの症状を起こす場合があ

ります。製品には使用されている成分について全成分表示がされていますので、製品を診察の際

に持参して相談をされてはいかがでしょうか。 



☿fi♃כ            ─  

                                    ₈ ₉ 

 

- 73 - 

 

◆ ─ ─♬○▬⌐≈™≡ ─ⱷ⁸⅜™⌂╠⅛╦│כ◌כ ≢ ≥╙⅜

─ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⌐ ∆╢≤ ╛ ⅛╠ ≤ ╦╣╢♬○▬⅜∆╢⁹

↓─♬○▬╩⌂ↄ∆⌐│≥℮⇔√╠╟™─⅛⁹⅔∕╠ↄ ↕╣≡™╢ ─♬○▬∞≤ ℮⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒手指の衛生を目的に使用される消毒剤であれば、使用方法に従えば、製品のニオイが残っても安

全性に問題はないと思われます。製品に関する詳細な情報は当センターにはありませんので、メ

ーカーに確認されてはいかがでしょうか。手指に残るニオイについては、水洗いなど行えば徐々

に薄くなりますが、ニオイに関する感受性は個人差が大きく、人によっては残っていると感じる

場合があります。一方、過剰な手洗いによって皮膚を傷めてしまう場合もありますので、注意さ

れてはいかがでしょうか。 

7)  建材 

─♩♇♀כ꜡◒ ◆ ─ ™⌐≈™≡ ⌐♩♇♀כ꜡◒─™╕  ╣≡™√ ⌐⁸ ⇔⅛╦⅛╠

⌂™⅜ ⌂ ─◦Ⱶ⅜≢⅝╢╟℮⌐⌂∫√⁹∕↓⅛╠ ─♬○▬╙⇔≡™≡⁸ ╕™─ ─

⌐╙ ⌂◦Ⱶ⅜≢⅝≡™╢⁹ ╕™ ⌐ ™√╙─⌐╙⁸ │ ∂╟℮⌂◦Ⱶ⅜≢⅝⁸ ∂

╟℮⌂♬○▬⅜∆╢╟℮⌐⌂∫√⁹↓─╟℮⌂↓≤⅜ ⅝╢─≢ ≢№╢⁹≥℮⇔√╠╟™─⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒当センターではお話の内容からでは原因や対策の判断できません。クローゼットの中に保管され

たものの臭いは、換気を行うことで軽減すると考えられます。住まいの外に置かれたものについ

てはどのような状況かお話からでは分かりかねます。 

◆ ─ ─ ─ ™⌐≈™≡  ─ ≢ ╘ ∫√╕╕⌐⇔≡™√

⌐ √≤↓╤ ⅜ ↄ⌂∫√⁹ ─ ™⌐≈™≡▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═╢≤ ⌂

ⱱꜟⱶ▪ꜟ♦ⱥ♪⌐ ∆╢ ⅜ ⅛╣≡™≡ ┼─ ⌐≈™≡ ⌐⌂∫√⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒現在の建材や家具については、過去に懸念されたシックハウス症候群の原因に可能性があるホル

ムアルデヒドの放散量を管理しています。新築とのことですので、ホルムアルデヒドの放散を過

度に心配する必要はありません。臭いについては、建材、家具などの接着や塗装に使用されてい

る有機溶剤や樹脂由来の可能性があります。一般的に部屋の臭いなどについては時間の経過と共

に徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの期間は、温度・湿度・換気などの環境や

個人の感じ方によって異なります。 

◆ ▪Ɽכ♩⌐ ∫ ⇔≡⅛╠  ⅛╠₈ ◌ ⌐ ▪Ɽכ♩┼ ∫ ⇔≡⅛

╠ ⌐⌂╡⁸◦♇◒Ɫ►☻─ ⅜№╢₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹≥℮⌂─⅛⁹<
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> 

⇒新築のアパートとのことですが、２００３年７月の建築基準法改正でシックハウス対策のための

規制が導入され、原因物質のひとつであるホルムアルデヒドについては放散量の多い建材は使用

できなくなりました。同時に、原則として全ての建築物に換気設備設置が義務付けられましたの

で、住宅内に空気がこもらないようにされています。現在の体調不良の原因については、医療機

関に相談されるよう伝えてはいかがでしょうか。 

◆ ╩ ∆╢√╘─ ─ꜞⱨ◊כⱶ⌐≈™≡  ⌐ ╩ ⇔√ ⌐ ⅜

ↄ⌂╡⁸ ≤ ↕╣√⁹∕─ ⁸∕─ ⌐│ ╕∏⌐ ─ ™ ≢ ╠⇔≡⅝√⁹

ↄ≡ ╘⌂™ ⌐⌂∫√√╘⁸ ⌐ ≡√ ╩ꜞⱨ◊כⱶ⇔≡ ╗↓≤╩ ⅎ≡™╢⁹

│ ∆⌂≥⇔≡™╢⅜⁸ ≢╙∕─ ⌐ ↄ≤ ⅜ ↄ⌂╢⁹ ╩ ∆╢√╘─

ꜞⱨ◊כⱶ╩⇔√™≤ ℮⅜⁸∕─╟℮⌂ ╩⇔≡ↄ╣╢ ╩ ⇔≡╙╠ⅎ⌂™⅛⁹

☿fi♃כ│ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒塩ビ樹脂は、床材、壁紙なとの建材の他、食品容器、医療機器など幅広く使用されている素材で

用途別に安全性は評価されており安心してお使い頂けます。６０℃では危険な物質が生成するこ

とはありませんので、過度に心配される必要はないでしょう。 

◆ ⱦ ─ ⌐ ╩↓╓⇔√ ─ ⌐≈™≡  ─ ⌐ ╩↓╓⇔≡⇔╕∫√⁹

│ ⱦ ≢⁸ √ ⌐│ │⌂ↄ⁸ ⌐╙ │⌂™⁹ ⱦ│ ↄ╠™≢ ⌂ ⅜

∆╢≤─▬fi♃כⱠ♇♩─ ╩ ⅛↑ ⌐⌂∫√⁹≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃

│כ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒塩ビ樹脂は、床材、壁紙なとの建材の他、食品容器、医療機器など幅広く使用されている素材で

用途別に安全性は評価されており安心してお使い頂けます。６０℃では危険な物質が生成するこ

とはありませんので、過度に心配される必要はないでしょう。 

◆ ▪Ɽכ♩─ꜚ♬♇♩Ᵽ☻─ ⌐≈™≡  ▪Ɽכ♩ ╩⇔≡™╢⁹ ⇔≡™√ ─ꜚ

♬♇♩Ᵽ☻⅜ ↄ ⇔≡™╢⁹Ɫ►☻◒ꜞכ♬fi◓≢╙ ≤∑⌂™─≢⁸ ⌐ ╩

⇔√⅜ ∂≡ↄ╣⌂™⁹ ⅜ ≢№╢≤ ℮⅜⁸ ⇔≡™⌂™≤™∫≡™╢⁹ꜚ♬♇♩Ᵽ

☻─ ⇔√ ╩ ≤ ≢⅝⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═

√⁹< > 

⇒土地の造成や家の工事に伴い子どもが化学物質にさらされることについては、できる限り窓を閉

めるなどをして避けられてはいかがでしょうか。一方、使用される様々な化学物質については、

使用方法などが守られれば過度に心配される必要はありません。工事の施工をする業者に乳児が

いるので臭気の原因となる化学物質の放散をできるだけ避けるよう注意して頂きたいとお伝え
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になってはいかがでしょうか。 

◆ ╩ ⇔≡™╢ ─ ≥╙┼─ ⌐≈™≡  ─ ≢ ╩ ⇔≡™╢⁹ ─ ≥╙⅜

™╢─∞⅜⁸ ─ ╛ ─ ─ ₁⌂ ⌐≈™≡ ≥╙┼─ ╩ ⇔≡™╢⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒土地の造成や家の工事に伴い子どもが化学物質にさらされることについては、できる限り窓を閉

めるなどをして避けられてはいかがでしょうか。一方、使用される様々な化学物質については、

使用方法などが守られれば過度に心配される必要はありません。工事の施工をする業者に乳児が

いるので臭気の原因となる化学物質の放散をできるだけ避けるよう注意して頂きたいとお伝え

になってはいかがでしょうか。 

◆ ─ ─ ⌐≈™≡  ╡ ™─ꜞⱨ◊כⱶ ⌐ ─ ╩⇔≡╙╠∫√≤↓

╤⁸ ╩ ∆╢≤ ─ ™⌂≥⅜⇔≡ ⅜ ↄ⌂∫√⁹∕─ ⁸ ─ ⌐ ╩╛╡

⇔≡╙╠™⁸ ⇔≡╙ ™⌂≥╙⇔⌂ↄ⌂∫√⁹ ─ ╙⌂ↄ⌂∫≡™╢⁹√∞⁸ ⌂≥

⌐│⁸ ∫≡™╢⅛╙⇔╣⌂™─≢ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢

═√⁹< > 

⇒水栓部分にはフィルターなどが装着されている場合があります。フィルターには給水管からの異

物が残っている場合がありますので、取り除かれるなどされてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ─ꜞⱨ◊כⱶ⌐╟╢ ™⌐≈™≡  ▪Ɽכ♩⌐ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ─

─ꜞⱨ◊כⱶ⌐╟╢ ⌂≥─ ™⅜ ™⁹ ⁸ ⌐ ⇔ √⅜⁸₈∕╪⌂⌐ ™│⇔≡

™⌂™│∏⁸№≤ ⌂─≢ ╩╟ↄ⇔≡ↄ∞↕™₉≤ ╦╣√∞↑≢ │ ∆╢≤ ╦╣

√⁹ ⌐ ∆╢↓≤│ ╘≡™╢─≢⁸ꜞⱨ◊כⱶ╩ ⇔ ⌐⇔≡╙╠™√™⅜ ∫

≡╙™™╙─⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒リフォームの中断については当センターでは判断できません。臭いの感じ方は個人差が大きく、

人によって臭いの質や強さの感じ方は様々なようです。辛い臭いを感じていることを管理会社の

方に再度説明して、リフォームのスケジュール変更についてご相談をされてはいかがでしょうか。 

8)  工業製品 

◆ ╩ ∫√◖fi♦fi◘כ─ ⌐≈™≡  ╩ ∫√◖fi♦fi◘כ─ ⌐№√╡⁸∕

╣⌐⅛⅛╢ │ⱷכ◌כ⌐ ≤⇔≡ ≢⅝╢─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi

≢♩♇Ⱡכ♃ ∫√⁹< > 

⇒製造物責任法では、製造物を、「製造又は加工された動産」と定義し、その製品で事故が発生し

た場合は、製造物の欠陥による事故となり製造物責任法の適用となる可能性はあります。今回の
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お尋ねでは製品による事故で損害が起きていませんので請求することは難しいと考えられます。 

詳しくは消費者庁の「製造物責任法の逐条解説 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_ann

otations/ ）」、「製造物責任法の概要Q＆A 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html #q3）」 

を参考になさってください。 

◆ ─◄▪◖fi ●☻⌐≈™≡  ─◄▪◖fi ●☻╩ ⇔╟℮≤⇔√≤↓

╤⁸ ⇔≡™√ ─●☻⅜ ⌐⌂∫≡™√⁹ ─ ●☻╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ─ │

╘≡≢№╢⁹≥↓⌐ ⇔√╠ ™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒当センターでは個別の製品の詳細情報は持ち合わせておりません。購入された製品については、

メーカーにお問い合わせをされてはいかがでしょうか。 

◆ ─ ≢ ╩ ⅜∆←╣⌂™  ╒≥ ⌐ ─ ≢ ⅜ ↕

╣√⁹∕─ ⌐◦fi♫כ⅜ ╦╣⁸∕╣ ⁸ ⅜⇔≡ ⅜∆←╣⌂™⁹⅛⅛╡≈↑ ⌐│

≤ ╦╣√⁹◦fi♫כ⅜ ─ ≢│⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ

♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒当センターは頭痛の原因を特定できる知見は持ち合わせていません。既に医療機関に相談をされ

ているので、経過や症状などについて再度相談されてはいかがでしょうか。 

ꜟכ♂▪◄ ◆ ─ ⌐≈™≡  ⅜ ꜟכ♂▪◄─ כ♫כꜞ◒─

╩ ⌐╕≤╘≡ ⇔√⁹∕─ ─ ⅜●☻ ↑⇔√╟℮≢ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ⱷכ

⌐כ◌ ™ ╦∑√≤↓╤ ⅛╠ │ ⅎ╢≤ ╩ ↑≡™╢╟℮∞⁹ ⇔√ ⅛╠◄

│ꜟכ♂▪ ⌐≈™≡ ╕╡│№╢⅛ ™ ╦∑╩ ↑≡™╢⁹≥℮⌂─⅛⁹╕√↓─ ™

╦∑ ╩ ⇔≡╙ ™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒エアゾール製品の使用期間の表示については、メーカーが製品ごとに使用期限を定めて表示して

いる場合があります。今回の問い合わせの製品に記載されている表示を確認する必要があります。

個々の製品に関しては当センターには情報はありませんが、一般的なエアゾール製品に関する説

明であればご紹介いただいてもかまいません。 

─כⱤכ☻ ◆ ≢ ™ ─╟℮⌂╙─⅜ ╩ ⇔≡ ╕≢ ⇔√  ◌ כⱤכ☻⌐

─ ≢ ╩ ⇔√ ⌐⁸ ⌐ ™ ─╟℮⌂╙─⅜≈™≡™≡ ╛ ⌐ ⇔√⁹ ≢

⅝ ∫√⅜⁸ ™√≤↓╤─ ⅜⅛┬╣╩ ↓⇔⁸ ╩⇔√⅜ ⅜ ∫√ ≢№╢⁹

≢ ⇔√ ─ ╩ ™⁸∕─ fiכ◖ꜞ◦≢ ┘◔▬ ≤▪ꜟⱵ♬►ⱶ⅜ ╕╣≡™╢≤
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ⅎ╠╣√⁹ ≤─ ⌐≈™≡│⁸ ☿fi♃כ⌐ ╩⇔≡™╢⁹ ↕╣√ ⌐≈™

≡╦⅛╠⌂™≤™╦╣⁸ ☿fi♃כ╩ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒成分分析の結果から、ケイ素の化合物であるシリコーン系の油成分とアルミニウムという金属成

分が細かく削れて細かな粒子となり黒くなったものが主な成分であると考えられます。シリコー

ンの油は回転などする部分について潤滑油などに使われることもあります。可能性のひとつとし

て、食品化工の関連施設で発生した潤滑油成分が袋に付着したと考えられますが当センターでは

確認ができません。 

─♄כ♁ ◆ ╩ ∆╢ ─▪♪Ᵽ▬☻⌐≈™≡  ủủ≤™℮ ╩ ℮ ⌂

─∞⅜⁸ ─♄כ♁ ─ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⌐ ⇔≡▪♪Ᵽ▬☻╩⇔≡╒⇔

™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せの内容についてお答えできかねます。製造物責任法は消費者庁の所管で、「製造物責任法につ

いては、製造物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、「製造物責任( ＰＬ) 法の逐条解説」が消費者庁 

(caa.go.jp) から公開されていますので確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ɘ Ⱪ♅꜡ꜝ◒♩fi─ ⌐≈™≡  ≢ɘ Ⱪ♅꜡ꜝ◒♩fi╩ ∫≡™╢⁹↓─ │

≤ ∆╢≤ ─╟℮⌂ ╩ ∆╢≤─ ⅜№∫√⁹ ≤ ⇔√╙─╩ ∆╢

⌐≈™≡ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターはγ－ブチロラクトンの廃棄方法についての情報は持ち合わせておりません。γ－ブ

チロラクトンを入手された事業者から提供された安全データシートに記載されている廃棄上の

注意を確認し、情報が不足していれば事業者に確認されてはいかがでしょうか。 

◆ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ⅜⅛⅛∫√ ─ ⌐≈™≡  ▬fi♃כⱠ♇♩ ≢

♫♩ꜞ►ⱶ⅜ ─ ╩ ⇔√⁹ ╣ ≤⇔⌐ ∆╢≈╙╡∞⅜⁸ ↄ⌐ ╘√

─Ɫfi♪ꜟ⌐ ∫≡ ⅜⅛⅛∫√⁹≥℮∆╣┌╟™⅛╦⅛╠∏ ╙⇔≡™⌂™⁹≥─╟℮⌐

╩∆╣┌╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性の液体で皮膚に対しての腐食性、眼に対しての刺激性が高い

こと、また、金属に対しても腐食性があります。手袋や保護メガネを着け、皮膚に直接触れたり、

目に入らないように注意して、すぐに大量の水でよく洗い流して水分を拭き取ってください。液

が着いた金属部分については、変色や錆ることがありますので、自転車の専門店に相談されては

いかがでしょうか。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ─ⱷ⁹╢№≢כ◌כ ⌐≈™≡ ≤─ ≢

⌐ ∆╢↓≤╩ ╘╠╣≡™╢⁹ ╩ ⇔⌂™≤ ≢ ⌐⌂╢─⅛⁹
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☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターは、特定の企業・製品に関するコンサルタント業務は行っておりません。お問い合わ

せの内容についてお答えできかねます。製造物責任法は消費者庁の所管で、「製造物責任法につ

いては、製造物責任法の概要Ｑ＆Ａ」、「製造物責任( ＰＬ) 法の逐条解説」が消費者庁 

(caa.go.jp) から公開されていますので確認されてはいかがでしょうか。 

9)  家電製品 

◆ ⇔ⱳ♇♩⌐ fiכ◖ꜞ◦╢™≡╣↕ ─ ⌐≈™≡  ₈ ⇔ⱳ♇♩─Ɽ♇◐fi─

fiכ◖ꜞ◦╢№≢ ─ ⌐≈™≡ ⌐⌂∫√₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ⇔ⱳ♇♩⌂

≥⌐ fiכ◖ꜞ◦╢™≡╣↕ ─ │≥℮⌂─⅛⁹< > 

⇒食品に用いられる器具・容器包装は、食品衛生法に基づき材質試験及び溶出試験の規格基準が定

められ、その安全性が担保されています。有害な物質が溶け出すことはありません。また、一般

にシリコーン樹脂は耐久性、化学的安定性に優れていると言われています。 

◆ ⱷ⸗ꜞכ╩ ⇔√⅜ ⅛  ≢ ⱷ⸗ꜞכ╩ ∆╢√╘ ⇔√⁹ ⌐

╘≡⇔╕∫√⅜⁸ ⌐│●ꜞ►ⱶ╛ⱥ ⅜ ╕╣≡⅔╡ ╙ ⌐ │⌂™∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│ ─ ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒ＵＳＢメモリーに使われている半導体には、ガリウムやヒ素が使われている場合があります。廃

棄の際には注意が必要です。すでに土に埋められたのは少量なので、ご心配される必要はありま

せんが、今後は自治体にて決められた方法で廃棄してください。 

◆ ─ ╣⌐≈™≡  ▬ⱬfi♩ ≢ ⇔√ ╡─ ≢ ╣⅜ ⅝√⁹ ⇔

√╙─│ ⌐ ⅝ ╡╩∆∆╘≡™╢⁹▬fi♃כⱠ♇♩≢₈ ─ ╣₉─ ╩ √─≢

ⅎ≡╒⇔™⁹< > 

⇒記事の「乾電池からの液漏れ（２０２０年３月掲載）」については一般的な注意点について記載

しています。使用された電池の種類などによって注意点が異なりますので、必ず電池の種類など

メーカーに確認をしてください。 

─╠⅛כ◘◐Ⱶכ◘כꜙ☺ ◆ ™ ⌐≈™≡  ủủ ╩כ◘◐Ⱶכ◘כꜙ☺─ ∫≡™╢⅜⁸

™ ─ ⅜ ⅛╠ ≡ ⌐⇔√⁹ⱷכ◌כ⌐ ⅛ ⇔√≤↓╤ ≢ ⅜№╡⁸

≢№╣┌ ≢№╢≤ ⅛╣≡™╢⁹↓╣│ ⇔≡╟™─∞╤℮⅛⁹ ☿fi♃

│כ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒メーカーが回答された通り、ミキサーの回転部分などには機械油やオイルシールが使われていま

すが、負荷がかかるなどすると削れることや漏れ出ることがあります。付着した程度の削りカス
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や油の量であれば口にしても影響は低いと考えられます。現在、体調に影響がないようであれば

過度に心配されることはありません。 

◆ ⅛╠─ ™⌐≈™≡  ♥꜠ⱦ≤ⱦ♦○꜠◖⁸כ♄כⱤ♁◖fi╩ ⇔ↄ⇔√≤↓╤ ∆

╢≤ ™⅜∆╢⁹ │ ™⅜ ⌐⌂╠⌂™⅜⁸ │ ™╩ ↄ ∂╢⁹↓─╟℮⌂ │↓╣

╕≢⌂™∞╤℮⅛⁹ │▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒新しい電機製品などでは基盤や製品の外側に使用されている素材から、作動させると発生する熱

により、臭いがすることがあります。時間の経過とともに臭いは徐々に少なくなります。臭いが

気になる場合は、換気をしてください。また、臭いを強く感じるのであれば機器の不良による場

合も考えられますので製品のメーカーにご相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ⱨ♇ ─ ⱳ♇♩─ ⌐≈™≡  ⱨ♇ ⇔√ ⱳ♇♩╩ ⇔≡⅔

╡⁸ ⌐≈™≡─ ⅜№∫√⁹ ─ ⌐≈™≡ⱷכ◌כ⌐ ⇔√≤↓╤ ⇔

≡™╢⅜⁸ │ ⇔≡⅔╠∏⁸ ⌐ ⌂™≤ ╦╣√⁹ⱷכ◌כ─™℮↓≤│

⌐ ⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒製品の安全性についてはメーカーがコメントすべきで当センターではお答えできません。ＰＦＯ

Ａを使用していないと回答していることからメーカーにて安全性は確認していると考えられま

す。一般に、ＰＦＡＳとは、有機フッ素化合物を表す総称になります。環境中では分解しにくい

と言われています。その中でもＰＦＯＡ又はその塩類については、２０１９年の４～５月に開催

されたストックホルム条約締約国会議で、長期間にわたって分解されずに環境中に残留する有害

な汚染物質（ＰＯＰｓ）として、世界的に製造、輸出入、意図的な使用を禁止することが決定さ

れました。国内においては、２０２１年４月１６日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定され、「ＰＦＯＡ又はその塩」は第一種特定化

学物質の指定となり、規制されています。 

◒כⱤ☻⅜♪כ◖─ ◆ ⌐ ™⅜≤╣⌂™  ⌂─∞⅜⁸ ─ ─√╘⌐

╩ ∫≡™√⁹ ─ ∞⅜⁸ ☻Ɽכ◖≡⇔◒כ♪⅜ ⅎ⁸ ™⅜

⌐ ⅜∫√⁹ │ ⇔√⅜ ╛ ⁸ ⁸ ⌐ ™⅜ ∫≡™╢ ⅜∆╢⁹∕─√╘

╙ ⅜ ™⁹ ⌐ ⇔√≤↓╤⁸ ╩∆╢╟℮⌐│ ╦╣√⁹ ™╩ ∆╢ │⌂™

⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒換気を引き続き定期的に行われてはいかがでしょうか。また、着用していた衣類などは洗濯をす

る、顔や手は洗い流す、部屋については水拭きなどをすることで、臭いは解消していくと思われ

ます。 

10)  漂白剤 
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◆ ╩ −√ ─ ⌐≈™≡  ♃▬ⱪ─ ≤ ▪ꜟ◌ꜞ ─

≤ −≡╙ ⌂●☻│ ⇔⌂™⅛⁹╕√⁸ ─Ɫfi♪♁כⱪ≤ ▪ꜟ◌ꜞ ─

≤≢│≥℮⅛⁹ ≤▪ꜟ◌ꜞ ╩ −╢≤ ⌂●☻⅜ ∆╢╙─⌂─⅛⁹ ⌐

∆╢√╘⌐ ⌐ ╩≈↑╣┌╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹<

> 

⇒お問い合わせの製品を併用しても有害なガスは発生しません。酸性とアルカリ性のものを混ぜて

も製品に使用している成分の組み合わせで異なります。洗剤や洗浄剤を混ぜて有害なガスが発生

する製品については、家庭用品品質表示法で、それぞれの製品ラベルに「まぜるな危険」（塩素

系）、「まぜるな危険」（酸性タイプ）の表示が義務付けられています。個々の製品を安全に使用

するためには、製品の注意表示を確認し、正しく使用することが重要です。 

◆ ─ ≤ ╩ ⇔√ ─ ™ ─◦Ⱶ╩≤╢√╘⌐

╩ ⇔⁸∕─ ⅜ ≢№╢≤ ⅜ ⅝⁸ ╩∆∆⅜∏⌐ ─ ─

╩ ∂◦Ⱶ─ ⌐ ⇔√⁹ ─ ╩ ╢≤⁸ ♃▬ⱪ≤╕−╢≤ ⌂●☻

⅜ ∆╢≤№╢⁹ ─ ⌐ ≤№╡ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│

▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒酸素系漂白剤と塩素系漂白剤を混ぜると、お互いの漂白成分が反応して酸素が発生する場合があ

りますが、有害なガスが発生することはありません。塩素系漂白剤は酸性洗浄剤と混ぜると有害

な塩素ガスが発生することが知られています。このため、家庭用品品質表示法で、それぞれの製

品ラベルに「まぜるな危険」（塩素系）、「まぜるな危険」（酸性タイプ）の表示が義務付けられて

います。「まぜるな危険」と書かれている製品を併用しないように気を付けてください。液体タ

イプの酸素系漂白剤の液性は酸性ですが、家庭用品品質表示法に規定されている塩素ガス発生試

験で、塩素ガスの発生が認められないので「まぜるな危険」を表示する製品には該当していませ

ん。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ≢ ⇔≡ ∆╢♃▬ⱪ─ ╩ ⇔≡

™╢⁹ ─ ™ ╩ ⇔√≤↓╤⁸ ╛ⱪꜝ☻♅♇◒─╕⌂ ⌐ ╩ ≈↑≡ ⇔≡™√⁹

│∆←⌐ ™ ∆─≢ ⌂™≤ ∫≡™╢⅜⁸ ≢ ⇔≡╙ ⌂™╙─⌂─⅛⁹

☿fi♃כ│ ╡ ™⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒製品を使用する際は、容器に表示されている使い方や注意表示を守ってお使いください。使用し

た材質が変質するなど影響を与える場合があります。塩素系漂白剤は強いアルカリ性の製品です

ので、原液を直接使用する使い方をされ、使い方を誤ると大事故に繋がる可能性があります。お

母様に製品に記載されている使用方法をご本人に確認していただき、今後は正しい使い方を守る

ようにお伝えされてはいかがでしょうか。 
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◆ ─ ⇔≢ ╩ ⇔≡  ─ ⇔≢ ủủ╩ ∫√≤↓╤⁸ ⅛╠

⅜⇔√⁹™≈╙│◗Ⱶ ╡Ⱡ♇♩⅛╠◗Ⱶ╩ ╡ ╡⁸ủủ╙ ⌐ ™ ╘≡ ⇔≡™√⅜⁸

≡≡™√√╘ ╩ ⇔√⁹∆←⌐ ╩ ⇔≡ ╩⇔√⅜⁸∆↔™ ™╩ ∂√─≢ ⌐⌂

∫√⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒漂白剤には「まぜるな危険」の表示がされている通り、酸性の洗浄剤等とまぜると有害なガスが

発生する場合があります。○○の原液とゴミ取りネットの中の何かが反応して異臭が発生したと

思われますが、当センターで詳細はわかりかねます。既に、水を流してゴミ取りネットも交換さ

れ、換気もしていますので異臭については徐々になくなると考えられます。体調について何か異

常を続く場合は、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ╩ ⇔√ ─  Ⱬ♅ⱴ⅛╠√╦⇔╩ ⇔≡ ∆╢↓≤╩

⇔≡™╢⁹ ↄ∆╢√╘⌐ ─ ╩ ⇔√™≤ ⅎ≡™╢⁹ ─ ≢№

╢⅜ ⌐ №╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ─ⱷכ◌כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒当センターは特定の製品の事業化に関連したコンサルティング業務は行っておりません。製品は

その用途に合わせて、目的とする効果を発揮し、周辺基材や人体に影響がないよう設計され、メ

ーカーはその品質を保証しています。衣料用塩素系漂白剤の用途外のご使用についてお勧めする

ことはできません。 

◆ ♫♩ꜞ►ⱶ─ ה ─ ⌐≈™≡  ≢─ ≢

♫♩ꜞ►ⱶ ─ ה ╩ ⌐ ⇔≡™╢ ⅛╠ ⇔√⁹ ─

─ ⌐ ⇔≡™√≤↓╤⁸ ─ ─ ─√╘⅛ ⅜ ╣≡™√⁹ ⇔√™

⅜≥℮∆╣┌╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒個人での使用として購入されましたが、一般家庭用の製品とは異なり業務用の高濃度の製品です。

次亜塩素酸ナトリウム水溶液の廃棄方法については、酸性のものとの反応によるガスの発生、肌

に付いた場合の薬傷、衣類の脱色、運搬や焼却設備の腐食などの心配があります。厚生労働省の

「職場のあんぜんサイト」に掲載されている安全データシート（職場のあんぜんサイト：化学物

質：次亜塩素酸ナトリウム (水溶液) (mhlw.go.jp) ）には「廃棄においては、関連法規並びに地

方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地

方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する」とあります。まずは、お

住まいの自治体の廃棄物（ごみ）処理関連部署に相談されてはいかがでしょうか。 

11)  塗料 

◆ ─ ⌐≈™≡  ╩ ≢№╢⁹ ⌂≥⌐ ∆╢ ⌐↓∞╦╡⅜№╡⁸ ⌐
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↕╣≡™╢ ╩ ≢ ┘ ⌐ ╩ ⇔≡™╢⁹ ⅛╠⁸ ⇔√ ─

⌐≈™≡│⁸ ≢│ ⅛ ≢⅝⌂™─≢ ≢ ⇔≡╒⇔™≤ ╩↕╣√⁹

╩▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═≡™╢⁹ ⌐ ↕╣≡™╢ ꜟכ♂▪♅♁▬⁸│⌐ ─╙─⅜№╢

⅜ ⌐≈™≡│╟ↄ╦⅛╠⌂™⁹≥℮⌂─⅛⁹ ⌐ ⅜№╢ │∕╣╩ ⌐ ╩

ⅎ≡™╢⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の成分や安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりませんので、製

品の安全性については塗料のメーカーにお問い合わせください。塗料に使用されている個々の成

分である化学物質や化学製品としての塗料の危険・有害性などの情報として、世界的に統一され

た様式で記載されている、安全データシート（ＳＤＳ）があります。ＳＤＳに記載されている人

に与える成分、製品の有害性は、仕事で日常取り扱うことを想定しており、取扱量が多く、継続

的に長時間扱うこともあるため、ばく露量（実際に身体に取り込まれる量）による健康への影響

に充分配慮する必要があるためです。一方、一般の方がＳＤＳを確認する場合、製品や個々の成

分である化学物質の潜在的な有害性情報を知る意味では重要ですが、有害性の発現については、

消費者用製品は様々な化学物質の組成物であり、使用者との接触も、時間、機会ともに限定的で、

ばく露量は問題にならないほど小さい場合が一般的です。このような予備知識を持った上で、メ

ーカーにお問合せになるとよいでしょう。 

◆ ─ ≢ ⌐⌂∫√≤─ ™ ╦∑⌐≈™≡  ─ ∞⅜ ⱷכ♩ꜟ

╣√≤↓╤⌐⅔ ™─ ⅛╠⁸ ─ ─ ≢ ╩ ↓⇔√≤ ╦╣≡™

╢⁹ │ ◌ ≢⁸ ⇔√ ⌐│ ἚἚἚἚ─ ⅜↕╣√╙─≢ ╩ ∫≡™╢⁹

⌐≈™≡ ╩⇔√™⁹ ─ ☿fi♃כ⅛╠ ☿fi♃כ╩ ↕╣√⁹<

> 

⇒塗料に記載されているＦ☆☆☆☆の表示については、ホルムアルデヒドの放出量が１Ｌ当たり０.

１２ｍｇ以下であることを示しています。庁舎からお住まいまでの距離が３００メートル以上離

れているとのことですので、塗装に使用された塗料の影響は考えられません。体調不良を起こし

て、お住まいの周囲を確認される中で市庁舎塗装工事を見つけられて、原因とされているとのこ

とですので、医療機関にて現在の体調不良の原因について確認されることとを勧められてはいか

がでしょうか。 

◆ ⌐╟╢ ≢  ₈ ╪≢™√ ≢⁸ ─ ⅜ ↕

╣√ ⁸ ™─№╢ ≢ ⌐⌂╢⁹ ∫ ⇔╩⇔√⅜⁸ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ⅜№╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ⅛╦⅛╢↓≤⅜№╢

⅛⁹< > 

⇒塗料については使用される成分について用法用量を守って使用されれば問題はないとされてい
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ます。塗装後の臭いなどについては時間の経過と共に徐々に軽減していきますが、気にならなく

なるまでの期間は、温度・湿度・換気などの環境や個人の感じ方によって異なります。体調不良

となる化学成分と症状の因果関係について、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ◦fi♫כ╩ ╪∞⅛╙⇔╣∏  ◦fi♫כ╩ ╪∞⅛╙⇔╣∏⁸ ⌐ ⅜ ⅝≡™╢⁹

≥℮∆╣┌╟™⅛⁹< > 

⇒当センターは医療機関ではありません。体調不良については医療機関へ相談されてはいかがでし

ょうか。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ⇔╩⇔√ ⌐⁸ ⌐ ╪∞ ─ ⅜ ─♩ꜝ

♇◒─ ⌐ ∫≡™√╟℮≢ ─ ⅜♄fiⱲכꜟ⌐ ⇔√⁹∕─♄fiⱲכꜟ⌐│ ─

╩ ╣≡™√─≢⁸ ╩ ⇔≡ ─ ⌐ ─ ⅜ ╡ ╕╣≡™╢⅛╙⇔╣∏⁸

⅜ ≢№╢⁹ ⁸ ─ ⌐ │⌂™⅜⁸ ⌐│ ⅎ⌂™ ⅜№╢⅛╙⇔╣⌂™⁹

♄fiⱲכꜟ⌐ ⇔√ ─ ╩ ═≡╙╠™√™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi

╠⅛כ♃ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは成分分析などは行なっておりません。お伺いした内容から食器に塗料の粉が付着

したとしても、量は極めて少量であり、洗い流すと落ちます。ごく微量であれば身体への影響は

ないと考えられます。半年経過して、体調に異変もないとのことですので、過度に心配する必要

はないでしょう。 

◆ ⱬꜝfi♄─ ⌐ ─ⱬ♇♪⌐ ™⅜≈™≡ ╣⌂™  ⱬꜝfi♄─ ╩ ∫√

⁸ ─ⱬ♇♪⌐ ⇔√ ─ ™⅜ ╖≈™≡ ╣⌂™⁹ ™╩ ╢ ™ ╩ ⅎ≡╒⇔

™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ╩↕╣√⁹< > 

⇒一般的に、ベッドなどについた塗料などの臭いについては、換気をされることで徐々に消えてい

くと思われます。気にならなくなるまでの期間は、温度・湿度・換気などの環境や、使用されて

いる成分等、さらに個人の臭いの感じ方などにより異なります。 

12)  その他 

◆ ♥꜠ⱦ ≢─ ה ─ ─ ⌐≈™≡  ♥꜠ⱦ ─ ─╙─∞⅜⁸ⱪ꜡

╠⅛כ◘כꜙ♦ ה ─ ╩ ≢ ∫≡™╢ ╩ ⇔√™≤─ ⅜№∫√⁹

─ ─ ⌐≈™≡ꜞ▪ꜞ♥▫╩ √∑╢√╘ ─ ╩ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿

fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒劇物・毒物に相当する化学物質の合成は、危険を伴い、またその映像を参考にして何者かが劇物

や毒物を合成するきっかけになるおそれがあることからご意向には沿いかねます。 



☿fi♃כ            ─  

                                    ₈ ₉ 

 

- 84 - 

 

◆ ─▪▬♦▪─ ╡ ╖⌐≈™≡  ⱪꜝ☻♅♇◒╩ ≤⇔√ ─▪▬♦▪⅜№╢⁹

ⱷכ◌כ≢ ⇔≡╒⇔™⅜⁸≥↓⅛ ─▪▬♦▪╩ ∫≡ↄ╣╢ ╩ ⇔≡╙╠ⅎ

⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは特定のメーカーの紹介はいたしません。製品に関するアイデアについてはまずは、

考案された方の権利を守るためにも、考案者にて特許や実用新案等の出願をされてからではいか

がでしょうか。 

◆ ─ ⅝ ─ ⌐≈™≡  ⇔√ ⌐●ꜝ☻ ⌐ ≤ ⅛╣√ ≤ ╦╣╢

⅝ ⅜ ↕╣≡™√⁹≥─╟℮⌐ ∆╣┌╟™⅛⁹ ⇔√ │ ─ ≢№╢⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒元の土地の所有者に空き瓶の引き取りを依頼し、難しい場合はお住まいの自治体の清掃関係の部

署に相談されてはいかがでしょうか。 

◆ ₈ ⌐⅔↑╢ ●▬♪ꜝ▬fi₉  ─►▼Ⱪ◘▬♩⌐₈

⌐⅔↑╢ ●▬♪ꜝ▬fi₉╩ ┼ ⇔≡™╢≤ ↕╣≡™√⁹ ⇔√™

⅜≥℮⇔√╠╟™⅛⁹< > 

⇒ご希望の冊子は、日本化学工業協会にて国内で製造物責任（ＰＬ）法が施行された１９９５年に

刊行され、２０１３年に改定第１版が刊行されています。どちらも、同協会の会員企業に配布さ

れましたが、現在は絶版となっているため配布はできません。 

◆ ⁸ ─ ╩ ≡  ⁸ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ≡

⌐⌂∫√⁹ ─ ⌐ ╕╣≡™╢⅛╙⇔╣∏⁸ ↑╢⌐│≥℮⇔√╠ ™─⅛⁹

☿fi♃כ│ ⇔√↓≤⅜№╢⁹< > 

⇒ＰＦＡＳとは、有機フッ素化合物を表す総称になります。環境中では分解しにくいと言われてい

ます。現状、食品について心配される必要はないと考えられます。ＰＦＯＡまたはその塩類につ

いては、２０１９年の４～５月に開催されたストックホルム条約締約国会議で、長期間にわたっ

て分解されずに環境中に残留する有害な汚染物質（ＰＯＰｓ）として、世界的に製造、輸出入、

意図的な使用を禁止することが決定されました。国内においては、２０２１年４月１６日「化学

物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「Ｐ

ＦＯＡ又はその塩」は第一種特定化学物質の指定となり、規制されています。 

◆ ⁸ ─ ╩ ≡ ☻כꜙ♬  ≢ ⌐⅔™≡ ⁸ ⅜

↕╣√≤─ ╩ ≡ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│ ⇔√↓≤⅜№╢⁹<

> 

⇒報道されている内容以上のことについては当センターではわかりかねます。ＰＦＡＳとは、有機
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フッ素化合物を表す総称になります。環境中では分解しにくいと言われています。現状、食品に

ついて心配される必要はないと考えられます。ＰＦＯＡ又はその塩類については、２０１９年の

４～５月に開催されたストックホルム条約締約国会議で、長期間にわたって分解されずに環境中

に残留する有害な汚染物質（ＰＯＰｓ）として、世界的に製造、輸出入、意図的な使用を禁止す

ることが決定されました。国内においては、２０２１年４月１６日「化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定され、「ＰＦＯＡ又はその塩」

は第一種特定化学物質の指定となり、規制されています。 

13)  芳香剤・消臭剤 

◆ ─ ─ ™⌐≈™≡  ⁸ ⌐≡ ╩ ↄ╟℮⌐⌂╡⁸ ─ ⌐∕─

™⅜ ╡ ╪≢ↄ╢⁹ │ ≢⅝⌂™⅜⁸Ɫ♇◌─ ™⅜ ↄ≡ ⅝ ╗↓≤╙№╢⁹ ≤

│ ╙⌂™⁹≥℮⇔√╠ ™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹<

> 

⇒個々の製品については当センターに情報はありません。身体への影響については状況を医療機関

に相談されてはいかがでしょうか。臭いについては、風向きによりますが室内の換気をされるこ

とと、ご自身の状況を隣家に伝えられてご理解をいただくことも考えられます。ご検討をされて

はいかがでしょうか。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ⅜ ≤№╢ ─ ╩ ⅎ≡™╢⁹ ─ ─

│≥℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品に関する詳細情報は持ち合わせておりません。また、お問い合わせの

脂肪酸系の成分については具体的な化学名ではありませんので、安全性情報を調べることができ

ません。消臭剤の使用時の注意や安全性については、メーカーにお問い合わせください。 

─ꜟכ♂꜠◒ ◆ ⌐≈™≡  ╒≥ ⌐ ─ ⅛╠√┌↓─ ™⅜└≥™─≢ ⇔ ╣╩

⇔√≤↓╤⁸ ╩ꜟכ♂꜠◒⌐╘√─ ─ꜟכ♂꜠◒⁹√╣↕ ™⌐╟╢≤ ℮⅜⁸ ⅜

ↄ ⅜ ─ꜟכ♂꜠◒⁹™⌂╣ │≥℮⌂─∞╤℮⅛⁹< > 

⇒クレゾールには特有の薬品臭があり、薄めて殺菌・消毒用に用いられています。主成分のクレゾ

ールは皮膚や眼に対する腐食性があり注意を要します。暴露量（実際に身体に取り込まれる量）

によっては、一回の使用では血液系、呼吸器、心臓、肝臓、腎臓、中枢神経系に、繰り返し使用

では心血管系、血液系、腎臓、中枢神経系などに障害がでる場合があることが知られています。

クレゾールの含まれた製品に記載されている使用方法や注意事項を守って使用された場合は大

きな問題はないと考えられます。現在の体調については医療機関に状況を説明した上で相談され

てはいかがでしょうか。 
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◆ ─ ⌐≈™≡  ₃₃ ─☻ⱪ꜠כ♃▬ⱪ─ ỏỏ╩ ⁹☻ⱪ꜠כ⇔√ ⌐

─ Ⱪꜝ◦⅜№╡⁸ ™√⅛╙⇔╣∏ ⌐⌂╡▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹ ₁⌂ ⌂ ⅜

№∫√─≢ ⌐⌂∫√⁹₃₃ ─ⱱכⱶⱭכ☺⌐│ │ ↕╣≡™╢≤№╢⅜ ⇔≡╙

╟™⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹< > 

⇒当センターは、個別の製品の成分や安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりません。インタ

ーネットには様々な真偽が不明な情報もあり、個々のウェブサイトの情報を精査できず危険とさ

れた内容について確認はできません。メーカーのホームページに掲載している内容は、製品の使

用方法を守り使用された場合はメーカーの責任で安全性が確認された内容が発信されていると

考えられます。歯ブラシについて心配な場合は、水で洗い流してから使用されてはいかがでしょ

うか。 

◆ Ɑ♇♩ ─ ⌐≈™≡  Ɑ♇♩ ≢ ♫♩ꜞ►ⱶ╩ ⇔√

╩ ⇔√⁹ⱷכ◌כ⅜ ⇔≡™╢ ╩ ⇔≡ ™√∞⇔√™≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

│⇔≡™╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは成分分析などは行なっておりません。配合成分についてはメーカーに確認されて

はいかがでしょか。ただし、雑貨品については一般に配合濃度を製品に記載及び開示する義務は

ありません。 

14)  医薬品 

◆ ⱳꜞ○◐◦◄♅꜠fiⱡ♬ꜟⱨ▼♬ꜟ◄כ♥ꜟ─ ⌐≈™≡  ⁸ ₁⌂ ─ ⌐

≈™≡ ⅛╣≡™╢ ╩ ╪∞⁹∕─ ⌐ⱳꜞ○◐◦◄♅꜠fiⱡ♬ꜟⱨ▼♬ꜟ◄כ♥ꜟ│ ⅜╪

⅜№╡⁸ ⌐₃₃ ─ ⅜ỏỏ♩כ◦ ↕╣≡™√⁹ ⌐ ⇔≡™√─≢⁸

⌐⌂∫√⁹ủủ ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤⁸ ⌐ ─ │ ⇔≡™╢⁹ⱳꜞ○◐◦◄♅꜠fiⱡ

♬ꜟⱨ▼♬ꜟ◄כ♥ꜟ─ ⁸╡╟♩כ◦♃כ♦ ⅜╪ ⌐ ⇔≡ │⌂™≤─ ≢№∫√⁹

⌐∕℮⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に掲載されている安全データシートを見ると、発がん性

の項目は「分類できない」とされています。過度に心配される必要はないと考えられます。 

◆ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ─◖fi◒ꜞכ♩┼─ ⌐≈™≡  ─ ≤⇔≡ ↕╣≡™╢

─₃₃╩◖fi◒ꜞכ♩─ ─ ⌐ ⇔√™⁹₃₃─ │ ⱬfi◙ꜟ◖♬►ⱶ≤№╢

⅜⁸↓─ ⅜◖fi◒ꜞכ♩⌐ ╩ ╓∆↓≤│№╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כ

Ⱡ♇♩≢ ∫√⁹< > 

⇒当センターでは、塩化ベンザルコニウムのコンクリートへの影響について、データや知見を持ち

合わせておりません。また、どのような製品でも用途外のご使用についてはお薦めできません。
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製品はその用途に合わせて、目的とする効果を発揮し、周辺基材や人体に影響がないよう設計さ

れ、メーカーはその品質を保証しています。用途外使用の場合、誤使用と判断され、もし製品に

よりトラブルが起きても、メーカーに製造物責任を問うことはできません。使用用途にコンクリ

ートの苔を除去するとの記載のある製品をお選びください。 

◆ Ɑ♇♩ ◦ꜗfiⱪכ─ ⌐≈™≡  Ɑ♇♩ ◦ꜗfiⱪכ╩ ∆╢↓≤╩ ⇔≡™╢⁹

⌐≈™≡▪♪Ᵽ▬☻╩⇔≡╙╠ⅎ╢⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ∫√⁹

< > 

⇒当センターは特定の企業・製品に関連したコンサルティング業務は行っておりません。参考情報

として、動物用シャンプー等は含まれる成分やその用途によって、動物用医薬品等とみなされ、

医薬品医療機器等法の規制の対象となるものがあります。農林水産省のウェブサイトの「動物用

医薬品等に該当するか否かの考え方」 

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/ ）がありますので、参考にされて

はいかがでしょうか。 

◆ ◐♇♩⌐ ╕╣╢▪☺ ♫♩ꜞ►ⱶ⌐≈™≡  ⌐№╢ ◐♇♩─ ╩

∆╢≤▪☺ ♫♩ꜞ►ⱶ≤ ™≡№╢⁹ ⌐ ╣√╡ ╘√╡⇔⌂™╟℮⌐≤ ⅛╣≡™╢⁹↓

╣│≥─╟℮⌂ ⌂─⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< > 

⇒アジ化ナトリウムは、抗原検査キットの抽出液を防腐するために使用される成分で、０．０９％

含まれている製品があります。製品の説明書に書かれているとおり、直接手に触れたり、口に入

ることが無いよう注意し、手についた場合は洗い流す、口に入った場合は口をすすぐなどを行っ

てください。体調に異変があれば医師に相談してください。 

15)  柔軟剤 

◆ ─ ╡≢ ⌐⌂╢ ⌐≈™≡  ─♬○▬≢ ⌐⌂╢ ⅜⁸ ─

↔≤⌐≥╣ↄ╠™№╢⅛ ╩ ╡√™⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠

↕╣√⁹< > 

⇒当センターでは具体的なメーカーごとの事例を公開することはしておりません。 

◆ ─ ⌐≈™≡  ⌐ ╕╣≡™╢≤ ⅎ╠╣╢ ≢ ⅜ ↄ⌂

╢↓≤≢ ∫≡⅔╡⁸ ─ ╕≢ ⅝ ─ ╩ ↑╢↓≤⅜≢⅝√⁹ ↄ

≢ ≢⅝╢ ╩ ∆√╘⌐ ☿fi♃כ⌐ ™ ╦∑√≤↓╤ ☿fi♃כ

╩ ↕╣√⁹< > 

⇒医療機関に関して当センターに情報はありません。一般的に既に診断を受けた医療機関からお住
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まいの近くで診療を継続する場合は、お住まいの近隣の医療機関を紹介していただくことが多い

と思います。診断を受けた医療機関にご確認をされてはいかがでしょうか。 

◆ ╩ ∫√ ─♬○▬─ ╡  ⌐ ╪≢ ╩⇔≡╙╠∫≡™╢⁹ │ ─♬

○▬⅜ ⌂─≢⁸ ─ │ ⇔≡™⌂™⅜⁸ │ ℮ ⅜ ╩⇔√√╘ ↕╣√⁹

─ ─♬○▬╩ ╡ ↄ ╩ ⅎ≡╒⇔™⁹ ☿fi♃כ│⅔ ─ ⌐

╩↕╣√⁹< > 

⇒衣類の柔軟剤のニオイについては、もう一度洗濯をすればニオイは弱くなります。洗濯を依頼さ

れる方には、次回からご自身のご希望をご説明されてはいかがでしょうか。 

◆ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡  ─ ⌐╙ ⇔≡™╢⅜⁸ ─♬○▬⌐≈™≡

↑─ │≢⅝⌂™⅛⁹ ☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹<

> 

⇒柔軟剤に関する啓発講座の内容としては、行政から公開されているとおり、「香りの感じ方には

個人差がある。使用量の目安などを参考に周囲の方に配慮しながら使用する」との内容を伝える

講座となります。ご検討をお願いいたします。 

16)  食品 

◆ ◘ⱪꜞⱷfi♩─ ⌐≈™≡  ─√╘⌐◘ⱪꜞⱷfi♩╩ ╙℮≤ ™⁸ ╡ ∑√⁹

─ ⌐Ɽꜝⱬfi⌂≥ ⅜ ⅛╣≡™╢⅜ ⌂─⅛⁹↓╣│ ╪≢╙╟™─∞╤℮⅛⁹

☿fi♃כ│▬fi♃כⱠ♇♩≢ ═√⁹< >  

⇒製品の個々の成分や働きについてはメーカーに確認されてはいかがでしょうか。一般にパラベン

など防腐剤などの添加剤については製品の品質を維持するために必要な量をメーカーで確認の

上で配合されています。 

◆ ╡ ∑⅔∑∟ ─ ⌐≈™≡  ╡ ∑≢⅔∑∟ ─ ╩ ⇔≡™╢⁹ ─

⌐ ─ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌐≡ⱷכ◌כ⅛╠ ⇔≡╙╠∫√⁹ ₁⌂

⅜ ↕╣≡™╢─≢ ⌐⌂∫√⁹ ☿fi♃כ│ ⌐╙ ⇔√↓≤⅜№╢⁹

< > 

⇒食品の製造過程または加工・保存のために食品添加物が使用される場合があります。食品添加物

の安全性については、食品安全委員会による食品健康影響評価を受け、その結果を踏まえ厚生労

働省が成分規格や使用基準等の規格基準を定めたうえで使用が認められています。過度に心配さ

れる必要はありません。 
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17)  繊維製品 

◆ ≢─ⱴ☻◒ ⌐≈™≡  Ᵽ♇◓╛ ⌂≥⅜ ≢№╢ ─

≢№╢ ╩ ⇔≡⁸ ─ ┼ⱴ☻◒╩ ∫≡™√⁹ ≤╙ ⌐ │⌂™⅜⁸ ⁸

⅜ ⌐⌂∫≡⅝√⁹↓─╟℮⌂ ─ ╩ ™ ╡⇔√ⱴ☻◒╩ ⇔≡╙╟™╙

─⅛⁹ ⌐ │⌂™─⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒手作りマスクに使用された不織布は、手芸用として販売されているものであり、用途外使用にな

りますのでお薦めできません。感染症を予防する目的のマスクについては、２０２１年６月にマ

スクの日本産業規格（ＪＩＳ）が制定され（マスクの日本産業規格(JIS) が制定されました （METI/

経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210616002/20210616002.html ）、その中で、一般消費者

が使用するマスクについても、捕集機能、圧力損失、安全・衛生項目を規定しています。さらに、

一般社団法人日本衛生材料工業連合会が『全国マスク工業会』を組織して策定している「衛生マ

スクの安全・衛生自主基準（一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 自主基準・知識 

(https://www.jhpia.or.jp/about/j is/img/jis - t -9001_guideline.pdf) 」も設けられ、店頭で一

般向けに販売されているマスク製品について規格に適合していることが記載されています。参考

にされてはいかがでしょうか。 

◆ ⌐▪▬꜡fi ↑╩⇔≡ ╢↓≤⅜≢⅝⌂ↄ⌂∫√  ⅛╠ ⌐№≡ ╩⇔≡▪

▬꜡fi╩ ↑√≤↓╤ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ⱱ♇◒⅜ ╣≡ ╢↓≤⅜≢⅝⌂ↄ⌂∫√⁹↓╣│

∞≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ─ ─ ⅜№╢ ⌐≈™≡ ⇔≡╙ ⇔≡╙╠ⅎ⌂

™⁹ ╩ ⇔≡╙ ™⅛⁹< > 

⇒既に伝えられている通り、製品に対して欠陥の有無がはっきりしない限り、メーカーの責任を問

うことができません。当センターでは、相談者に対しどのような状況で製品が破損したのかを確

認し、欠陥の有無について説明することは可能です。 

18)  オートケミカル用品 

◆ ꞉♇◒☻─ ⌐≈™≡  ₈ ◌ꜟ♫Ᵽ꜡► ≤ⱷכ◌כ─ⱱכⱶⱭכ☺⌐№╢

꞉♇◒☻₃₃╩ ⇔√⁹ ⇔≡ │⌂™⅜⁸ ≢₃₃⌐│ ◌ꜟ♫Ᵽ꜡►│

╙ ╕╣≡⌂ↄ⁸ ↄ╠™≢№╢≤ ≢ ⇔≡™╢ ⅜™√⁹ ⌐≈™≡ ╩

⇔≡╒⇔™₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ ☿fi♃כ≢ ⇔≡╙╠℮↓≤│≢⅝╢⅛⁹

╕√⁸ ⌐ ⌂ↄ ⇔≡ↄ╣╢ │№╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは成分分析などは行なっておりません。お伺いした内容から製品に記載されている
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表示の妥当性に関わる内容と思われます。費用負担がなく分析してくれる機関は当センターでは

分かりかねます。 

◆ ─ ⅜№╢ ꞉♇◒☻─ ⌐≈™≡  ₈ ꞉♇◒☻₃₃╩ ⇔≡™╢⁹

⌐⅔™≡ │⌂™⅜⁸Ⱡ♇♩ ≢ ⅜ ⇔≡™╢ ⌐⁸ ─ꜝⱬꜟ ╩ ⇔≡™

╢≤─ ⅜№∫√⁹ ╩ ⇔≡™╢ ─ │≥℮⌂─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹

⌂ │ ™≡™⌂™⅜⁸ ☿fi♃כ≢ ⇔≡ↄ╣╢⅛⁹< > 

⇒当センターでは個別の製品の成分や安全性に関する詳細情報は持ち合わせておりません。製品の

使用によりどのような被害があったのか不明なので対応については難しく、製品の安全性につい

てはメーカーが責任を持つ事柄です。一方、成分表示が偽装されている場合は、不当景品及び不

当表示防止法（景表法）に抵触する可能性があります。景表法の管轄は消費者庁であり、「景品

表示法に関する情報提供・相談の受付窓口」 

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/ ）が設けられています。現

段階ではネットに掲載された内容の真偽のほどはわかりませんが、上記窓口に情報提供すること

を勧められてはいかがでしょうか。 

19)  家具 

◆ ⌐ ⇔√ ⌐ ╣√ ⌂≥⌐ ⇔√ ™─  ⌐ ⇔√

⌐ⱪꜝ☻♅♇◒ ─ ╛ ↓⇔⌂≥╩ ╣≡ ↄ≤⁸ ™⅜ ∆╢⁹ ⌐ ↕

╣≡™╢ ⌂≥⅛╠ ™⅜∆╢↓≤⅜№╢≤ ™√↓≤⅜№╢⅜⁸ ∫≡╙ ™⅜ ╢╙

─⅛⁹ ™─ │╦⅛╢⅛⁹ ☿fi♃כ│ ☿fi♃כ⅛╠ ↕╣√⁹<

> 

⇒一般的に、家具には、使われている木質材料、接着剤、塗料などの材料に起因する臭いがするこ

とがあります。臭いは時間の経過とともに徐々に軽減していきますが、気にならなくなるまでの

期間は、温度・湿度・換気など家具が置かれている環境や、使用されている材料、更に臭いの感

じ方などにより異なります。お伺いした内容から、３０年以上使用されているとのことですので、

家具の材料に起因する臭い以外の可能性も含めて他にも原因があるのかもしれません。お問い合

わせの臭いの原因について、当センターでは特定できかねます。 

20)  食品添加物 

◆ ꜞfi ♫♩ꜞ►ⱶ─  ─ ≢ ⌐ꜞfi ♫♩ꜞ►ⱶ≤№∫√⁹ │≥

℮⌂─⅛⁹< > 

⇒お問い合わせのリン酸ナトリウムを含め、国内で使用されている食品添加物はその安全性につい
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て食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格

や、使用の基準を定めたうえで、使用を認められています。 

21)  住宅設備 

◆ ─ ♄◒♩ ≤ ≤─ ⌐≈™≡  ⌐ ─ ╩

⇔√⁹ ⁸ ╩ ∆╢↓≤⌐⌂╡⁸ ™ ╩ ╡ ⇔√≤↓╤⁸ ┼─♄◒♩

─ ⅜№™≡⅔╠∏⁸ ─ ╩ √⇔≡™⌂™↓≤⅜╦⅛∫√⁹ ™ ╢↓≤≢

ↄ╠™⅛╠ ╛ ⌂≥─ ≤⌂╡⁸ ╩⇔√⁹ ≢╙ │ ™≡⅔╡⁸

╩ ⇔≡™╢⁹ ⁸ ≤ ≢№╢⅜⁸ ⅜ ⌐ ⌂╦╣≡™⌂⅛∫√

↓≤⅜ ⌐ ⇔≡™╢⅛ ⇔√™⁹ ☿fi♃כ│ ⅛╠ ↕╣

√⁹< > 

⇒当センターでは、換気扇ダクトの施工が正常に行なわれなかったことと現在の体調不良との関係

について判断はできかねます。現在の体調不良の原因については、医療機関にご相談されてはい

かがでしょうか。また、換気扇ダクトの施工不良については、「住まいるダイヤル」（国土交通大

臣指定の住まいの相談窓口：chord.or.jp) に相談されてはいかがでしょうか。 

22)  おもちゃ 

◆ ☿♇♩─ ⌐≈™≡  ₈ ◦ꜛ♇ⱪủủ≢ꜞfi ▪fi⸗♬►ⱶ╩⅔

≢ ⅛⇔≡ ∆╢≤◐ꜝ◐ꜝ≤⇔√ ⅜≢⅝╢ ☿♇♩ ╩

⇔ ⇔√⁹≢⅝√ ╩ ⅜ ─ ⌐ ╣≡ ╪≢⇔╕∫√⁹ ⌐ ╦╡│⌂™⅜

⌐ ⇔⁸ │⌂™≤ │↕╣≡™╢⁹ ⅜ ∫≡ ⌐∆╢ │↓╣⅛╠╙№

╢≤ ℮⁹ ☿♇♩─ │≥℮⌂∫≡™╢─⅛₉≤─ ╩ ↑≡™╢⁹ │≥

℮⌂∫≡™╢─⅛⁹< > 

⇒子供を対象とした製品であるので、玩具の扱いとなると考えられます。国内の玩具に適用されて

いるＳＴマーク制度では、１４歳以下の子どもを対象とする製品が「玩具」とされています。玩

具の法規制としては、乳幼児が口に接触することにより健康を損なうおそれがあるものには食品

衛生法が適用されます。その他は業界団体の自主基準が設けられています。○○の製品には、「３

才未満のお子様へは絶対に与えないでください」「使用する際は、保護者監督のもと使用してく

ださい」などの注意表示がされているので、使用の際には確認することを伝えてはいかがでしょ

うか。 

 



☿fi♃כ                  ─  

                                ─  

 

 

- 92 - 

 

３．２ 相談受付件数の推移等 

（１） 相談者別受付件数の推移 

 
 

 

 

 

 

 

ⱷ♦▫▪  

∕─  
  

1995  
( 205 )  50 121 681 66 918 

1996  
( 244 )  116 160 748 56 1080 

1997  
( 239 )  307 222 504 47 1080 

1998  
( 245 )  270 211 476 45 1002 

1999  
( 242 )  276 204 332 45 857 

2000  
( 249 )  350 190 274 50 864 

2001  
( 243 )  333 110 210 41 694 

2002  
( 245 )  242 89 126 28 485 

2003  
( 246 )  275 69 132 32 508 

2004  
( 243 )  219 81 101 25 426 

2005  
( 243 )  224 94 113 20 451 

2006  
( 245 )  178 85 97 19 379 

2007  
( 244 )  164 114 79 9 366 

2008  
( 244 )  134 139 55 11 339 

2009  
( 243 )  108 95 67 14 284 

2010  
( 243 )  69 94 42 17 222 

2011  
( 240 )  85 68 26 6 185 

2012  
( 243 )  86 80 27 4 197 

2013  
( 241 )  119 77 22 3 221 

2014  
( 244 )  89 70 22 0 181 

2015  
244  103 69 23 2 197 

2016  
( 240 )  129 79 23 0 231 

2017  
244  127 59 25 1 212 
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2018  
244  146 53 30 4 233 

2019  
242  184 52 35 2 273 

2020  
243  276 108 48 0 432 

2021  
242  163 52 26 0 241 

2022  
242  167 46 21 0 234 

  4989 2891 4365 547 12792 

 

（２）相談内容別受付件数の推移 

 
 ⱶכ꜠◒

 
 ⱶכ꜠◒

 
ⱶכ꜠◒  

 
   

1995  
( 205 )  71 13 0 826 8 918 

1996  
( 244 )  98 8 1 938 35 1080 

1997  
( 239 )  98 21 1 920 40 1080 

1998  
( 245 )  135 13 4 819 31 1002 

1999  
( 242 )  156 23 9 654 15 857 

2000  
( 249 )  194 23 9 628 10 864 

2001  
( 243 )  142 13 10 523 6 694 

2002  
( 245 )  116 6 8 349 6 485 

2003  
( 246 )  149 11 5 339 4 508 

2004  
( 243 )  122 24 5 273 2 426 

2005  
( 243 )  101 35 0 311 4 451 

2006  
( 245 )  99 35 0 244 1 379 

2007  
( 244 )  125 46 0 193 2 366 

2008  
( 244 )  118 50 0 169 2 339 

2009  
( 243 )  90 31 3 160 0 284 

2010  
( 243 )  70 25 1 125 1 222 

2011  
( 240 )  71 22 0 92 0 185 

2012  
( 243 )  90 26 0 81 0 197 

2013  
( 241 )  96 16 0 109 0 221 
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2014  
( 244 )  57 16 8 99 1 181 

2015  
( 244 )  91 7 8 89 2 197 

2016  
240  75 25 9 121 1 231 

2017  
244  93 24 3 90 2 212 

2018  
244  80 26 3 123 1 233 

2019  
242  83 31 6 150 3 273 

2020  
243  105 27 8 289 3 432 

2021  
243  61 31 5 141 3 241 

2022  
242  26 17 12 178 1 234 

 2812 645 118 9033 184 12792 
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（３）２０２２年度 月別相談受付件数（相談者別） 

 
 

 
 

 
 

 
ⱷ♦▫▪  
∕─  

  

4  
( 20 )  

11 6 3 0 20 

5  
( 18 )  

13 8 1 0 22 

6  
( 22 )  

15 3 2 0 20 

7  
( 21 )  

16 12 0 0 28 

8  
( 21 )  

20 3 1 0 24 

9  
( 20 )  

18 5 2 0 25 

10  
( 22 )  

9 1 3 0 13 

11  
( 19 )  

10 7 1 0 18 

12  
( 20 )  

13 3 2 0 18 

1  
( 19 )  

13 3 2 0 18 

2  
( 18 )  

6 1 4 0 11 

3  
( 23 )  

18 1 5 0 24 

  167 46 21 0 234 
 

（４）２０２２年度 月別相談受付件数（相談内容別） 

 
 ⱶכ꜠◒

 
 ⱶכ꜠◒

 
ⱶכ꜠◒  

 
   

4  
( 20 )  

2 3 3 13 0 21 

5  
( 18 )  

3 0 2 13 0 18 

6  
( 22 )  

4 2 1 18 0 25 

7  
( 21 )  

2 2 0 12 0 16 

8  
( 21 )  

0 4 0 21 0 25 

9  
( 20 )  

4 1 0 26 0 31 

10  
( 22 )  

0 1 0 15 1 17 

11  
( 19 )  

2 1 0 16 0 19 

12  
( 20 )  

2 0 1 14 0 17 

1  
( 19 )  

4 1 0 11 0 16 

2  
( 18 )  

3 2 4 9 0 18 

3  
( 23 )  

0 0 1 10 0 11 

 26 17 12 178 1 234 
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３．３ ２０２２年度の主な対外活動  

（１） 活動報告会 

7 月 1 日 東京（住友不動産六甲ビル） 

7 月 14 日 大阪（大阪科学技術センター） 招待講演は行わずに年間報告のみ実施 

（２） 関連機関との交流 

    例年6 月及び11 月の年2 回ＰＬセンター交流会を実施。 6 月は新型コロナ禍のため中止。 

11 月    18 日  3 年ぶりに消費者庁消費安全課と各ＰＬセンターで実施 

（３） 関係省庁、消費生活センター、消費者行政担当部門等との交流 

6 月 20 日 東京都消費生活総合センター訪問 

7 月 15 日 西ノ宮市、大阪市、茨木市の各消費生活センター訪問 

7 月 26 日 国民生活センター商品テスト部訪問  

（４） 講師として参加した講演会等 

9 月 8 日 花王㈱ 生活者コミュニケーションセンター研修（50 名参加） 

9 月 14 日 

30 日 

東京都消費者啓発講座 2 拠点で実施（立川16 名） 

（飯田橋24 名） 

10 月 

11 月 

21 日 

15 日 

東京都消費生活相談員 エキスパート研修 

神奈川県横浜市環境管理課主催 横浜･川崎市民向け研修（21 名参加） 

12 月 2 日 東京都消費者啓発員 研修 

（５） 情報収集のため参加･聴講した説明会･講演会･イベント等 

10 月 27 日 消費科学センター 消費者大学公開シンポジウム 

12 月 16 日 ＮＩＴＥ講座 リスクアセスメント講座 

2 月 3 日 ＮＩＴＥ講座 事故分析講座 

3 月 15 日 消費者庁新未来創造閃絡本部 成果報告会 
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３． ４ 名簿 

（１） 運営協議会（2022 年 5 月 27 日、11 月 4 日に開催） 

  当センターの運営について指導･助言を下さる第三者機関です。(敬称略、2023 年 3 月末現在) 

中村 昌允      東京工業大学大学院 特任教授 

有田 芳子     主婦連合会 常任幹事 環境部長 

工藤 操       一般財団法人 消費科学センター 理事 

野田 夜賜重    公益社団法人 週末相談室 主任相談員 

加藤 英仁     日本プラスチック工業連盟 専務理事 

進藤 秀夫   一般社団法人 日本化学工業協会 専務理事 

以上  6 名 

（２） サポーティングスタッフ 

  日化協職員および日化協団体会員からなる 14 名の｢サポーティングスタッフ｣の助言のもとに相談対応

にあたっています。 

 隔月（偶数月）にサポーティングスタッフ会議を計 6 回開催し、受付相談事案の対応内容について具

体的に検討しました。(敬称略、2023 年3 月末現在) 

横山 泰三      塩ビ工業･環境協会 環境･広報部 部長 

上村 達也      化成品工業協会 技術部長 

貴堂 郁      一般社団法人 日本オートケミカル工業会 専務理事 

堀川 裕司      一般社団法人 日本食品添加物協会 常務理事 

福田 守伸   日本石鹸洗剤工業会 広報部長 

金田 俊和   日本接着剤工業会 専務理事 

安達 順之   一般社団法人 日本塗料工業会 製品安全部 部長 

服部 薫       日本ビニル工業会 専務理事 

角田 秀俊      日本プラスチック工業連盟 総務･環境部長 

松淵 定之      農薬工業会 安全広報部長 

深尾 裕治      一般社団法人 日本化学工業協会  常務理事 

池上 英和                  同              広報部 部長 

山縣 義孝               同               広報部 部長 

中山 幸司                 同              化学品管理部 部長 

以上 14 名 

（３） ＰＬネットワーク 

 一般社団法人 日本化学工業協会(https://www.nikkakyo.org/)の会員事業者･事業者団体およびそ

の構成事業者･事業者団体により構成しています。 

 

（４） 事務局 

菅沢 浩毅      化学製品ＰＬ相談センター 部長 

日原 薫           同          相談員(非常勤)  
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３．５ 「ちょっと注目」 

ợ 『アクティビティノート』第３０３号（２０２２年５月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

先日（2022 年 3 月 24 日）、消費者安全調査委員会から「ネオジム磁石製

のマグネットセットによる子どもの誤飲事故」という報告がありました。紙

の伝言メモを止める、磁石のパズルでくっつけて遊ぶなど、身の回りには強

力な磁石を使った製品があります。これらの製品を誤って飲み込んでしまう

と大きな事故となります。思わぬ事故に合わないために公表された資料をも

とに注意点などをまとめました。１） 

 

強力なネオジム磁石 

磁石の性能は近年大幅に進歩しました。特に 1983 年に日本の佐川眞人博士が発明したネオジム磁

石は、永久磁石最強の磁石と言われています。ネオジム(Nd)-鉄(Fe)-ホウ素(B)を主成分とした磁石で

すが、材質が錆びやすいので表面をニッケル(Ni)でメッキ処理をしているのでピカピカの金属光沢が

あります。磁石の強さは、極の単位面積(mm2：N 極と S 極の面積)あたりの磁束密度(G：ガウス)を示

す磁束指数((kG)2mm2)で表され、従来の磁石の 5 倍以上の値になります。ネオジム磁石は、産業用モ

ーターなどを中心に様々な産業に広く使われています。モーターの性能を向上させ省エネルギーに大

きく寄与していて、身近なものとしては携帯電話の振動機能にも使われています。２） 

 

子どもが誤飲する 

磁石の安全性については、日本玩具協会の ST 基準（玩具安全基準）が定められており、「子どもが

誤飲する可能性があるサイズの磁石において磁束指数は 50 以下」とされています。「子どもが誤飲す

る可能性のあるサイズ」とは、直径 31.7mm の円筒形にどのような位置関係であっても収まってしま

う大きさとされています。メモを止める文房具自体は大きく磁石の部分は接着剤などで固定されてい

る場合でも、破損すると中の磁石が外れる場合があります。パズル遊具などプラスチックの枠の中に

磁石が埋め込まれて固定されていても、枠が割れるなどすると中から磁石が出てきてしまう場合があ

ります。また、5～15mm の球状磁石を数十個組み合わせるマグネットセットの玩具も販売されてい

ます。これら製品に使われているネオジム磁石の磁束指数は 100 程度であり、特に強いものでは 300

を越える製品もありました。 

大きな磁束指数を持つ小さな磁石は、手の指や手のひらを通して引き着けあい磁石どうしがくっつ

きますが、手などの場合は体の外で、磁石の間も離れているので簡単に外すことができます。しかし

ながら、このような磁石を飲み込むと大きな事故になる可能性があります。誤飲した複数の磁石が、

胃と腸や腸同志の中でそれぞれの壁（胃壁、腸壁）を隔ててくっついてしまうと外すことができませ

ん。強力な永久磁石ですので、磁石を取るためには開腹による手術を行わないと取り出すことができ

ません。飲み込んだことに気付かず、そのまま体内でこの状態が続くと、胃や腸の壁に圧力が加わり

続け、血流が止まってしまい、やがて押されている胃や腸の壁の部分が壊死を起こします。それによ

り潰瘍となり出血します。更に進行すると、胃と腸または腸同志を貫通する孔が開くことになります。

このような場合になると死に至ることがあります。 

 

子どもの誤飲事故を防ぐには 

子どもの誤飲事故については、飲んでしまうものが鋭利な場合や、体に対して毒になるものであれ

ば、保護者も注意をします。しかしながら、磁石特に強力な磁石やボタン電池などのように一見安全
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そうに見えるものでも誤飲により思わぬ事故の原因となる場合があります。子どもの身の周りにある

ものの危険性について改めて考えて、事故を防ぐようにしましょう。 

・3 歳児の口の大きさは約 4cm。これより小さいものは口にはいります。 

・小さな子どもはつかんだものは、何でも口に入れます。 

・子どもは手に持ったものを、落としたり、叩いたり、投げたりします。 

このように、子どもが扱う製品は、大人向けの製品とは異なる使用状況が考えられます。以下の点に

ついて注意しましょう。 

〇玩具を購入する際は、子どもの発達や安全に配慮されたものを選びましょう。 

〇玩具の対象年齢に十分に注意しましょう。 

〇日頃から破損などがないか点検しましょう。 

〇設置や保管は手の届かない場所を選びましょう。 

〇中古品を入手する際には、製品の情報・状態をよく確認しましょう。３） 

 

誤飲事故 みんなで注意 

大人にとっても、強力な磁石であるネオジム磁石の取り扱いには注意が必要です。磁石どうしを強

くぶつけたりすることで細かな破片になると誤飲が原因ではなくても、体の中に取り込まれてしまう

ことも考えられるので、子どもに限られた危険ではなくなります。 

誤飲事故については、強力な磁石の他にも、ボタン電池や、吸水樹脂ボール（水で膨らむボール状

の樹脂製品）など事故の防止に注意が必要な製品があります。また、誤飲事故は、子どもだけでなく、

成人においても認知機能が衰えている場合は誤飲事故の発生が懸念されます。周囲の見守りや注意で

誤飲事故を防ぎましょう。 

 

 

【参考にした情報】 

 23

 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_021/assets/csic_cms101_220324_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_021/assets/csic_cms101_220324_02.pdf 

２）磁石ナビ：ネオマグ株式会社 

https://www.neomag.jp/mag_navi/magnavi_top.html 

３）「磁石」や「吸水樹脂ボール」の誤飲に注意! - 飲み込んだ後、開腹手術を要する事故が発生 -：

消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_058/ 

 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_021/assets/csic_cms101_220324_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_021/assets/csic_cms101_220324_02.pdf
https://www.neomag.jp/mag_navi/magnavi_top.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_058/
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ợ 『アクティビティノート』第３０４号（２０２２年６月発行）掲載  

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症が日本国内での流行が始まったのは、

2020 年 2 月頃です。現在は、2 年 4 カ月が経過しています。感染症の

予防のために、外出先や帰宅した際に手指の衛生消毒を行うことは、

すっかり日常生活の習慣となっているのではないでしょうか。買い物

でお店に立ち寄った時もエタノールで手指の消毒をしています。一方

で思わぬ事故に会う危険も。普段の生活の中で、手指の衛生消毒をす

る際に注意が必要なことをまとめました。１） 

 

感染症の予防とエタノールによる手指消毒 

感染症を予防する基本は、原因となるウイルスを自分の体の中に入れないことです。感染の経路に

は大きく分けて飛沫（空気）感染と接触感染の 2 つがあります。 

飛沫（空気）感染は、空気中を浮遊する飛沫、またはより細かなエアロゾルなどを呼吸などで鼻や

口から取り込むことで体の中に侵入します。侵入するウイルスが少なくなるように、ウイルスが浮遊

している空気を換気すること、マスクをして取り込み難くすることで感染を予防します。 

一方、接触感染は、ウイルスが付着したモノから手や指を経由して目、鼻、口などの粘膜から直接

体の中に侵入します。手や指に付着したウイルスを少なくすれば感染を予防することができますので、

日頃から手指の衛生消毒が行われています。手を洗うためには、水のある場所に行き洗剤で手を洗う

必要がありますが、外出先でも手軽に簡便にできる手指の衛生消毒として、揮発性があるエタノール

で衛生消毒する機会が多いのではないでしょうか。 

濃度 60～95vol％の消毒用エタノールを手指全体によく行き渡らせれば、新型コロナウイルスの消

毒に有効です。このウイルスは、表面が脂質性の膜で覆われているエンベロープタイプのウイルスで

すので、エタノールでこの脂質性の膜を壊すことで感染予防を行うことができます。このエンベロー

プタイプのウイルスには、インフルエンザウイルスも含まれるのでインフルエンザの感染予防に有効

です。２） 

 

エタノール消毒の自動噴霧は幼児の目線になる 

店先などに設置されているエタノールの自動噴霧器は、幼児、子どもには注意が必要です。設置さ

れている高さは大人が手を差し出して手指に噴霧される高さですが、幼児、子どもの身長では、目線

の高さになります。大人に倣って手を伸ばすと目や口に向ってエタノールが自動噴霧され、目や口に

直接入るので大変危険です。周囲の方で注意することが重要です。３）４） 

 

エタノールの補充の課題 

複数の場所にエタノールの噴霧器を設置して実際に起きた事故です。補充用の大容量のエタノール

の消毒液を用意し、離れた場所にも複数の噴霧器を設置しました。補充用の消毒液の容器は 1 つなの

で、離れた場所の補充用容器としてラベルを剥がした PET 製飲料ボトルを小分け用として用意して

いました。このエタノールを入れた PET 製ボトルと飲料水ボトルとの取り違えが起きてしまい、消

毒液が飲料水として飲まれるという事故が起きています。エタノールは無色透明な液体で飲料容器に

入れてしまうと見た目では、飲料水と区別することができません。正規容器の中身を異なる容器に移

し替えることは絶対にやめましょう。誤飲事故が起きることが懸念されます。 
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ノロウイルスにはエタノールは有効ではない 

エタノールにも特徴があります。感染性胃腸炎の原因のひとつであるノロウイルスは、脂質性の膜

がない非エンベロープタイプのウイルスで、エタノールによる感染の予防効果は期待できません。こ

のためノロウイルスなどによる感染性胃腸炎が身の回りで発生している時は、手指の消毒には洗剤を

使い水で洗い流して体内への侵入を防いで、感染予防することが必要になります。５） 

 

手洗いの基本は水で洗い流すこと 

外出先などその場でできる感染予防を行う事はとても大切なことです。

一方で店先などに置かれた消毒液については、設置されている場所の管理

に任されていることになります。消毒液としてエタノールの濃度は、60～

95vol％が推奨されますが、中味を確認することはできません。手洗いの基

本は水で洗い流すことです。きちんと手指についている汚れを取り除き、

洗い残しなく水で洗い流せば確実に感染症の予防になります。２） 

濡れた手は清潔なハンカチやタオルで拭いてください。汚れたハンカチやタオルで拭いてしまうと、

汚れを手指に広げることになります。また、大人にありがちな行動として、濡れた手で髪を整えるこ

とは禁物です。髪には空気中に漂っているさまざまな汚れが、吸着しているかもしれません。髪に触

れると、せっかく洗い流したきれいな手指に改めて汚れをつけることになってしまいます。 

 

 

【参考にした情報】 

  

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_20200626_02.pdf 

２）アクティビティノート第 288 号 手洗いは万能：化学製品 PL 相談センター 

https://www.nikkakyo.org/system/files/chumoku288%20.pdf 

３）Vol.583 消毒剤・除菌剤の取扱いに留意しましょう。誤飲や眼に入る事故の発生が続いていま

す！：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20220228/ 

４）除菌剤・消毒剤が眼に入る事故に注意しましょう：日本中毒情報センター 

https://www.j-poison-ic.jp/report/eyeexposure202102/ 

５）Vol.578 アルコール消毒に頼りすぎないで、ノロウイルスによる感染症や食中毒に注意! 

：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20220107/ 

 

 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_20200626_02.pdf
https://www.nikkakyo.org/system/files/chumoku288%20.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20220228/
https://www.j-poison-ic.jp/report/eyeexposure202102/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20220107/
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ợ 『アクティビティノート』第３０５号（２０２２年７月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

毎日の食事に注意が必要な方がおられます。食物アレルギーをお持

ちの方です。今回、「くるみ」を義務表示の「特定原材料」とするため

食品表示基準改正に向けて進めることになりました。 

食物アレルギーは、食品に含まれるたんぱく質などを異物として身

体が認識して、過剰な防御反応を示すことです。食物アレルギーの主

な症状は、「かゆみ・じんましん」「唇の腫れ」「まぶたの腫れ」「嘔吐」

「咳・ぜん息（ゼイゼイ・ヒュウヒュウ）」などで、「意識がなくなる」

「血圧が低下してショック状態になる」などの重篤な症状を示すこと

もあり、最悪の場合は死に至ることもあります。買い物で食品を選ぶ

際の大切な情報である食物アレルギーの食品表示についてまとめまし

た。１） 

 

食品表示と食物アレルギーの表示 

 店頭で販売されている食品には、食品表示基準に従った表示がされており、食品を選ぶ際に内容を

正しく理解し、選択し、食べる時の安全性を確保するための大切な内容が記載されています。 

食物アレルギーを起こす成分はアレルギー物質（アレルゲン）と呼ばれていますが、人によってそ

の反応を起こす成分や量は、異なります。また、食物アレルギーについては、治療方法の検討はされ

ていますが、有効な方法はなく、原因となるアレルゲンを食べないようにすることで発症を防ぐこと

が大切です。食物アレルギーを持つ方にとっては、食品に書かれている成分の表示がとても重要な情

報となります。また、これまで症状が無い方でも突然発症することもあり、原因を究明するためにも

食べた食品の食品表示が手掛かりとなることも考えられます。 

アレルゲンを含む食品には、その品目を表示することが義務付けられています。表示の根拠、用語、

品目が下記のように分類されています。表示が義務とされている「特定原材料」7 品目と表示が推奨

とされている「特定原材料に準ずるもの」21 品目があります。 

   

  

7  

ṕ Ṗ 

  

21  

 

 

 

 

「特定原材料」の 7 品目については表示が義務とされていますので、記載に誤りがあれば対象の食

品は回収が命じられます。 

 

食物アレルギーの実態 

日本国内の食物アレルギーの患者数の正確な数字は把握されていませんが、乳幼児の 5～10%（30

万～50 万人）、学童期の 1～3%（20 万人）が食物アレルギー患者であると言われています。 

消費者庁にて定期的に実施されている食物アレルギーの実態調査について、2020 年の結果が公開さ

れました。右が原因物資の内訳を示すグラフです。33.4%の「鶏卵」、18.6％の「牛乳」に次いで 3 番
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目に 13.5％の「木の実類」が多いとの結果になりました。更に、木の実類の内訳では「くるみ」が

463 件で 57％と半分以上、次いで「カシューナッツ」が 174 件で 21%を占めていることが報告され

ました。２） 

 

「くるみ」を「特定原材料」に 

発症数や重篤度から「木の実類」については原因と

なる食物で3 位、特に原因物質別の件数においても「く

るみ」は、「鶏卵」「牛乳」「小麦」についで 4 番目の

多さになりました。「くるみ」の食物アレルギーが増え

た原因については不明な部分が多いのですが、「くる

み」の年間消費量は増加しており、食べる機会が増え

ていることが考えられます。３）今後、消費者庁にて「く

るみ」を義務表示とするために食品表示基準改正に向

けて進めることとされました。 

 

食物アレルギーとうまく付き合うには 

食物アレルギーを防ぐには、その食品を食べないようにするしかありません。

食品表示がその頼りとなり、製品を購入する場合は表示で確認することができ

ます。しかしながら、注意が必要なのは、外での食事やテイクアウトの食品で

す。今後は、品目の表示についても徐々に広まることにはなりますが、心配な

場合は、提供されるお店の人に原材料の確認を行うなどして注意しましょう。 

また、自分の体がどの原材料に食物アレルギーを持っているのかを良く知っておくことが重要です。

かかりつけ医などとよく相談し、あらかじめ症状が出た時の対処方法なども相談しておきましょう。

本人だけでなく、家族や周囲の人も普段から対処方法を知っておくことが大切です。４）５） 

 

 

【参考にした情報】 

１）加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(事業者用)(令和 3 年 3 月)：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_c

ms204_210514_01.pdf 

２）食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_c

ms204_220601_01.pdf 

３）輸入統計：日本ナッツ協会 

http://www.jna-nut.org/wordpress/?page_id=83 

４）食物アレルギー - 厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-08.pdf 

５）アレルギー表示とは：消費庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/pdf/food_labeling_cms

101_200401_02.pdf 

 

 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_210514_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_210514_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_220601_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_220601_01.pdf
http://www.jna-nut.org/wordpress/?page_id=83
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-08.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/pdf/food_labeling_cms101_200401_02.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/pdf/food_labeling_cms101_200401_02.pdf
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ợ 『アクティビティノート』第３０６号（２０２２年８月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

当センターに寄せられる相談の中には、小さなお子様を持つ保護者の方

からの相談があります。相談の内容は、様々な製品の安全性についてのも

のが多いのですが、中には誤飲･誤食に関連した相談もあります。育児経験

のある方ならよくわかると思いますが、ハイハイをしだして、やがて歩き

出し、活動領域が広がってきた丁度その時期と、手当たり次第に何でも口

にいれる時期が重なり、保護者にとっては“目が離せない”状況になりま

す。「子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック」が消費者庁から公開

されています。１）子どもの事故について注意点をまとめました。 

 

消費者庁の消費生活意識調査２）によると乳幼児の育児経験がある 2,201 名のうち、約 4 割が転落や

転倒の事故を経験しています（転落：43.8%、転倒：43.5%）。「転落」はイス、ベッド、階段、窓等

からの転落事故で、「転倒」は段差、自転車などの乗り物等による転倒事故です。 

また、乳幼児の事故で医療機関への通院をした事故の割合に注目すると、多い順番は下記の表とな

ります。 

 

  

ṕṾṖ 

 

ṕṾṖ 

 12.8  31.0  

 13.4  30.1  

 11.1  13.9  

 6.7  7.0  

 4.0  14.3  

 1.2  4.9  

 1.1  8.4  

 

「やけど」は熱湯や暖房器具、アイロン等によるもので、「誤飲」は磁石、吸水樹脂ボール、ボタ

ン電池、たばこ、薬、お酒、洗剤等を誤飲した事故です。 

当センターへの問い合わせ内容については、「ちょっと目を離したすきに、口に入れてしまった」、

「かじったみたいなんだけど大丈夫かしら？」など口にした化学製品は様々ですが、どの程度口に入

れたかまではよく分からないことが多く、お子様の様子に異常が無くても、安全性が心配になって念

のため問い合せるケースもあります。誤飲・誤食事故は思わぬ時に起こるもの、慌てないために応急

処置や緊急時の連絡先等の情報を頭に入れておくことが大切です。 

誤飲･誤食したものや量によって手当てが異なります。応急手当の情報については、製品の表示、

製品のメーカーの消費者相談室、日本中毒情報センターの「中毒 110 番」等で得ることができます。 

吐かせるべきかどうか、何か飲ませたほうがいいのか困ったときは、専門機関に問い合わせましょ

う。 

 

 

 

(n=2,201) 
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〇日本中毒情報センターの「中毒 110 番」 

中毒事故が起こったら（家庭でできること、やってはいけないこと）３） 

１．原因物質の確認 

まず、何を飲んだのか、何を吸ったのか、中毒の原因物質を確認します。医療機関を受診する場合

や中毒 110 番に相談する際にも必要な情報です。特に、中毒事故の場面を見ていなかった場合、散ら

かっている空き瓶や空き箱など周囲の状況から原因物質を特定しなければならないこともあります。

残っている量から飲んだ量を推定することも重要なポイントです。 

２．応急手当 

意識があり、呼吸も脈拍も異常がない場合に行います。 

意識がない、けいれんを起こしているなど、重篤な症状がある場合は、直ちに救急車を呼びます。 

 

１）食べた場合・飲んだ場合 

食べたり、飲んだりした物によって手当てが異なるので、中毒 110 番にご相談ください。 

  

 

 

 

※絶対に吐かせてはいけないものの例 

石油製品（灯油、マニキュア、除光液、液体の殺虫剤など） 

容器に「酸性」または「アルカリ性」と書かれている製品 

（漂白剤、トイレ用洗浄剤、換気扇用洗浄剤など） 

防虫剤の樟脳（しょうのう）、なめくじ駆除剤など 

③ 刺激性があったり、炎症を起こしたりする危険性があるものの場合は、牛乳または水を飲ませ

ます。誤飲したものを薄めて、粘膜への刺激をやわらげます。飲ませる量が多いと吐いてしまうの

で、無理なく飲める量にとどめます。（多くても小児では 120mL、成人では 240mL を超えない）。 

※牛乳または水を飲ませたほうがよいものの例 

容器に「酸性」または「アルカリ性」と書かれている製品 

（漂白剤、トイレ用洗浄剤、換気扇用洗浄剤など）、 

界面活性剤を含んでいる製品（洗濯用洗剤、台所用洗剤、シャンプー、石けんなど） 

石灰乾燥剤、除湿剤など。 

④ その他のものの場合は、飲ませることで症状を悪化させる恐れがあるものもありますので、何

も飲ませないようにします。 

※飲ませることで症状を悪化させる恐れがあるものの例 

石油製品（灯油、マニキュア、除光液、液体の殺虫剤など） 

たばこ・たばこの吸殻、防虫剤（パラジクロロベンゼン、ナフタレン、樟脳） 

２）吸い込んだ場合 

きれいな空気の場所に移動する。 

３）眼に入った場合 

眼をこすらないように注意して、すぐに流水で１０分間以上洗う。 

眼を洗うことが難しい場合や、コンタクトレンズが外れない場合は無理をせず、すぐに受診する。 

４）皮膚についた場合 

すぐに大量の流水で洗う。付着した衣服は脱ぐ。 

 

 

【参考にした情報】 

１）子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック(2022 年 3 月) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_002/assets/consumer_safety_

cms204_220322_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_002/assets/consumer_safety_cms204_220322_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_002/assets/consumer_safety_cms204_220322_01.pdf


☿fi♃₈                                                 כ∟╞∫≤ ₉                  

                                    ≥╙─ ⌐  

- 106 - 

 

２）令和４年７月の消費生活意識調査結果について 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms201_220720_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/assets/cons

umer_research_cms201_220720_02.pdf 

３）『中毒事故が起こったら（家庭でできること、やってはいけないこと）』公益財団法人 日本中毒情

報センター 

https://www.j-poison-ic.jp/general-public/response-to-a-poisoning-accident/at-home/ 

 

 

もしものときは 

厚生労働省「子ども医療電話相談事業(#8000)について」 

https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html 

総務省消防庁「全国版救急受診アプリ(愛称「Q 助」)」 

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html 

公益社団法人日本小児科学会「ONLINE QQ こどもの救急」 

http://kodomo-qq.jp/ 

 

中毒事故の場合は 

公益財団法人日本中毒情報センター「中毒 110 番」 

https://www.j-poison-ic.jp/110serviece 

 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms201_220720_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/assets/consumer_research_cms201_220720_02.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/assets/consumer_research_cms201_220720_02.pdf
https://www.j-poison-ic.jp/general-public/response-to-a-poisoning-accident/at-home/
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html
http://kodomo-qq.jp/
https://www.j-poison-ic.jp/110serviece
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適量を均一に放出することができるエアゾール製品は、使い勝手に優

れる一方で、可燃性の液化ガスが使われていることが多く、使用時・保

管時に火気に近づけたり、高温環境に置いたりしないよう注意が必要で

す。また、廃棄時にも適切に処理をしないと思わぬ事故を起こすことが

あります。１） 

エアゾール製品を廃棄する際の注意点についてまとめました。 

 

東京消防庁から公開された「令和 4 年版 火災の実態」2）によると、2021 年におけるエアゾール缶

等による火災は 122 件発生しており、下記の表のようにまとめられています。 
 

〇2021 年のエアゾール缶等の火災発生要因 

   

 ẁ   
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ẁ Ḳ  
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缶の種類別では、簡易型ガスこんろ用燃料ボンベによる火災が 75 件（61.5％）前年比 31 件の増加で、

エアゾール缶では 42 件（34.4％）前年比 15 件の減少でした。廃棄方法が原因となった火災は、35

件（28.7％）で前年比 12 件の減少でした。穴あけ・ガス抜きによる近くの火気からの火災の件数は

20 件で前年比 10 件の減少ですが、継続して発生しています。また、ごみ収集車からの出火は 13 件

で前年 13 件と同じ件数でやはり継続して発生しています。 

 エアゾール製品を廃棄する際の基本は、「必ず中身を使い切ってから、お住まいの地域のゴミ出し

ルールを守ってゴミに出す」ことです。その際に注意すべき点としては、製品を使い切った後、少量

残っているガスまで完全に抜き切ってからゴミに出すことです。エアゾール製品をゴミに出す際の手

順は、下記のようになります。 

 

  

  

  

  

 

缶の穴あけは、特に中身やガスが残った状態で行うと引火の原因になり危険です、ご注意ください。 

エアゾールの中の噴射ガスには、液化石油ガス（LPG）やジメチルエーテル（DME）などが使わ

れています。これらの可燃性ガスが残ったままでゴミに出すと、ゴミ収集車の荷室内でエアゾール缶
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が潰されてガスが噴出し、ゴミを圧縮する際に発生した火花に引火して火災事故を起こすことがあり

ます。また、中身が入った状態で「穴あけ」をしないことも重要です。多くの自治体は「穴をあけず

にゴミに出す」としていますが、「穴をあけてゴミに出す」よう指導しているところもあります。どち

らの場合も、中身を使い切った上で、ガス抜きキャップを使い残ったガスまで完全に抜いておくこと

が肝要です。「穴あけ」は、エアゾール缶から内容液が一度に勢いよく噴出して液が顔や身体に掛かっ

てしまう、噴出した可燃性ガスに引火して火災事故を引き起こすことがあるなどの危険性が指摘され

ています。 

 

最近のエアゾール製品には、残ったガスを楽に、かつ安全に抜くことができるようにガス抜きキャ

ップが装備されています。中身を使い切った上でこれを利用し、残ったガスまで完全に抜き切るよう

にしましょう。エアゾール製品の廃棄方法やガス抜きキャップの使い方については、日本エアゾール

協会のホームページに分かりやすい紹介がありますので参考にされるとよいでしょう。３）４） 

 台所のシンクや洗面台の流しは、水が流れることから噴射ガスも一緒に流れると考えてはいません

か。ガス抜キャップを使って残ったガスを抜き切る時の場所も重要です。ガス抜きは、「風通しが良

く、火気のない屋外で」行ってください。残った中身を抜き切る時に中身が一緒に出て来ることにな

りますが、どうしても後のことを考えると、水洗いできる台所のシンクや洗面台の流しで抜き切るこ

とを行いがちですが、大きな危険を冒す可能性があります。 

シンクや流しの下の排水管は、屈曲した U 字トラップなどの構造となっているため、排水管の途中

には封止水が溜まり、下水の臭いが室内に直接入り込まないようにされています。エアゾールの中の

可燃性の噴射ガスは、水にはほとんど溶けないので排水管から下水として流れず、比重が空気に比べ

て重いので低いところに流れ、封止水より室内側に滞留することになります。室内で換気扇などを使

ったとしても、シンクや流しの低い部分は空気の流れが滞り、噴射ガスが残りやすく、火気があれば

引火して爆発を起こす場合があります。 

ガス抜きキャプを使って缶に残った噴射ガスを抜き切る時は、必ず「風通しが良く、火気のない屋

外で」行ってください。エアゾール容器から出る中身は不要な布や紙に吸わせるなどをして、周囲を

汚すことがないように注意してください。 

 

どうしても使い切れない場合、まずはお住まいの地域のゴミ出しルールを確認してみましょう。そ

のような場合に限り収集している地方自治体もあります。また、相談先（清掃事務所等）を案内して

いることもあります。 

中身を自分で処理しようと思うが、適切な処理方法が分からない、またはエアゾール缶の噴射口が

詰まってしまった、押しボタン部が破損してしまった等の理由でスプレーできないといった場合には、

製品のメーカーのお客様相談窓口に相談してみましょう。製品特性を踏まえた適切な処理方法を案内

して貰うことができます。毎日の生活に欠かせないエアゾール製品、使用から廃棄まで、事故のない

ように心がけたいものです。 

 

 

【参考にした情報】 

１）スプレー缶製品・カセットボンベによる事故の防止策－正しい廃棄で事故を防止！－；国民生活

センター 

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200220_1.pdf 

２）令和４年版  火災の実態；東京消防庁 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-cyousaka/kasaijittai/r04/index.html 

３）正しいごみへの出し方；一般社団法人 日本エアゾール協会 

https://www.aiaj.or.jp/exhaust.html 

４）ガス抜きキャップについて；一般社団法人 日本エアゾール協会 

https://www.aiaj.or.jp/mechanism.html 

 

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200220_1.pdf
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-cyousaka/kasaijittai/r04/index.html
https://www.aiaj.or.jp/exhaust.html
https://www.aiaj.or.jp/mechanism.html
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ợ 『アクティビティノート』第３０８号（２０２２年１０月発行）掲載 

 

 

 

 

 

10 月を迎えましたが、まだ汗ばむ日もあります。衣替えで夏物から冬物の

衣類に入れ替える時期です。夏物の衣類を洗濯するときに何となく黒ずんで

いませんか。衣類の黒ずみについて注目しました。 

 

黒ずみ発生のメカニズム 

衣類の黒ずみの原因は、繊維に蓄積した皮脂汚れである場合が大半です。着用した衣類を洗濯して

も落とし切れなかった皮脂汚れが、少しずつ積み重なり衣類の色が黒ずむことがあります。また、最

近多く使われるようになった化学繊維にも原因があります。 

〇洗濯の課題 

毎日の衣類の洗濯で、汚れた衣類を洗濯機で長く保管していませんか。洗

濯後の洗濯機の中は水が残っています。その洗濯槽に汚れた衣類を入れて扉

を閉じてしまうと洗濯槽の中は湿度が高い状態となり、汚れた衣類では菌が

汚れを栄養分にして分解しながら増えていきます。菌が作る皮脂汚れの代謝

物で衣類が繊維の奥まで一層汚れることになります。汚れた衣類は洗濯かご

などに入れて、洗濯まで風通しを良くして保管するか、または洗濯機の扉を

閉じないようにすることも必要です。 

ただし、小さな子どもがいる場合は、洗濯機の扉を開けたままにしておくと中に入り込み、扉が閉

じると出られなくなるなどの大きな事故が起きてしまうので注意しましょう。 

洗濯機で洗う衣類の量も重要です。衣類が多すぎて衣類全体に洗剤が届かないと汚れを水に取り出

すことができません。最近の洗濯機には衣類の重量を計るためのセンサーがついていますが、洗濯の

際に洗濯機へ衣類を目いっぱい入れていませんか。一度、洗濯する衣類の重さを確かめてはいかかで

しょうか。体重計を使い１回の洗濯物の重量の目安を確認しましょう。小分けして洗濯を行うことや

使う洗剤の量を洗濯物の重さに合わせて適量を使いましょう。 

使う柔軟剤の量も原因となります。柔軟剤は衣類の風合いを整えるもので、そのため洗濯では、洗

剤で汚れを落とした後のすすぎの際に溶かしこんでいます。洗濯槽の中で衣類全体に柔軟剤成分を行

きわたらせていますが、過剰に使うと柔軟剤成分が必要以上に衣類に残ることになってしまいます。

柔軟剤を洗濯の度に過剰に使うと衣類に柔軟成分が蓄積され、そこに皮脂汚れも残りやすくなり、落

ちにくい黒ずみ原因となります。柔軟剤も洗濯物の重量に合わせて適量を使いましょう。 

〇繊維の課題 

全世界で生産されている繊維の種類と量の

推移１）について、2020 年の生産量は 109 百

万トンでした。2019 年の 111 百万トンから

コロナ禍の影響で減少をしましたが、2000

年以降の繊維の生産量を5 年ごと推移で見る

と、2000 年の 58 百万トンから 2010 年は 79

百万トン、2015 年は 98 百万トンとなり、継

続して大きく増加をしています。 

また、繊維の種類については、植物繊維や

動物繊維の生産量は大きく変化しませんが、

化学繊維の生産量は大きく増えており、2000

年との比較ですが、2020 年では約 2.5 倍に増
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加しています。その中でも特にポリエステル繊維は、同じく 2000 年との比較となりますが約 4 倍と

大きく増加しています。 

天然繊維である綿、麻、羊毛などについては、植物繊維は作付け面積、動物繊維についても畜産面

積が限られる中で生産量に限界があります。ファストファッションの流行による衣類の流通量の増加、

世界の人口の増加など様々な要因が考えられますが、衣類の供給必要量を確保するために化学繊維の

増産が必要な状況です。 

肌に直接触れる肌着では、皮脂が付着しやすく皮脂汚れとして残りやすくなります。化学繊維は素

材の化学的な特性から天然繊維に比べると油になじみやすい性質なので、綿素材の肌着よりも化学繊

維の肌着では皮脂汚れが繊維に残りやすく黒ずみやすくなることになります。 

 

黒ずみを取り除くには 

黒ずみは、普段の洗濯では落としきれず衣類に蓄積した皮脂汚れが大半です。黒ずみを取り除くに

は、必ず衣類の洗濯表示を確認する必要がありますが、洗剤の浸け置き特にぬるま湯を使う方法が役

立ちます。また、漂白剤を利用することも有効です。もちろん繊維の種類や色、柄物に漂白剤を使う

ときは使える漂白剤を必ず確認をしてください。漂白剤には塩素系漂白剤と酸素系漂白剤があります。

洗濯表示には、その衣類に使える漂白剤の種類も表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年もお気に入りの衣類を着るためにも、夏に着た衣類の汚れをキチンと落としましょう。そして

また半年後に着ることができるように衣類を大切に扱いましょう。衣類も大事な資源です。 

 

 

【参考にした情報】 

１）テキスタイルエクスチェンジ 2021 年市場調査報告 

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2021/08/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-and-M

aterials-Market-Report_2021.pdf 

 

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2021/08/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-and-Materials-Market-Report_2021.pdf
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2021/08/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-and-Materials-Market-Report_2021.pdf
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外干しができずに洗濯物が乾きにくい時に乾燥機を使うことがあります。

その時にちょっと気をつけたいことがあります。乾燥機の中にタオルを入

れたまま放置するとタオルから火が出ることがあります。 

油の残った布が自然発火するメカニズムをまとめてみました。１）２）３） 

 

〇自然発火の原因は 

次のような条件が揃うと布が自然発火することがあります。 

１.   

２.   

３.   

油の種類の影響 

美容に使われるマッサージオイルには植物由来の油が多く使われます。オリーブ油、アーモンド油、

グレープシード油などが代表的です。また、食用油としてもサラダ油、ひまわり油など植物由来の油

があります。 

これらの油に共通の特徴としてリノール酸、α－リノレ

ン酸などの不飽和脂肪酸が多く含まれています。不飽和脂

肪酸は動植物由来の油に含まれていて、機械油など鉱物由

来の油には含まれていません。不飽和脂肪酸は、炭素同志

の二重結合を持つので空気中の酸素によって酸化反応が起

き、その際には発熱をします。 

布の状態の影響 

マッサージオイルを使った後、余分なオイルを拭き取ったタオルはマッサージオイルを多く含むた

め、洗濯をしても木綿繊維の表層の油分は洗い流せますが、繊維の奥に浸み込んだ油分の一部は残る

ことになります。 

タオルなど木綿の製品の発火温度は右の温度です。乾燥機

の運転温度は業務用でも 160℃ですので布が焦げたりするこ

とはありません。また、乾燥運転中は空気が循環しているの

で内部の温度が高くなることもありません。 

一方、乾燥した布が温かいまま積み重なるなどまとまった

状態で放置をされると、布は空気を含んでいますので、不飽

和脂肪酸の酸化反応は促進されます。乾燥して積み重なった

布の中心部は保温・遮熱をされているので、酸化反応が始ま

ると急速に温度が上昇して発火温度の 495℃を超えると発火する場合があります。 

〇食用油を新聞紙やボロ布などに吸わせて廃棄 

食用油も不飽和脂肪酸が含まれています。新聞紙やボロ布に油を吸わせた場合も空気中の酸素によ

る酸化反応から発熱し、熱が逃げられない集められた状態では、発火点を越え火が着く場合がありま

す。 

 

〇塗料やワックスの浸み込んだ布や紙も注意 

不飽和脂肪酸は、亜麻仁油などとして塗料やワックスにも使われています。亜麻仁油は乾性油とも

  

 250Ṍ260ṹ 

 290ṹ 

 495ṹ 

 360Ṍ370ṹ 

 

 

-͠  
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呼ばれ木材の素材感を活かした塗料やワックスに使われています。不要な部分を拭き取った布や紙製

のウェスに浸み込んだ亜麻仁油が、不飽和脂肪酸が酸化することにより発熱し、集めて置かれると熱

が逃げられずに布や紙の発火点を越える温度となり、火が着くことになります。 

 

〇布などからの自然発火を防ぐには 

  

  

  

 

マッサージオイルを愛用している、食用油を使った、床のニス掛けをしたなど動植物系の油を使い余

分な油を布や新聞紙などで拭き取った時には、「火のないところから火が出る」可能性のあることを思

い出してください。 

 

 

【参考にした情報】 

１）東京くらし WEB「とらぶるの芽(No.74） 油による自然発火に注意！！)」：東京都 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/trouble/trouble74-shizenhakka-180910.html 

２）報道発表「マッサージオイルなどを含んだタオル等が自然発火！」：東京消防庁 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/250322.pdf 

３）「洗濯物から発煙・発火～美容オイルなどが付着した洗濯物を洗濯し乾燥機を使用～」：製品評価

技術基盤機構（NITE） 

https://www.nite.go.jp/data/000086388.pdf 

 

 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/trouble/trouble74-shizenhakka-180910.html
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/250322.pdf
https://www.nite.go.jp/data/000086388.pdf
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ợ 『アクティビティノート』第３１０号（２０２２年１２月発行）掲載 

 

   

 

 

 

 

「毒」というと人体に影響を与え、人の生命を奪うことにもなる恐ろ

しいものです。どの程度人に影響を与えるのか、リスク評価の考え方に

ついて、どのように検討されているのかまとめてみました。1)、２） 

 

〇毒って何？ 

人間の体は、体内に入ってきた「毒」を代謝の働きで分解しています。

体にとって有害な物質を代謝によって解毒する機能があります。 

人間は植物や動物によって生化学的に合成された化学物質を摂取して（食べて）体に取り入れ込ん

できました。自らでは、体を形作る骨、筋肉、脂肪となる素材も活動のもとになるエネルギーも作り

出すことができません。その際にいろいろな工夫、例えば、皮をむくこと、煮る・焼くことなどの熱

を加えることで、植物や動物に含まれている「毒」の成分を取り除いて、安全で体に取り入れても害

のないようにして摂取してきました。人間が普段食べているもので 100%安全なものはありません。

できるだけ安全なものを体に影響を与えない量の範囲で体に取り入れています。一例としては、ジャ

ガイモの芽があります。ジャガイモが発芽するとソラニンというアルカロイド系の化学物質を作り出

します。これは芽が出て成長する際に動物などに食べられてしまうことを防ぐために生成し、摂取し

た動物や人に中毒症状が起きます。日本国内でも多くの食中毒の事故事例が毎年報告されています。 

また、科学技術が発達した近年では、新たに化学的に合成された物質（化学物質）の中には、使い

方や体に取り込まれる量によっては人間に毒となる成分もあります。更に、体に対して直接影響する

ことがない化学物質でも、地球の環境中では分解されにくいために徐々に蓄積されることで生態系に

悪影響を与えることも心配されています。 

 

〇毒の体への影響 

毒となる成分リスク評価を模式図としてグラフで表したものが下記になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物質 A、物質 B、物質 C について摂取量と生体への影響を見ると物質 A は、より少ない量で致死量

となるので毒として体への影響が物質 B より大きいことになります。一方で物質 C は、物質 B より

もより多くの量が必要となります。しかしながら、物質 C でも量が多くなると体への影響があること

となります。毒の体への影響については、それぞれの物質の性質と体へ取り込まれる量が重要である

ことがわかります。 

 

 

 

 

Ọ B C 
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〇毒のリスク評価 

 毒となる可能性のある物質について、人の体への影響についてリスク評価を行って、安全かどうか

を判断しています。その考え方を同じく模式図としてグラフを使って説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂取量によって物質の人の体への毒性が表れますが、もちろん本当に人で実験をすることはできま

せんので、これまでに実施した動物による実験結果や新たに動物での実験を行わずに細胞などを使っ

た毒性の試験の結果から、この量以下なら毒性が発現しないとされる量、即ち無毒性量（NOAEL:No 

Observed Adverse Effect Level）を求めます。この無毒性量に対して安全係数をさらに考慮します。

まず、動物実験や細胞実験などから求めた量の結果なので、人と動物の種の違いによる安全係数分と

して１/10 を乗じて、実験値より 10 倍毒性が強くなる可能性があると評価します。次いで、人の個体

差、年齢差などの感受性の違いを考慮して、同様に更に 1/10 を乗ずることで 10 倍毒性が強くなる可

能性を考慮します。これらを掛け合わせて 1/100 としたのが安全係数です。つまり、無毒性量の実験

値に 100 倍毒性が強い可能性あるとして、無毒性量に安全係数の 1/100 を掛けたものが、一日摂取許

容量（ADI:Acceptable Daily Intake）です。 

ある物質の人に対する安全性については、ADI を基準に考えています。体の中に入る量がとても重

要ですので、仮に食べ物から体に入ることを考えた場合、極端な例ですが、特定の食べ物を偏食する

ことや、一度に大量に摂取すると ADI を越えてしまう可能性があり、有害な影響が現れることがあり

ます。但し、安全係数も考慮されているので、量が少なければ有害な影響がでないのが一般的です。

具体的な例として、農薬や食品添加物など、国が基準値を設定した物質については、「通常の摂取量」

であれば有害な影響を与えることはありません。 

 

【参考にした情報】 

   

 https://www.fsc.go.jp/koukan/risk_analysis.html  

    

 

 

 

 

 

 
ṕNOAELṖ 

 
1/100  

 
ṕADIṖ 

https://www.fsc.go.jp/koukan/risk_analysis.html
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ợ 『アクティビティノート』第３１１号（２０２３年１月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

当センターに寄せられる相談の中には、製品に書いてある注意表

示を守っていれば事故を防げたと思われる案件も数多くあります。 

【例１】塩素系のトイレ用洗浄剤と酸性タイプのトイレ用洗浄剤を

一緒に使ってしまい、発生した塩素ガスを少量吸ってしまったよう

だ、咳込み喉も痛い。どうしたら良いだろうか？ 

【例２】靴用の防水スプレーを玄関で使い、噴射した霧を吸ってし

まった。咳が出て、息苦しい感じがする。 

塩素系洗浄剤や酸性タイプの洗浄剤の製品容器には、「まぜるな危険」 表示が書かれています。防

水スプレーにも 「注意；吸い込むと有害。必ず屋外で使用」 と表示が書かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

どちらの製品も、表示があるにも係らず、それを守らずに使用され、事故に遭っています。使用し

た消費者の背景には、次のようなユーザー心理があります。 

◆使い方の分かった製品の注意表示は気にしない。 

初めて使う製品で、使用方法が良く分からない場合には、製品表示をじっくり読みます。しかし、

使い方が分かった製品では、すぐに使いたい気持ちからわざわざ製品表示を見ることはしません。 

◆表示は目には入っているが、自分は大丈夫という根拠のない過信から、行動に反映されない。 

一般家庭用に売られている製品に、危険なものがあるはずがない。万が一のことが書いてあるのだ

ろうが、普通は起こらない、といった心理学の認知バイアスの一つである正常性バイアスが働くため

です。 

また、製品表示を読もうとしても、多くのことが小さな字でギッシリ書かれていて、読み難いとい

う、ユーザーとしてはどうすることもできない事情もあります。 

では、どうしたらよいのでしょうか？ 製品表示には、重要なことほど、大きくまた分かり易く書

かれています。見るポイントさえ掴めば、重篤な事故を防ぐことができます。製品の注意表示を見る

ときのポイントについてまとめました。 

 

シグナルワードに注目する 

製品の表示には、製品情報（品名、用途、液性、成分、材質等）、使い方情報（使い方、使えない

もの、使用量等）、安全性情報（使用上の注意、応急処置等）があり、様々な情報が記載されています。

この中で、重篤な事故を防ぐために特に注意喚起を促す目的で表示されるものを「警告表示」といい

ます。警告表示には必ずシグナルワードが入っています。それが「危険」、「警告」、「注意」の３つの

言葉です。そして、危険＞警告＞注意の順に守らなかった場合に受ける可能性のある被害の大きさが

変わってきます。シグナルワードの後には、簡潔な文章で、危険の種類、想定される結果、回避方法

などが掲載されています。「危険」、「警告」、「注意」ではじまるメッセージは、その製品を安全に使う

ためにとても重要なことが書かれていると認識してください。 
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図記号に注目する 

事故防止のために重要な事柄は、誰もが一目でわかる図記号で表示される場合があります。製品の

限られた表示スペースに効率良く分かり易く表示ができ、日本語が読めなくても意味がわかるなどの

メリットがあり、近年多用されるようになってきました。 

図記号は、かつてはそれぞれの製品で独自のものが使われて

いましたが、JIS などの標準規格でルールが決められ、このル

ールに則ったものが多くなりました。大きく分けると、しては

いけないことを示す「禁止マーク」、注意することを示す「注意

マーク」、必ず行なう（守る）ことを示す「指示マーク」があり、

この中に内容を示すピクトグラム（絵文字）が入ります。 

事例として「洗剤類の安全図記号」を右に示します。１） 

 

製品表示は大切な情報源 

製品は内容液と容器を合わせて品質、性能、安全性が

設計されています。容器の材質、強度、機能性等が慎重

に検討され、使用時だけでなく保管時にも安全が保たれ

るように設計されています。そして、容器には用途、使

い方、成分、使用上の注意、応急処置など、その製品に

とって重要な情報が表示されています。これらの製品を

専用容器以外に移し替えて使用することは、思わぬ事故

につながることがあり危険です。使うのは内容液だから

といって、専用容器以外への移し替え使用は危険を伴う

ことがあり“厳禁”です。 

製品表示、特に安全な使用に係るものはしっかりと読

んでから使用するのが望ましいことは言うまでもありま

せん。一方、字が小さく読みにくいことも否めません。

見るべきポイントを抑えて、製品表示を大切な情報源と

捉えて賢く使いこなしましょう。 

 

 

 

 

 

 

【参考にした情報】 

１）製品安全表示図記号の使用・適用等に関する自主基準：日本石鹸洗剤工業会 

https://jsda.org/w/01_katud/anzenzukigou.html 

 

https://jsda.org/w/01_katud/anzenzukigou.html
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ợ 『アクティビティノート』第３１２号（２０２３年２月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

除雪機について注意喚起が公開されました。１） 

「今年の冬は日本海側を中心に降雪量が平均並みか多いと予想されており、除

雪機を使用する機会が増えるため、よりいっそうの注意が必要です。除雪機は、

安全機能を無効化しない、状況に応じてエンジンを切るなど、取扱上の注意を

守って使用しましょう」 

との内容です。この注意喚起の中で大切なポイントとして 

「デッドマンクラッチ機構などの安全機能を無効化しない」 

に気を付けるとされています。今回はこの安全機能についてまとめました。 

 

〇デッドマンクラッチ機構とは 

除雪機のハンドルにはクラッチと呼ばれるレバーが装着されています。操作する時に、必ずハンド

ルを握る際にクラッチと一緒に握らないと除雪機は始動しません。手を離すと除雪機は停止してしま

います。操作者が意志を持って操作していないとき、即ち意識がないなど人事不省（死んでしまう：

デッドマン）の状態では、機械が停止するような機能を指しています。 

現在、電車などにもデッドマン機構は装備されています。運転手の意識がなくなり、運転席のハン

ドルを握っていない、床のペダルを踏んでいない状態では電車に制動が働き、停止します。 

 

〇フェールセーフの考え方 

 安全機能の基本には、フェールセーフの考え方があります。装置やシステムに何らかの不都合が生

じた場合に、装置やシステムが安全な側の状態になることを表します。必ず不都合なことが起こるこ

とを前提にしています。この考え方は不特定多数の人を輸送する鉄道を中心に発達してきました。有

名な事例としては、遮断機と信号機が上げられます。 

 

遮断機：道路と線路が交差する踏切には遮断機が設置されます。遮断機の 

遮断棹は上がっている状態を維持するためには力を掛けていなけ 

ればならないように設計をされています。停電や遮断機の故障が 

起きた場合、遮断棹は自重で下りた状態になり、踏切には入れな 

い状態となります。 

信号機：1870 年頃ですが、駅へ入線して良いかの表示にボールを掲げる 

信号機で運転手に知らせていました。信号手がボールを引き上げ 

位置を高いところに掲げた状態を Go（進行）、信号手が何もしな 

い時の下がった状態は Stop（停止）としました。信号手が忘れる 

など何か人為的ミスがあっても駅での衝突が避けられます。 

 

身近な例としては、家庭の電気製品にも備えられているヒューズがあります。何らかの不具合で電

気製品に異常量の電気が流れた場合、製品のヒューズが溶けて断線し、電気の流れを止めて電気製品

は動かなくなります。 

 

〇フールプルーフ 

 人は間違えることを前提にした安全機能が、フールプルーフです。使用方法を知らない、または間

違って使用される場合でも事故が起きないようにすることで、装置やシステムが始動する際に安全が
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確保されていないと始動ができません。身近な製品にはこの機構が必ず組み込まれています。 

 

電子レンジ：食品を温める時には必ず扉を閉めないと始動しません。 

混合水栓 ：温度を調節するレバーを操作して高温のお湯を使うときは、 

ロック機構を外さないと高温のお湯を出すことはできません。 

温水便座 ：便座に座らないと洗浄水のボタンを押しても水は出ません。 

そして、大きな機械を使う工場では命に係わる事故を防ぐため特に安全を確保する必要があります。 

・機械の近くで調整を行った後、機械から離れて扉を閉めないと機械は始動しません。 

・プレス機に材料をセットした後、操作台の両端ボタンを両手で同時に押さないと作動しません。 

 

〇チャイルドレジスタンス機能 

一般の人には使いにくさを感じる場合もありますが、子どもの使用による事故を防ぐための機能を

製品に組み込む設計のことをチャイルドレジスタンス機能と呼ばれています。２） 

使い捨てライター：現在販売されている使い捨てライターに PSC マーク 

がない製品は販売することはできません。着火する 

際にはロック機能があるため 2 段階の操作が必要、 

着火ボタンを押し込むには成人の強い力が必要。３） 

 市販薬の容器  ：誤飲・誤食を防ぐため蓋の開栓時に、押し込んでから回す 2 段階操作にする。 

 

事故に合うことが無いように様々な安全機能が組み込まれていますが、それでも事故は発生してい

ます。折角のデッドマンクラッチ機構についても、操作する人がクラッチ機構を固定してしまうと作

動せず停止しません。面倒と思う心の隙、いつもの操作と思い注意力が低下、目を離したちょっとし

た瞬間、そこで事故は発生します。日頃から安全に対して注意することが大切です。 

 

 

【参考にした情報】 

１）「除雪機の死亡事故」7 割が誤使用・不注意 

～"安全機能 ON とエンジン OFF"が生死の分かれ目～：消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_066/ 

２）子どもの安全性−設計・開発のための一般原則：日本工業規格 JIS Z8150 

 https://kikakurui.com/z8/Z8150-2017-01.html 

３）子供の安全を守るためライター等の販売が規制されています：経済産業省 

 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/20110920_lighter.pdf 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_066/
https://kikakurui.com/z8/Z8150-2017-01.html
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/20110920_lighter.pdf
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ợ 『アクティビティノート』第３１３号（２０２３年３月発行）掲載 

 

 

 

 

  

 

簡単に広い面積に吹き付けられる、使用方法に定められた適量を出すことが

できるスプレー・トリガー製品が増えています。使いたいところへ片手で操作

もでき、とても便利な製品ですが、正しく使うためには注意することがありま

す。思わぬ事故に遭わないためにスプレー・トリガー製品を上手に使う注意点

をまとめました。 

 

スプレー・トリガー製品はボトルに中味の液体が入れられて、このボトル

にスプレーやトリガーが装着されています。レバー（トリガー）を引くと、

ボトルの中にあるチューブが中味の液体を吸い上げます。そして、スプレー

の場合は、吐出口から細かな霧状に吹き出して対象となるモノの上に一定量

で均一に拡がり、トリガーの場合は、一定量を取り出すことができます。 

スプレー・トリガー製品の容器は、内容液の特性や用途に合わせて設計さ

れています。中味の液体に含まれる成分や液の性質である、粘り気や液性（酸

性またはアルカリ性）に合わせて工夫がされており、それぞれ最適な専用の

スプレー・トリガー部分が使われています。特に、内容液が強い酸性やアル

カリ性の場合や、次亜塩素酸ナトリウムなどの酸化剤を含む場合は容器の材質、強度、機能性等が慎

重に検討され、使用時だけでなく保管時にも中味が変質せず安全が保たれる設計がされています。ま

た、容器には用途、使い方、成分、使用上の注意、応急処置など重要な情報が表示されています。 

下記の点に必ず注意をしましょう。 

 

〇目より高い位置へのスプレーには注意 

目線より上に向かって吹きかけると、自分や人に直接降りかかるおそれがあります。目に入る、鼻

や口から吸い込むなど思わぬ事故を起こしかねません。製品の用途に合わせ、高い位置に吹きつけ拡

げたい場合は、モップや布などに中味を吹きつけてから拭くなど、飛散しない工夫もしましょう。 

 

〇市販の容器には移し替えない 

スプレー容器は、使用にあたり適切な量が出ることで、空気中に必要以上に拡がらないよう中味に

合わせて設計がされています。例えば、カビ取り剤など泡で出るように設計されている製品を別のス

プレー容器に詰め替えると、泡にならず液が出て飛び散る場合がありとても危険です。また、液性（酸

性またはアルカリ性）などの影響を受けて、スプレーの部分の材質が変質して作動しなくなる場合や、

最初は使うことができても時間の経過とともに容器の材質に影響して液もれなどが起こることもある

のでやめましょう。使うのは内容液だからと考えて、専用容器以外への移し替え使用は、危険を伴う

ことがあり“厳禁”です。 

 

〇スプレー・トリガー容器には寿命があります 

使っているうちにレバーの周りから液だれを起こす、泡にならない等の不具合が出てきたら、スプ

レー・トリガー容器本体ごとの買い替えをお勧めします。スプレー・トリガーの部分は使われるプラ

スチックが何度も操作しているうちに、力や中味の液体の影響で少しずつ部品に変形や亀裂などが生

じていきます。その状況が進むと正常に作動しなくなることや液漏れが起きるようになってしまいま

す。 
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スプレー・トリガー容器劣化のサイン 

● 泡で出る製品なのに泡になりにくく液が垂れてしまう 

● 液が出なくなる 

● レバーを伝って液がもれるようになる 

● レバーが戻らなくなる、折れる、外れる 

● 吐出口の先端部が外れる 

● 予期せぬ方向に液が飛ぶ 

● スプレー・トリガー部分がボトルから抜けて外れる 

このような不具合が出たら、劣化のサインです。 

 

食品に消費期限があるように、電気製品や家庭用の製品にも寿命があります。１）２）３）家庭用製品を

安全に使うため、劣化のサインが出たら、新しいスプレー・トリガー品への買い替えをお勧めします。 

定期的に新しいスプレーに！ 

 

参考にした情報 

  

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_210910_01.pdf 

２）「扇風機等の家電製品の経年劣化事故に御注意ください」；消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160614kouhyou_1.pdf 

 ３）扇風機やエアコンの思わぬ火災を防ぐには？；独立行政法人製品評価技術基盤機構 

   https://www.nite.go.jp/data/000091549.pdf 

 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_210910_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160614kouhyou_1.pdf
https://www.nite.go.jp/data/000091549.pdf
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ợ 『アクティビティノート』第３１４号（２０２３年４月発行）掲載 

 

 

 

 

私たちの身の回りにある植物の中には有毒な成分を含むものがあり、

春先から初夏にかけて、有毒植物の誤食による食中毒が多く発生してい

ます。山菜や野菜などの食べられる植物と見た目がそっくりで、区別す

るのが難しい植物がたくさんあります。よくわからない植物は、絶対に

採ったり食べたりしないようにしましょう。食用と確実に判断できない

植物については、絶対に「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人に

あげない」ようにしましょう。１）２） 

 

〇有毒植物による食中毒発生状況 

厚労省による2012年から2021年の

10 年間の有毒植物による食中毒の発

生状況は右図になります。３）ジャガイ

モの事件数は 17 件ですが、学校や家

庭で栽培したジャガイモを食材として

調理し食中毒となった場合が含まれる

ので、患者数は 280 名と多くなってい

ます。 

一方、春の山菜採りのシーズンには、

誤って有毒な野草を採取し、食べたこ

とが原因となる食中毒が多く発生しま

す。 

・スイセンの葉をニラと間違えて食べた 

・バイケイソウの葉をギョウジャニンニクと間違えて食べた 

・イヌサフランの葉をギョウジャニンニクと間違えて食べた 

事件数が 62 件のスイセンは、花が終わり葉だけになると、見た目はニラとそっくりで見分けるこ

とができません。また、ニラには独特のニオイがありますが、家庭菜園などでスイセンが隣接して植

えられ、混ざってしまうと区別できずに誤って食べられた事故が発生しています。４） 

イヌサフランは観賞用として花壇などに植えられていますが、球根も有毒で同じように家庭菜園な

どで混じり、誤って口にすることで事故が発生しています。山菜採りでギョウジャニンニクの葉と間

違えられたことも含め、過去 10 年で死亡事故も 11 件と多く発生しています。５） 

 

〇有毒植物の天然毒物 

 これらの有毒植物には、窒素を含んだアルカリ性物質であるアルカロイドなどが含まれています。

一定量を摂取してしまうと、嘔吐、下痢や頭痛などの中毒症状が起き、重篤な場合は死に至ることも

あります。６） 

スイセン：リコリン、タゼチンなど 

ジャガイモ：ソラニン、チャコニンなど 

バイケイソウ：プロトベラトリン、ジェルビン、ベラトラミンなど 

イヌサフラン：コルヒチン 
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これらのアルカロイドは、加熱しても確実に毒性が無くなることは期待できません。この他にも、

食用のものと見た目がよく似た有毒植物がたくさんあり、山菜に混じって生えていることもあります。

また、食中毒患者の多くが、高齢者であることから、安易に食べられる植物であると判断せず、特に

注意することが大切です。７） 

食用の野草と確実に判断できない植物は、絶対に「採らない、食べない、売らない、人にあげない」

を守って食中毒を予防しましょう！ 

 

 

参考にした情報 

１）有毒植物による食中毒に注意しましょう；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html  

２）有毒植物による食中毒防止の徹底について；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/content/000925869.pdf 

３）過去 10 年間の有毒植物による食中毒発生状況（平成 24 年～令和３年）；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html 

４）スイセンをニラなどと間違えないように注意しましょう！；日本中毒情報センター 

https://www.j-poison-ic.jp/report/suisen202303/ 

５）家庭菜園等における有毒植物による食中毒に御注意ください；消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160413kouhyou_1.pdf 

６）自然毒のリスクプロファイル 植物性自然毒；厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.

html 

７）【リーフレット】高齢者の誤食・中毒・死亡が多発！その植物、有毒かも？ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000925859.pdf 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000925869.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html
https://www.j-poison-ic.jp/report/suisen202303/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160413kouhyou_1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000925859.pdf
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３．６ 「コラム」 

◇『アクティビティノート』第３０３号（２０２２年５月発行）掲載 

 

 

 

 

 

日焼けに注意をする季節になりました。日焼けの原因は紫外線です。日焼けの皮膚に与える影響と

紫外線の基礎について整理しました。１） 

紫外線とは 

紫の外と書いて紫外線ですが、紫外線（Ultra Violet:UV）とは何

でしょう。雨上がりの空にかかる虹の七色は、赤・橙・黄・緑・青・

藍・紫ですが、紫の外側の目に見えない光が紫外線です。可視光と

言われる赤～紫までの光は、光の波長では、700～400nm（ナノメ

ートル:1×10-9m）の波長の光です。紫はその中でも一番短い波長の

400nm になります。この波長より短く目に見えない光が紫外線です

が、この紫外線は、更に波長の違いによって 3 つに分けられていま

す。400～320nm は UVA、320～290nm は UVB、290～100nm は UVC と呼ばれています。一番波

長の短い UVC は、地球を取り巻くオゾン層（高度 10km 以上の成層圏にある）に吸収されてしまい

ますので地表には届きません。そのため、人に日焼けなどの影響を与える紫外線は UVA と UVB に

なります。 

紫外線は太陽光に含まれていて、年間を通じて変化していますが、常に肌に影響を与えています。

大気を通る距離が、紫外線には大きく影響します。太陽の高度が高くなる、春分の頃から増え始め、

夏至の頃は大気を通る距離が短くなるので紫外線は一番強くなります。日本では 6 月は梅雨の季節に

当たり、日照時間が短くなるため一旦紫外線量が下がる傾向がありますが、6～8 月は紫外線量のピー

クとなります。また、紫外線量は1 日の太陽高度すなわち大気の厚みの変化による影響を受けますが、

UVA は UVB に比べると厚みの影響が小さく、皮膚が受ける量は多くなります。更に、UVA は可視

光により近いために、UV 防御加工をしていない普通のガラスを透過しますので、ガラス越しなので

直射日光を浴びていないと安心するのは禁物です。 

 

紫外線の人に与える影響（日焼け） 

紫外線が皮膚に与える影響は、まず日焼けとして現

れます。一口に日焼けといっても紫外線の波長によっ

て皮膚に与える影響は異なります。短い波長 320～

290nm の UVB は、皮膚の表皮と言われる基底層の部

分に強い影響を与えます。UVB を浴びると数時間後

に皮膚が赤く炎症を起こします。夏に水遊びをした後

に、赤くなりヒリヒリした経験をされたことが多いと

思います。表皮の基底層にあるメラノサイトの活動が活発になり、日焼けによるシミ・ソバカスの原

因となります。一方、長い波長 400～320nm の UVA は、皮膚の表皮にあるメラニンをすぐに黒くし

てしまいます。また UVB に比べると皮膚の表皮より深い真皮まで届き影響を与えることになります。

真皮には、皮膚の構造を保つ役割りがあるエラスチン繊維やコラーゲン繊維があり皮膚のキメやハリ

のある状態を維持していますが、UVA がダメージを与えることでシワやタルミなど皮膚の光による老

化を促す原因になるといわれています。 

紫外線を防ぐには 

紫外線を防ぐ基本は「紫外線を浴びないこと」です。 

 ȱɧɞ 

UVB UVA 
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〇つばの広い帽子をかぶる  〇日傘をさす  〇長そでを着る  〇サングラスをかける 

最近は男性でも日傘をさす姿が見られるようになりました。できる限り紫外線を浴びない工夫をしま

しょう。顔や手、腕や足など露出して紫外線を浴びることが避けられない場合は、紫外線防止用化粧

品を使いましょう。 

日焼けの皮膚に与えるダメージ

は、波長の違う UVB と UVA で異

なりますが、各紫外線を防ぐ効果を

示す表示も、別に表されています。

製品に表示されている紫外線を防ぐ

効果の目安と使用目的に合わせて化

粧品を選ぶことが大切です。 

UVB を防ぐ目安の表示が、

SPF(Sun Protection Factor)で、

UVA を 防 ぐ目 安の 表示 が PA

（Protection Grade of UVA）です。

SPF は、50+までの数字で UVB を

防ぐ効果の目安を表しています。一方、PA は、+マークの数で UVA を防ぐ効果を表していて++++

と 4 つが一番防ぐ効果が高くなります。 

製品に記載されている使い方や使う量を守って使いましょう。使う体の場所、皮膚への伸ばしやす

さ、塗布した後の皮膚の感触なども製品によって異なります。また、時間の経過と共に、汗や皮脂に

よる化粧崩れやこすれて取れてしまう場合もあります。2～3 時間を目安に塗り直しをしましょう。 

 

「紫外線吸収剤」と「紫外線散乱剤」 

紫外線防止化粧品には、「紫外線吸収剤」や「紫外線散乱剤」が使われています。代表的な紫外線

吸収剤にメトキシケイヒ酸オクチルがあります。吸収剤は、それぞれ特定の波長の紫外線を吸収し、

熱などに変えることで皮膚に与える紫外線の影響を防いでいます。一方、紫外線散乱剤は、酸化チタ

ンや酸化亜鉛などの粉末を使い紫外線を散乱させることで防いでいます。粉末の大きさを小さく制御

することによって波長の短い紫外線だけを散乱させることができるので、見た目の皮膚の色が白くな

ることも抑えることができます。 

紫外線防止化粧品は、紫外線の UVB と UVA を効率良く防ぎながら、皮膚への伸ばしやすさ、使

用感の良さ、そして透明で見た目に違和感のない仕上がりを目指して開発されています。ご自身の使

用目的や使用感の好みに合わせたお気に入りの商品を選んではいかがでしょうか。 

 

１）紫外線編：日本化粧品工業連合会 

https://www.jcia.org/user/public/uv/ 

 

https://www.jcia.org/user/public/uv/
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◇『アクティビティノート』第３０４号（２０２２年６月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

少し化学に詳しい人なら、「エチレン」と言われると、石油化学コンビナ

ートを連想するでしょう。日本には太平洋ベルトの 9 カ所に 15 の石油化

学コンビナートがありますが、その中核を成しているのがエチレンを製造

するエチレンプラントです。１） 

エチレンは、かすかに甘い臭いのする気体ですが、これを出発原料とし

て様々な石油化学製品が製造されます。エチレンという言葉に馴染みがな

くても、ポリエチレンはご存知のことでしょう。そう、あの「ポリ袋」の

ポリエチレンです。ポリエチレンもエチレンを原料にして製造されるプラ

スチックの一つです。 

工業的には、エチレンは石油を精製して得られるナフサから製造されます。ナフサを水蒸気と混合

して 800～900℃程度の高温で熱分解し、生成物を蒸留分離してエチレンを製造します。さらに、こ

のエチレンを原料にポリエチレンなどのプラスチック、化学薬品などの製品が生み出されます。 

石油化学工業のキー物質の一つであるエチレンですが、自然界にも存在し、私たちの生活に密接に

関係した重要な役割を果たしています。 

 

エチレンは植物の生長ホルモンとして、種子の発芽、茎葉の老

化、果実の成熟、花弁の萎凋などをコントロールする働きを持っ

ているのです。 

果物が熟すのもエチレンの作用です。果物は熟す前に収穫して

も、そのまま成熟を続けます。この現象は追熟と呼ばれ、やはり

果物自身が出すエチレンの影響によるものです。バナナは実が青

いうちに収穫され輸送されます。これにより熟し過ぎたり、害虫

が付いたりすることを防ぐことができます。日本に着いてから、

一旦、温度・湿度がコントロールされた室（ムロ）に貯蔵され、

そこで追熟が行われます。その際には、バナナから生じるエチレ

ンの他に、少量のエチレンが加えられて追熟が促されます。追熟

を終えたバナナは一定の品質で店頭に並び、私たちは甘く美味し

いバナナを食べることができます。 

果物は家庭で保存している時も追熟が進みますが、エチレンは果物によって発生量が異なり、発生

量の多い果物を発生量の少ない果物と一緒に保存すると、発生量の少ない果物は傷みやすくなります。

発生量の多い果物の代表はリンゴですが、他の果物を同じ場所に一緒に保存するときは、リンゴをポ

リ袋などに入れて保存するとよいと言われています。また、この性質を逆手にとって、なかなか成熟

しない成熟前のキウイフルーツは、リンゴのようにエチレンをたくさん出す果物と一緒にポリ袋に入

れ常温で置いておくと、短時間で成熟します。原理を知っておくと、生活の知恵として応用が利くよ

うに思います。 

 

工業的には、ナフサを水蒸気と混合して 800～900℃程度の高温で熱分解することにより生産され

るエチレンですが、植物はどのようにしてエチレンを得ているのでしょうか。植物が生産するエチレ

ンは、アミノ酸の一種であるメチオニンを出発物質に複数の酵素の働きで生産されていることが知ら

れています。 

 Ṍ Ṍ ȱɧɞ 
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巨大な石油化学コンビナートと身近な植物の中で同じ化学物質が生産されていると、何だか不思議

な気持ちになってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）日本の石油化学コンビナート：石油化学工業協会 

https://www.jpca.or.jp/studies/junior/howto.html 

 

https://www.jpca.or.jp/studies/junior/howto.html
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◇『アクティビティノート』第３０５号（２０２２年７月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症は、2019 年 12 月に中国の武漢で最初の市中感染が報告され、2020 年 1

月以降には全世界に感染が拡大「パンデミック」となりました。この感染症が流行してから 2 年半が

経過しています。感染症予防を行うことが、日常生活の前提となり、日頃の習慣や行動に大きな変化

が起きました。この先の感染状況がどのようになるのかわかりませんが、これまでに様々な解析や報

告もされています。100 年前に全世界で大流行したスペイン風邪、そして新型コロナウイルス感染症

が流行する前の季節性インフルエンザが流行していた 2018 年頃の状況などが報告されています。こ

れらを対比させながら 2020 年 1 月から 2022 年 6 月までの振り返りを行ってみました。 

 

〇日本における新型コロナウイルス感染症流行の状況（～2022 年 6 月末） 

日本国内では、2020 年 1 月 15 日に国内で新型コロナウイルス感染症の最初の感染が確認され、2

月 13 日に死者が報告されました。そして、これ以降国内での感染拡大が始まりました。2020 年は、

3 回の感染流行の波が起きています。従来株からウイルスが変異してアルファ株の流行となり、2 回

の緊急事態宣言（2020 年 4 月 7 日～5 月 25 日、2021 年 1 月 7 日～3 月 21 日）が発動されました。

最初の緊急事態宣言が発動された時には、繁華街などの街角から人の姿がなくなるということも起き

ました。 

2021 年度は、新たな変異株であるデルタ株の流行と共に第 4 波と第 5 波となる感染拡大が起き、3

回目となる緊急事態宣言が 2021 年 4 月 23 日～9 月 30 日までの 5 カ月間に渡り発動されました。そ

の後 2021 年の 10 月から 12 月にかけては、日本国内の感染者数も 1 日当たり 100 名程度と少ない状

況となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、2022 年 1 月以降では、更なる変異株であるオミクロン株の流行により大幅な感染

者数の増加となり、1 日あたりの感染者数が約 100,000 名となる大きな第 6 波の流行を迎えました。

その後、感染者は減少していますが、2022 年 5 月末において、1 日あたりの感染者数は 20,000 名程

度で、第 5 波のピークの感染者と同程度の感染者数となっています。 

 Ễ  ȱɧɞ 
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日本国内の 2022 年 6 月 30 日に公開された新型コロナウイルス感染症による総死者数は、31,266

名で陽性者総数は 9,305,998 名です。国内で感染が始まった 2020 年 1 月から 2021 年 12 月末までの

2 年間の死者数は 18,387 名で同期間の陽性者総数は 1,732,007 名となり、その割合は 1.06％になり

ます。一方で、2022 年 1 月から 6 月末までの 6 ヵ月間の死者数は 12,879 名で同期間の陽性者数総数

は 7,573,991 名となり、その割合は 0.17%となりました。2022 年になってからは、陽性者数は約 4.4

倍となりましたが、陽性者総数に対する死者数の割合は、約 1/5 となり大きく改善されつつあるのが

6 月末の状況です。１） 

 

〇季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の対比 

新型コロナウイルス感染症のパ

ンデミックが起きる前は、毎年のよ

うにインフルエンザが流行していて

予防接種を受けたのではないでしょ

うか。季節性インフルエンザの 2017

年 9 月から 2020 年 8 月までの 3 年

間の感染者数と死亡者数が公開され

ていますので、2 年半経過での比較

とはなりますが、年代別の感染者数

と死亡者数のグラフを示します。高

齢者においては、感染数が少ないの

に関わらわず死亡者数がほぼ同数と

なっています。２） 

季節性インフルエンザと100年前

のスペイン風邪の各々3 年間の感染者数と死亡者数、そして新型コロナウイルス感染症の 2 年半の感

染者数と死亡者数を表にまとめました。３）、４） 

1918 年当時は、日本の人口は 5500 万人で、

ウイルスの存在も解明されておらず、ワクチン

もまだありません。現在の人口は 1 億 2550 万

人です。 

人口の違いもあるので、各ウイルス感染症の

感染者数だけでは比較はできません。感染者数は季節性インフルエンザが一番多くなります。一方で、

死亡者数はその感染者数に対する割合も含めて 100 年前からは、大きく減少はしています。新型コロ

ナウイルス感染症は、最新の医療技術が開発され投入されましたが、年代別死亡者数や感染者数に対

する死亡者数の状況から、特に基礎疾患のある方や高齢者にとっては、季節性インフルエンザよりも

感染してしまうと死に至る恐ろしい病気であることが分かります。 

少しずつ、日常が戻りつつある状況で、常にマスクをつける生活によって熱中症へのリスクが増え

ることや、口を隠すことによる子どもの発育への懸念なども考えられます。メリハリのある対応が必

要です。人との距離が保てない時はマスクを装着する、日頃から手洗いを心がけるなど、重症化の可

能性の高い高齢者への感染を少しでも予防する。感染した時の重症化を避けるためワクチン接種など

も活用するなど、各自できることを日々行うことがとても大切です。 

 

＜参考資料＞ 

１）第 89 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和 4 年 6 月 30 日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000959350.pdf 

２）第 74 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーリポート（令和 4 年 3 月 2 日） 

 日本の医療データベースから算出された季節性インフルエンザの重症化率 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf 

３）「流行性感冒」、国立国会図書館デジタルコレクション 

   

 23,804,673  388,722  

 31,665,539  27,679  

 9,305,998  31,266  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000959350.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf
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https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/985202 

４）「流行性感冒」内務省衛生局著（１９２２．３） 

https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/10008882-p.html  

５）厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ 

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 

消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_20200626_01.pdf 

新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf 

 

 

 

 

 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/985202
https://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/10008882-p.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_20200626_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf
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◇『アクティビティノート』第３０６号（２０２２年８月発行）掲載 

 

 

 

 

 

連日暑い日が続いています。熱中症の予防に水分を補給することが欠かせません。

外出先では、自動販売機やコンビニエンスストアで冷たい飲み物を買い求める機会

も多いのではないでしょうか。飲み物の容器はペットボトルが大半です。そもそも

ペットボトル（PET ボトル）の PET とはなんでしょうか。 

プラスチックの種類には様々な種類があり、ポリエチレン（PolyEthylene：PE）、

ポリプロピレン（PolyPropylene：PP）、ポリスチレン（PolyStylene：PS）などお

聞きになったことがあるかと思います。PET はポリエチレンテレフタレート

（PolyEthylene Terephythalate）の頭文字をとって呼ばれています。この PET は

その名前の通りエチレンとテレフタレート（テレフタル酸）が繰り返し繋がったポリマーです。 

化学的に合成するには、テレフタル酸とエチレングリコー

ルが原料になります。出来上がった樹脂をボトルの形に成型

したものが PET ボトルです。一方、ポリエチレンテレフタ

レートの樹脂を平らにフィルムの形にしたものは、食品など

の包装材になり、細く伸ばして繊維の形にしたものは、化学

繊維であるポリエステルの衣類になります。 

  

〇PET 樹脂の特性とリサイクルについて 

代表的なプラスチックである PP や PE は、炭素（原子量 12）と水素（原子量１）が構成する元素

です。それに対して PET は原料の化学構造から炭素と水素に加えて、酸素（原子量 16）が含まれて

います。そのため比重が重くなるので、PP や PE は軽く水に浮きますが、PET は水に沈みます。 

この特性を利用して PET ボトルのリサイクルが行われています。PET ボトル飲料のラベルやキャ

ップには PP や PE の別の素材が使われ、特にキャップについては、軟らかい樹脂の PE や PP を使

用しています。その理由は、外から異物が入らない、中味がこぼれないようにするためで、飲み口部

分と密着させるためです。資源として回収された PET ボトルは、洗浄後に細かく粉砕されます。比

重の違いを利用して PET とそれ以外の樹脂に分別してリサイクルが行われています。 

特に飲料用などの PET 樹脂は強度や衛生性などから使わ

れる樹脂の純度なども厳しく管理されていますので、資源と

してもとても重要です。そのためリサイクルの際にも「資源

有効利用促進法」に基づきボトルに右記の刻印や表示がされ

ていて「指定表示製品」として限定もされています。指定表

示製品以外の PET ボトルは、プラスチック製容器包装とし

て、市町村のルールにしたがって別途、分別する必要があり

ます。分別をする際には今一度ボトルに表示されているマー

クの確認が必要です。 

 

〇PET ボトルの再利用 

回収された PET 樹脂の再利用の分野は大きく拡大しています。これまではいわゆるカスケードリ

サイクルと言われる他の樹脂が混ざり込むことを前提とした用途に限られていました。シート状にし

て食品用トレイ、パウチや卵パック、農業用のシート材料などに使用する。成型加工をして日用品の

ボトル容器、文房具などに成型する。繊維にしてポリエステル素材の衣類などへの利用が多く行われ

ていました。 

ȱɧɞ ớỐở   
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最近は分別方法が進んだことにより、いわゆる水平リサイクルと言われる飲料ボトルの容器に再度

使用されることもあります。 

一方で、元の飲料ボトルについてもさらに検討が行われています。ボトルを包むシュリンクフィル

ムに切れ目を入れてボトルからはがしやすくする、シュリンクフィルムの面積を少なくすることも行

われています。飲料ボトルを箱単位で販売する場合は、箱に必要な表示を記載して個々のボトルには

シュリンクフィルムの無い仕様にするなど、分別のしやすさや包装材料を削減する工夫もされていま

す。 

 

 

＜参考資料＞ 

１）ペットボトルってなに？ PET ボトルリサイクル推進協議会 

https://www.petbottle-rec.gr.jp/basic/what.html 

２）PET 樹脂の特性 PET ボトルリサイクル推進協議会 

https://www.petbottle-rec.gr.jp/more/characteristic.html 

３）ポリエステル 樹脂プラスチック材料協会 

https://www.jushiplastic.com/polyesters 

 

https://www.petbottle-rec.gr.jp/basic/what.html
https://www.petbottle-rec.gr.jp/more/characteristic.html
https://www.jushiplastic.com/polyesters
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◇『アクティビティノート』第３０７号（２０２２年９月発行）掲載 

 

 

 

 

人の生活に必須な衣食住。その中でも衣類は、その日の予定や行く場所に合わせて選んでいるので

ないでしょうか。また、その人の個性や考え方によっても様々デザインの衣類を選んで着用していま

す。衣類には、機能性とデザイン性が求められています。機能が付加された繊維が開発され、その繊

維を使うことで機能性衣類が登場しています。そして、デザインについても形、色、光沢、肌触りな

ど様々な衣類が作り出されています。いずれも使われる繊維の違いによって様々な衣類となります。

素材としての繊維についてまとめました。１） 

 

衣類に使われる繊維には、大きく天然繊維と化学繊維に分けることができます。 

〇天然繊維 

衣類用の天然繊維は、動物や植物から得られる繊維です。動物から得られる代表的な繊維としては

「毛」「絹」があり、化学的にはタンパク質になります。植物から得られる代表的な繊維としては「綿」

「麻」があり、化学的にはセルロースになります。 

「毛」 羊、やぎ（カシミヤヤギ）、らくだ（アルパカ）などの動物から得ら

れる繊維です。動物種類の違いによって「毛」の太さや長さ、縮れ具合が異な

り、肌触りや風合いの違いとなります。「毛」は、繊維の表面がうろこ状に覆わ

れていて、吸湿及び保温性が高く、弾力があることが特徴です。一方、虫など

による食害にあう、アルカリ性に対して弱い、繊維同志が擦れあうとうろこ状

の部分が、絡みあい固まり柔軟性がなくなるフェルト化が起きてしまいます。 

「絹」 蚕が幼虫から蛹に変態する時に作る繭が材料です。幼虫は 1 本の糸

から繭を作るので長さは 1,000m 以上になります。蚕の品種によって糸の形や

強さは異なり、出来上がる「絹」の品質も大きく変わります。「絹」の特徴は、

軽く、表面が滑らかで光沢があり、スルッとした感触があります。一方、虫な

どによる食害にあう、シワになりやすい、アルカリ性に弱く、摩擦に弱いなど

家庭での洗たくが難しいなど取り扱いに注意が必要な繊維です。 

「綿」 綿花が咲き、受粉すると実をつけその中に種子ができます。この実

が熟し乾燥して割れると種子が繊維でつつまれたコットンボールができます。

この繊維が「綿」になります。品種によって繊維の長さが異なりますが、長い

繊維がとれる 4 大産地が有名で、スーピマ綿（アメリカ）、海島綿（カリブ海

周辺）、ギザ綿（エジプト）、新疆綿（中国）となります。これらの産地の「綿」

は長い繊維であることから、一般の「綿」とは希少性と肌触りや風合いが異な

ることで高級繊維として流通しています。「綿」の特徴は、吸水性が高く、肌触

りが良い、熱やアルカリにも強いので洗濯がしやすいなどで、取り扱いがしやすい繊維です。身近な

衣類に多く使われています。 

「麻」 植物自体を形作るための茎や幹から得られる繊維を示す総称で、主な植物の種類として、

リネン（亜麻）、ラミー（苧麻）、ジュート（黄麻）、ヘンプ（大麻）、マニラ麻、サイザル麻などがあ

ります。繊維の品質表示で「麻」と表示されるのはリネンとラミーで、それ以外は植物繊維と表示さ

れます。「麻」の特徴は、硬さがあり、汗ばんでも肌につかず通気性も高いので涼感があり、夏用衣料

によく使われます。一方、シワになりやすく摩擦に対しては弱い繊維です。 

 

〇化学繊維 

化学繊維は化学的に合成された繊維です。衣類は人の誕生以来身につけられ天然繊維が使われてき

ȱɧɞ  
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ました。19 世紀ごろに天然繊維に近い繊維をより大量に入手するため、様々な化学繊維が開発されま

した。化学繊維には、その原料や製造方法によって合成繊維、半合成繊維、再生繊維があります。そ

れぞれ代表的な「合成繊維」にはポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、「再生繊維」にはレーヨン、

キュプラ、「半合成繊維」にはアセテートなどがあります。 

「合成繊維」 石油などから得られる原料から化学的に合成し、これを繊維状に成型することで得

られます。 

ポリエステルの種類の一つであるポリエチレンテレフタレートは、エチレングリコールとテレフタ

ル酸が脱水反応し、繰り返し繋がったポリマーで、ペットボトルと同じ素材です。ポリエステルは、

ハリやコシがありしわになりにくく、酸やアルカリに強いので取り扱いやすい繊維です。吸湿性が低

く静電気が発生しやすい特徴があります。ポリエステルは化学繊維の中でも使われることが多い繊維

で、繊維の形を変えることで肌触りや風合いを変えることができます。 

ナイロンには、ナイロン６とナイロン６６の2 種類があり、

ナイロン６はイプシロンカプロラクタムとヘキサメチレンジ

アミンから、ナイロン６６はアジピン酸とヘキサメチレンジ

アミンから重合させて得られます。ナイロンは、軽く乾きや

すくしわになりにくい特徴があります。一方、熱には弱く、

日光で黄色く変色しやすい繊維です。 

ポリウレタンはジイソシアネート系原料とアルコールを

反応させてウレタン結合でつながったポリマーです。ポリウ

レタンは、ゴムのように伸縮性があり柔軟性やフィット感が

得られる繊維です。袖口や首周りなどストレッチ性が必要部

分に使われることも増えています。一方、湿度や温度、塩素

系漂白剤などの影響を受けやすいので、他の素材と組み合わ

せて使われることもあるので注意が必要です。 

 「再生繊維」と「半合成繊維」 「再生繊維」であるレーヨン、キュプラと「半合成繊維」である

アセテートとは、3 つの繊維ともセルロースが原料となります。 

レーヨンは木材パルプを原料にして水酸化ナトリウムと二硫

化炭素を反応させてセルロースのアルカリ溶液とし、酸性の液

中に押し出して繊維にしたものです。 

キュプラは、コットンリンターが原料です。コットンリンタ

ーとは、綿を採取した残りの種子周りの産毛のことで、このセ

ルロースを銅アンモニア溶液に溶解させて温水中に押し出して

繊維としたものです。いずれも元のセルロースを再生して繊維

としたので「再生繊維」と呼ばれます。 

アセテートは、「再生繊維」のレーヨンと同じく木材パルプの

セルロースを原料としますが、セルロース分子の水酸基の一部

に酢酸などを使いアセチル化という化学反応を行います。出来

たアセチルセルロースは、アセトンなどの有機溶媒に溶解させ

ることができますので、この溶液を温水中に押し出して繊維に

します。セルロースに化学的な反応を行うため「半合成繊維」

と呼ばれます。 

 化学繊維には他にも様々な素材があります。また、化学繊維同志だけでなく天然繊維を含めて異な

る素材を組み合わせることで、それぞれ素材のデメリットを補う繊維が作られています。また、化学

繊維の特性を活かした工夫も行われています。吸湿により発熱する素材を繊維に持たせる、または繊

維内に空間を作り断熱効果を持たせて暖かく感じさせる。繊維の形状をコントロールして表面積を増

やす、または親水性を高める加工をするなど水の蒸散を促進させることで皮膚の温度を下げ冷感を感

じさせる。抗菌素材を繊維の中に入れ込んで、菌の増殖を抑えて衣類の臭いを抑える。など、様々な

機能性繊維が開発されています。 

Ỉ 
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身の周りの衣類の肌触りや風合いと品質表示から、使われている繊維の素材を改めて確認されては

いかがでしょうか。 

 

＜参考資料＞ 

   2020 12 2021 5  

https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202012.html 

https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202101.html 

https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202102.html 

https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202103.html 

https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202104.html 

https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202105.html 

 

https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202012.html
https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202101.html
https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202102.html
https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202103.html
https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202104.html
https://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-202105.html
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◇『アクティビティノート』第３０８号（２０２２年１０月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

秋の風物詩と言えば「紅葉（もみじ）狩り」ではないでしょうか。

年中行事として楽しみにしている人も多く、毎年秋になると「今年

はいつが見頃だろうか？」と気象情報の紅葉前線が気になります。 

日本人にはなじみ深い紅葉ですが、降水量が多い温帯という気候

なので、日本の森林は様々な樹木が混じりあった植生です。季節が

秋へと変化すると落葉広葉樹は木の種類により葉の色を赤や黄に変

化させる、紅葉や黄葉が起きます。一方、常緑樹は緑色のままです。

海外の紅葉と言えば、単色の場合が多いようです。日本の紅葉は色

彩が鮮やかで、その美しさに定評があり、世界一と呼ばれています。

日本は、樹木の植生の特徴で落葉広葉樹が多様で欧米では約 13 種

類ほどですが、日本はなんとその倍の 26 種類もあると言われています。赤や黄色、オレンジ色があ

り、更に常緑樹などの緑色も混ざり、山全体が錦のような多彩で美しい紅葉をみることができます。 

 

植物の葉は一般に緑色をしていますが、これは「クロロフィル（葉緑素）」という緑色の色素が含

まれているからです。植物は、活発に水を根から吸い上げて、葉に水を送り込んでいます。クロロフ

ィルは、太陽の光（エネルギー）を吸収して、大気中の二酸化炭素と根からの水を使い、栄養分（糖

やデンプンなど）と酸素に変える働きをしています。これを「光合成」といいます。 

常緑樹に比べると落葉広葉樹は、葉は薄く面積が広い特徴があります。春から夏にかけては、気温

も高く、太陽の光をできるだけ多く受け取ることで、光合成を効率良く行います。秋から冬に向かう

と太陽の高度も下がり太陽の光が弱くなり、日照時間も短くなります。さらに気温も下がりますので、

光合成を行うには効率が悪くなります。落葉広葉樹は冬の間には、葉を残すことなしに春から夏にか

けて得られた栄養分を幹に蓄えることで冬を乗り越えます。 

落葉広葉樹の葉の色の変化はどのような仕組みで起こるのでしょうか。葉には光合成を行うクロロ

フィルのほかにも「カロチノイド」という黄色の色素が含まれています。クロロフィルが吸収しきれ

ない光を吸収したり、またその反対に余分な光を遮断する、発生する活性酸素を捕まえ植物を守る働

きをするなど、光合成を助ける働きをしています。葉ではクロロフィルの方がカロチノイドに比べて

はるかに量が多いため、春から夏は緑色の方が目立っています。 

秋になって気温が下がり日照時間が少なくなると、光合成をする働きが衰えます。そのまま葉をつ

けていると表面から熱や水分が奪われ葉を維持するために栄養分を使用することになりますので葉で

はクロロフィルやカロチノイドがつくられなくなります。そして葉の中に残っている成分を分解しま

す。その時、植物にとって必須な成分である窒素、リン、カリウムを優先して分解し回収します。こ

れら成分はクロロフィルに含まれる成分ですので、まずクロロフィルが分解されることになるので減

っていくにしたがい、カロチノイドの黄色が目立つことになります。これが黄葉です。イチョウの葉

では、この変化が起きています。 

一方、モミジやカエデなどの葉に代表される紅葉は、黄葉とは少し異なります。紅葉する葉の中に

別のあらたな赤い色素「アントシアニン」作られています。クロロフィルが分解されてしまった葉で

は、カロチノイドは残っていますが、葉に残った栄養分を少しでも幹に取り込み、クロロフィルがな

い状態で活性酸素の発生を防ぐためにアントシアニンを作って葉を赤くしています。アントシアニン

は水素、炭素、酸素が成分で、植物にとってはより貴重な窒素、リン、カリウムは含まれていません

ので、葉から栄養分を回収することを優先しています。 
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今年の紅葉は色づきが良いと話を聞かれたことがあるかと思います。紅葉の良し悪しは次の３つの

条件に左右されると言われています。 

①日中の天気が良いこと 

赤い色素となる糖分は光合成によって作られるため、日中、天気が良いことがきれいな紅葉となる

条件のひとつとなります。 

②適度な雨や水分 

乾燥しすぎると、葉が紅葉する前に枯れてしまいます。雨などにより適度に水分があることが、紅

葉には好条件となります。 

③昼と夜の寒暖差があること 

一般的に、最低気温が８℃以下になると紅葉が始まり、朝の最低気温が 5℃以下の日が続く時にも

っとも美しい紅葉が見られると言われています。夜の気温が高いと、昼間作った糖分を使って活動し

てしまうので鮮やかな赤にならず、昼と夜の寒暖差があると糖分の使用が少なくきれいな紅葉となり

ます。 

人から見て美しく見えるモミジの紅葉ですが、植物は少しでも多く栄養分を取り込み、冬を乗り越

えるための働きです。紅葉した葉は、枝と葉の間に「離層」と呼ばれる仕切りがつくられ、水分や栄

養分の行き来がなくなり、落葉していまいます。 

日本には紅葉の名所と言われる場所が各地にあります。同じ場所でも年によって良し悪しがあり、

それもまた話題になります。 

今年も紅葉の季節がやってきます。日本の自然が私たちに与えてくれた奇跡の恩恵ともいえる紅葉、

あなたはどこで紅葉を楽しみますか。 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

１）「植物の体の中では何が起こっているのか」島田幸久、菅原正嗣；ベレ出版 

２）日本植物生理学会 みんなのひろば 植物 Q&A 

https://jspp.org/hiroba/q_and_a/ 

 

https://jspp.org/hiroba/q_and_a/
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◇『アクティビティノート』第３０９号（２０２２年１１月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対策として、日本国内では承認を受けた

5 種類のワクチンがあります。その中でも広く予防接種には、メッセンジ

ャーRNA（m-RNA）タイプといわれるファイザー社製と武田薬品／モデ

ルナ社製の 2 種類のワクチンが使用されています。今回は、新型コロナウ

イルス感染症に向けて新しく開発されたm-RNA ワクチンについて解説し

ます。１） 

 

〇ワクチンの歴史２） 

ご存知の方も多いと思いますが、世界で最初のワクチンは、1798 年にイギリスの開業医であるジェ

ンナーによる天然痘のワクチンです。これは、当時恐れられていた天然痘の農民への感染状況の聞き

取りと観察から考えられました。畜産を営む農民で、牛の痘瘡である牛痘に感染した農民は、天然痘

は罹りにくい事実から牛痘に罹ることで天然痘の予防になるとの論文報告です。病気すなわち様々な

感染症の一部は、細菌が病原体であることが、1880 年代になってからフランスのパスツールやドイツ

のコッホによって解明されました。パスツールは感染症に対しては、「強い病気を起こすものから弱い

病気を起こすものを人工的作り出してそれをワクチンにする」という考え方を提案し、狂犬病ワクチ

ンの開発に成功しました。当時は、ウイルスという顕微鏡では観察できない病原体が存在することや、

生体の持つ免疫に関するメカニズムも解明されていない中で、ワクチンによる感染症の予防が始まり

ました。その後、ワクチンに関する知見や開発は、20 世紀には大きな進歩をしています。 

特に、種痘については全世界で実施することによって、1980 年 5 月に世界から天然痘が根絶され

たことが WHO により宣言されています。 

 

〇感染症予防のためのワクチンと免疫 

弱い病原体を生きた状態で利用する「生ワクチン」の他に、病原体の活性を失わせた「不活化ワク

チン」など様々な感染症に対応したワクチンが開発され、全世界の人々の健康を守っています。 

ワクチンの接種は、生体の持つ外から侵入してきた病原体に対して身を守り、感染症と戦う働きで

ある免疫を利用しています。ワクチンには、病原体の一部や病原体の情報が含まれており、これをあ

らかじめ接種することで、感染症に罹らず（ワクチンの病原性は低いまたは無いため）、生体は病原体

の情報を知ることができます。生体内に病原体が侵入してきた時、迎え撃つ準備ができた状態、すな

わち免疫を持つことになります。実際に病原体が体に侵入した時には、既に免疫があるため、病原体

による感染症の発症を抑え込む、または症状を軽くすることがワクチン接種によって可能となります。 

 

〇新しい m-RNA ワクチン 

今回開発された m-RNA ワクチンは、新しい考え方に基づき作られたワクチンです。３） 
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このワクチンには、人工的に脂質成分から作られた粒子の中に m-RNA が封入されています。この

m-RNA は、今回の新型コロナウイルス感染症の原因であるウイルスの表面にある 1,273 個アミノ酸

がつながったスパイクタンパク質を作る設計図となっています。設計図は人工的に入れ換えることが

でき、ウイルスの変異にも対応することができます。長い鎖のような設計図である m-RNA は、脂質

粒子で包み込まれ、注射により生体の細胞まで送り届けられます。脂質粒子は細胞表面にくっつきや

すい性質を持っています。こうして細胞の中まで送り届けられた m-RNA は、細胞の中で鋳型として

一過性で使われて、病原性の無い新型コロナウイルスのスパイクタンパク質が作られます。免疫細胞

は、このスパイクタンパク質に対して免疫の準備をして、中和抗体の産生と細胞性の免疫応答を整え、

新型コロナウイルスの侵入に備えます。こうして人の体は、新型コロナウイルス感染症の免疫を獲得

します。 

今回の m-RNA タイプワクチンでは、接種によって高い免疫を持つことが確認されています。しか

しながら、決して新型コロナ感染症に罹らなくなるということではありません。発症の予防や重症化

を抑えることが期待されていますが、ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できる

か分かりません。また、ワクチンを接種した方も様々な事情から接種していない方も、共に社会生活

を営んでいくことになります。 

引き続き、感染予防対策を継続する必要があります。 具体的には、「3 つの密＜密集・密接・密閉

＞」の回避、会話や密な状態でのマスクの適切な着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコール

による消毒の励行を続けていきましょう。 

 

 

＜参考資料＞ 

１）新型コロナワクチンについて：厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

２）ワクチンとは：国立研究開発法人 国際・健康・栄養研究所 ワクチン・アジュバント研究セ

ンター 

https://www.nibiohn.go.jp/CVAR/vaccine.html 

３）コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン 適正使用ガイド：独立行政法人 医薬品医療機

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.nibiohn.go.jp/CVAR/vaccine.html
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器総合機構（PMDA） 

https://www.pmda.go.jp/RMP/www/672212/c6086ac8-57a7-45ce-b96f-19c53eda263c/672212_

631341JA1021_11_020RMPm.pdf 

 

https://www.pmda.go.jp/RMP/www/672212/c6086ac8-57a7-45ce-b96f-19c53eda263c/672212_631341JA1021_11_020RMPm.pdf
https://www.pmda.go.jp/RMP/www/672212/c6086ac8-57a7-45ce-b96f-19c53eda263c/672212_631341JA1021_11_020RMPm.pdf
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◇『アクティビティノート』第３１０号（２０２２年１２月発行）掲載 

 

 

 

 

北の地方からから積雪の知らせが届く季節です。日本は雪が多いことでは

海外でも有名で、豪雪地帯では平野部でも 2m を越す積雪となります。雪国

では身近な存在である雪に関する名著として「雪の結晶は天から送られた手

紙である」の一文がある中谷宇吉郎の「雪」があります。１）今回は雪の結晶

についてまとめてみました。 

 

〇雪の結晶 

雪の結晶というと六角形の整った平板を思い浮かべる方が多いと思います。一方で「雪」にはこん

なことも書かれています。「事実は立体的の構造のもの、あるいは不規則な形のもの、あるいは無定形

に近いようなもの、即ち見た眼には汚い形のものが非常に多いのである」人の特性として美しいもの

を写真などに残すことになりがちなので、雪の結晶については、実際の雪の結晶の実態とは異なった

イメージが作られた傾向があるとも書かれています。 

 

〇水の分子と結晶について 

雪は、水が空気中で気体から直接固体になることで結晶となったものです。水の分子の構造がその

結晶を作る際に重要となります。水は化学の授業でも習ったように H は水素、O は酸素で、H2O の

化学式で表されます。この 2 つの元素が結合（共有結合）しています。 

酸素は酸化という言葉がある通り、様々な元素と反応しやすい性質を持っています。酸素原子を図

1 の模式図で示しました。酸素の原子番号は 8 で内側の 2 個の電子軌道以外では、外側の 8 個入る電

子軌道において、6 個の電子を持った元素です。空いていた 2 個の軌道に水素の電子を共有すること

で水の分子ができています。 

水の分子の構造は、酸素の外側 6 個の電子と 2 つの水素原子が共有結合しているので、お互い反発

し合うことで図 2 のような構造式となり、酸素側がマイナス電荷を、水素側がプラスの電荷を持ち、

酸素に対して水素は折れ曲がった角度 104.5°（結合角度）で結合しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度が 0℃まで下がると水の分子同士で結晶をつくることになるのですが、その時、それぞれ反対

の電荷を持つ水素と酸素が結合（水素結合）しながら結晶となります。水の分子の結合している角度

（結合角）が 104.5°ですが、この角度が図 3 の正四面体の重心の中心角 109.5°と近いことから水

の分子は、正四面体をブロックの単位として集まり結晶となります。正四面体は正三角形が 4 面であ

る立体ですので、隙間なく 6 個のブロックが集まると正六角形となり、結晶が成長していく条件が整

うと、正六角形の雪の結晶が観察されることになります。 
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雪の結晶が成長するには、数千ｍの上空で風や温度、湿度など様々な条件の中で、結晶が成長して

いき、重力によって落下してきたものが雪になります。結晶の形や模様によって上空の気象状態を読

み解くことができることから空からの手紙と記されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇雪の結晶について観察の歴史 

 中谷宇吉郎は世界で初めて人工的に雪の結晶を作成しました。それ以前でも雪の結晶の観察は、国

内・海外で行われてきました。国内で特に有名なのは「雪の殿様」ともいわれる下総古河藩（現在の

茨城県古河市周辺）の藩主の土井利位（どい としつら）です。天保時代（1830 年頃）に江戸幕府の

老中首座を務め、大塩平八郎の乱を平定しました。日本で初めて「雪華図説」なる書物にて観察した

雪の結晶を図版に表しています。これを意匠として当時の衣類の模様としても使われています。 

 海外では寒冷な気候の欧州北部を中心に17世紀頃から雪の観察が行われ、図版が残されています。

雪の結晶を写真撮影したもので有名なものは、1931 年にアメリカで発行されたウイルソン・A・ベン

トレーの「SNOW CRYSTALS」です。撮影の際の場所、気象条件などは明確ではないのですが、科

学的な価値よりも美しい写真集として、今でも雪の結晶写真として引用をされています。２） 

 

虫めがねさえあれば雪の結晶を観察することは簡単に見ることができます。空からの手紙である雪

の結晶をぜひ観察してみてください。 

 

＜参考資料＞ 

１）雪 中谷宇吉郎：岩波文庫 緑 124-2  

２）SNOW CRYSTALS W.A.Bentlay and W.J.Humphreys: Dover Publications 

 

 

 

 

3  

 



☿fi♃₈                                                       כ◖ꜝⱶ₉ 

                                      Ɽ♅♇   

- 143 - 

 

◇『アクティビティノート』第３１１号（２０２３年１月発行）掲載 

 

 

 

 

 

冬になり気温が下がり寒い日が続くようになりました。寒さとともに乾

燥してくると、もう一つ気なることにドアのノブに触ろうとした瞬間に「パ

チッ！」と痛みを感じる静電気があります。なんとも不快なこの静電気、

そもそも冬になるとなぜ静電気が気になるのでしょうか。静電気について

まとめてみました。１） 

 

〇静電気とは 

 電気は英語では electricity ですが、語源は琥珀を表す古代ギリシャ語の electron からです。琥珀を

擦ると静電気が発生することが由来です。人類と電気の出会いは、最初はまず静電気だったようです。 

世の中の全ての物質の元は原子です。原子は、プラスの電荷を持った原子核とそれを取り巻くマイ

ナスの電荷を持った電子からできており、通常プラスの電荷とマイナスの電荷は吊りあった状態で電

気を持っていません。それぞれ物質ごとにバランスが保たれていますが、異なる物質同士が接触し、

離れることで物質の性質の違いによって、構成する原子から電子が剝ぎ取られると原子はプラスの電

荷を持つようになり、剥ぎ取られた電子が与えられた原子はマイナスの電荷を持つことになります。

更に、物質の電気の通しやすさによっては、プラスの電荷とマイナスの電荷が残り、物質に溜った状

態つまり電荷が静止した状態となり、静電気となります。 

物質の性質によりプラスやマイナスに帯電しますが、どのように決まるかはまだ解明をされていま

せん。実験的に帯電しやすさの順番をきめた目安が帯電列で下記のように並んでいます。2）帯電列で

離れた物質同士ほど静電気を起こしやすくなります。髪の毛（人毛）を下敷き（アクリル）で擦ると

静電気が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静電気には湿度が大きく影響します。水は電導性が高いので、湿度が高い時は、身の回り物の表面

も水分を多く含んでいます。静電気が起きても水分があるので静電気として溜ることなく電気は流れ

てしまいます。湿度が低くなると物質に静電気が溜りやすく帯電した状態となります。 
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〇静電気の発生メカニズム 

冬は乾燥する季節ですので、物質に電気が溜りやすい条件となります。ま

た、寒い時期なので防寒のために衣類を多く着込んでいます。人が歩き動き

回ることで人体といろいろな衣類、特に化学繊維はマイナスの電荷を帯びや

すいので擦れ、摩擦が繰り返されることで人の体は帯電していきます。靴を

履いているので、地面とは電気が流れない絶縁された状態ですので、静電気

が溜った状態です。この状態で金属製のドアノブに手を近づけると、溜った

静電気が空気の絶縁状態を乗り越えて「パチッ！」と放電し、不快な痛みを

感じることになります。 

静電気の放電は雷と同じ現象です。電圧としては 3,000V に近いと言われ

ています。 

 

〇静電気と上手に付き合うには 

不快な静電気と上手に付き合うには、「パチッ！」という放電現象を起こさないようにすることに

なります。人が動くと衣類などが摩擦を起こし、静電気を帯びます。この静電気を指先など１ヵ所か

ら放電をさせないようにすれば良いので、指などで直接触れようとしない、広い面積で触れるなどし

て帯電している静電気をうまく放電すれば不快な痛みを感じるのを防ぐことができます。 

衣類の帯電を起きにくくするには、適度に衣類の水分を増やしてあげることも有効です。柔軟剤に

は衣類の風合いを向上させる働きがありますが、適度な水分を衣類に含ませる働きもあります。適量

の柔軟剤を使うことで不快な静電気を起きにくくすることができます。 

 静電気が原因で大きな事故が発生することがあります。例えば、気化したガソリンやエアゾールの

噴射剤に使われる可燃性のガス、または可燃性の粉塵が滞留しているような状態では、静電気の火花

が原因となって引火し爆発することもあります。 

 

 

＜参考資料＞ 

１）静電気概念の再整理；基盤整備センター 

https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/data/201904/20190404/20190404.pdf 

２）産業安全研究所：静電気安全指針，産業安全技術協会，（1988），3. 

 

https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/data/201904/20190404/20190404.pdf
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◇『アクティビティノート』第３１２号（２０２３年２月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

まだ寒い日が続きますが、防寒には手袋、マフラー、セーター

などが手放せません。いずれも毛糸から編まれた製品です。毛糸

の代表は羊毛で文字通り、羊の毛が原料です。羊以外にもアルパ

カ（ヤギ）、アンゴラ（ウサギ）などさまざま動物の毛から毛糸が

作られています。そもそも毛糸はなぜ防寒性に優れているのでし

ょうか。毛糸の代表として羊毛についてまとめてみました。１） 

 

〇羊毛について２） 

 羊毛は羊の体を覆っており、外部環境との間に物理的なバリアを作り、体を

守っています。野生の羊を食料や衣料の素材として、人が手に入れられるよう

に家畜として羊を飼育したのは紀元前 7,000～6,000 年の古代メソポタミアと

言われています。家畜化された羊は品種改良が進み、12 世紀頃のスペインで現

在のウール（毛糸）を得るためのメリノ種が登場しました。 

 羊から刈り取られた羊毛の状態は、右の組成となっています。 

この羊毛を毛糸にするには次の工程になります。 

① 選別：羊毛の品種、長さや太さにより分けます。 

② 洗毛：洗浄剤とソーダ水でグリースなどの汚れを除きます。 

③ 梳毛：1 本ずつウールの繊維を束状に揃えます。 

④ 染色：ウール繊維に染料を使い染色します。 

⑤ 紡績：ウール繊維に撚りをかけて糸へ紡いでいきます。 

⑥ 巻き取り：毛糸玉にします。 

 

〇ウール（毛糸）の特長３） 

ウール繊維は 19 種類ものアミノ酸がペプチド結合したタンパク質繊維

であるα-ケラチンからできています。ウール繊維は毛としての構造を持っ

ており、模式図で表すと右のようになります。 

ウール繊維がクリンプと呼ばれるよじれ縮れた形状なのは、好塩基性の

オルソコルテックスと好酸性のパラコルテックスの異なる2 種類からなる

ためです。そのため、空気を良く含み、弾力性のある繊維で防寒性に優れ

ています。表面は、鱗片状のキューティクルで毛先に向かって覆われてい

ます。キューティクルの表面は、油分が付着した疎水性で水を弾く性質が

ありますが、湿度が高くなるとキューティクルが膨らみ内側のコルテック

ス層が露出してより、水分を含みやすくなります。外気の湿度変化に対し

て、衣服内の湿度を一定に保つように働きます。ウール素材の優れた着心

地の良さの秘密です。 

イギリス・チャネル諸島のガンジーセーターやアイルランド・アラン諸

島のアランセーターとして知られているフィッシャーマンセーターは、脱

脂していない羊毛を毛糸にして編み込んだセーターです。ウールグリース

が多く残っているため、より水を弾きます。また、保温性にも優れているので、荒れた海上での漁業

を営むうえでの作業着として使われました。 
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セーターなどのウール製品を洗濯する際には、まず衣類の洗濯表示を確認しましょう。洗える衣類

でも毛糸の構造から注意が必要です。水の中で表面の鱗片状のキューティクルが拡がった状態で、ウ

ール繊維同志が擦れると強く絡み合うフェルト化と呼ばれる現象が起きます。一度、絡み合い縮んで

しまうと元の状態に戻すことはできません。ウール製の衣類を洗う時は、ケラチン繊維にダメージを

与えてしまうアルカリ性の衣料用洗剤ではなく、おしゃれ着洗い用と書かれた専用の中性洗剤を使用

し、強い力を加えないように優しく洗うようにしましょう。 

 

〇ラノリンについて 

羊毛から毛糸を調製する際には、洗浄工程でウールグリースが得られます。このウールグリースは、

人の肌に保湿と保護の働きがあることは古代から知られていました。このウールグリースを精製した

ものがラノリンです。 

ラノリンは、コレステロール、イソコレステロール、

高級脂肪酸、高級アルコール、脂質エステルが含まれた

混合物です。４）これらのコレステロールなどは、人の皮

脂成分にも含まれています。また、ラノリンの混合組成

から、水と混ぜ合わせるだけで乳化してクリーム状とな

ります。ラノリンや水には、様々な薬効や機能のある成

分を溶かし込むこともできますので、肌に良く伸び、使

用感の良い保湿できる化粧品のようなクリームとするこ

とができます。 

化粧品、医薬品の基材以外にも、ラノリンを原料にして様々な用途へ使われています。例えば、金

属の防錆剤、潤滑剤、皮革のお手入れ剤、クレヨン、チューイングガムなどにも使用されています。 

 

＜参考資料＞ 

１）国民生活 2021 年 2 月号；国民生活センター 

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202102_06.pdf 

２）羊毛の科学Ⅰ、Ⅱ 奧正巳 著 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/2/11/2_11_491/_article/-char/ja/ 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/2/12/2_12_546/_article/-char/ja/ 

３）羊毛繊維の特性 生活工学研究 第 5 巻 第 1 号（2003） 

４）ラノリン 薬学用語解説：日本薬学会 

https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E3%83%A9%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%83

%B3 

 

 

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202102_06.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/2/11/2_11_491/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kobunshi1952/2/12/2_12_546/_article/-char/ja/
https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E3%83%A9%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%83%B3
https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E3%83%A9%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%83%B3
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◇『アクティビティノート』第３１３号（２０２３年３月発行）掲載 

 

 

 

 

 

 

桜の開花が気になる季節になりました。ソメイヨシノは、桜を代表す

る品種で全国に植えられています。春の気温の上昇とともにソメイヨシ

ノの開花時期が寒い地域へ移り変わっていくので、この桜前線の北上に

伴いほぼ全国で楽しむことができます。一方、桜の花自体には香りを感

じられませんが、桜の香りも良く知られています。桜の香りと言えば桜

餅が代表ですが、その他にも桜の香りがする製品を桜の時期には店先で

多く見かけます。桜の香り成分の正体は、クマリンという化学物質です。

今月は桜をめぐる様々な情報をまとめました。 

 

〇ソメイヨシノ（染井吉野）について１） 

 日本固有の桜は下記の 10 種あるといわれています。 

ヤマザクラ、オオシマザクラ、カスミザクラ、オオヤマザクラ、マメザクラ 

タカネザクラ、チョウジザクラ、エドヒガン、ミヤマザクラ、カンヒザクラ 

ソメイヨシノは、現在の東京都豊島区駒込周辺であった染井村で品種改良によ

り生まれたとされています。染井村は、江戸に幕府が開かれてから、大名屋敷の庭の植栽を手入れす

る職人が多く住んでいた地域で、その名が数代にわたり襲名された伊藤伊兵衛など、たくさんの植木

職人が住む村でした。江戸時代末にこの染井村で「吉野桜」の名前で作り出されたといわれています。

この品種が、ソメイヨシノ（染井吉野）の名前で明治時代以降に全国に広まりました。 

1995 年にソメイヨシノの遺伝子研究の結果が発表され、母を日本固有種のエドヒガン、父を同じく

日本固有種のオオシマザクラの雑種（ヤマザクラが交雑）から自然交雑もしくは人為的な交配で生ま

れたサクラであることが解明されました。そして、単一の樹を元とするクローンであることも明らか

になりました。ソメイヨシノは根付きが良くない一方で、接木によりよく増えること、生育が早く 5

年ほどで花をつけるまでに大きく育つこと、葉が出る前に花を咲かせて散ってしまうことなど、日本

のお花見の習慣に向いていることから広く全国の公園や堤など植えられ、春のサクラを代表する品種

となりました。 

 

〇桜餅と桜葉の塩漬け 

桜餅に使われている桜葉の塩漬けは、桜の香りを強く感じられま

す。桜餅には関東風の長命寺と関西風の道明寺がありますが、始ま

りは 1717 年に隅田川の長命寺の門前で寺の御用を務める山本新六

が、考案したとのことです。花見の名所である隅田堤でたくさん

の桜の落ち葉を掃除しながら何か使えないかと思い、塩漬けの桜

葉にしました。そしてお寺に来る人に、薄く伸ばした餅で餡を包

み桜葉で巻いて売ったのが始まりです。これが花見客に名物として大好評となり、長命寺桜餅となり

ました。 

一方、もち米を粗く臼で引いた道明寺粉を使った桜餅は、関西で考案されました。道明寺粉の生地

でおにぎりのように餡を包み、桜葉を巻いた桜餅です。２）どちらの桜餅も塩漬けの桜葉が使用されま

すが、香りが良い品種は、オオシマザクラで、その生産は、静岡県松崎町が全国のシェアの約 70％を

占めています。３） 

 

 ȱɧɞ 
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〇桜の香りクマリン 

クマリンが、桜独特の香りの元になっています。植物細胞の中の液胞

には、さまざまな化学物質を配糖体として、普段は植物自体に影響を与

えることが無いように蓄えられています。桜葉などの液胞内には、o-ク

マル酸の配糖体（o-クマル酸グルコース）が蓄えられ、この配糖体が液

胞の外に出ると細胞内のグルコシダーゼにより、分解されて化学物質が

生成されます。桜葉の塩漬けは、液胞の外に出るきっかけが、塩漬けに

することですが、桜の葉を強く揉むことでもクマリンの香りを感じるこ

とができます。o-クマル酸の配糖体から酵素分解により、o-クマル酸と

なり、脱水閉環反応をしてクマリンとなります。４） 

 

 

 

 

 

クマリンには生理活性があり、抗菌作用、抗酸化作用も持ちます。他に、動物にもクマリンの代謝

物は影響を与えます。有名な事例としては、クマリンが 2 つ繋がった代謝物であるジクマロールは血

液凝固反応を阻害する働きがあります。このジクマロールを基に、医薬品として人工透析などの際に

血液凝固阻害剤として使われるワルファリンが作り出されました。５） 

 

 

 

 

 

 

 

 植物は根を生やし動くことはできませんが、様々な化学物質を蓄え外部からの刺激によってそれら

を放出しながら巧みな戦略で生き続けています。 

 

 

＜参考資料＞ 

１）桜 勝木 俊雄；岩波新書（新赤版）1534 

２）うちの郷土料理；農林水産省 

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/34_22_tokyo.html 

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/39_26_osaka.html 

３）桜葉の栽培；静岡県松崎町 

https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2019011700029/ 

４）クマリン類の生合成；化学と生物 vol.19,No6 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/19/6/19_6_370/_pdf 

５）クマリン化合物ってなに？ 

http://www2.toyo.ac.jp/~bsimz/ShimizuB_Labo/WhatsCoumarin.html 

 

o-  

ẓ 

-H2O 

 o-  

  

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/34_22_tokyo.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/39_26_osaka.html
https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2019011700029/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/19/6/19_6_370/_pdf
http://www2.toyo.ac.jp/~bsimz/ShimizuB_Labo/WhatsCoumarin.html
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ợ 『アクティビティノート』第３１４号（２０２３年４月発行）掲載 

 

 

 

 

 

当センターに「ホタテの貝殻由来の消石灰の洗浄剤を使用しているが安全なのか」

と消費者から相談がありました。台所用の食器や野菜の洗浄、洗濯物の除菌・消臭、

物品の除菌・消臭を訴求した「貝殻焼成カルシウム」製品が多く販売されています。

正しく使うためには注意が必要なことがあります。思わぬ事故に合わないための注

意点をまとめました。１） 

 

〇貝殻とは 

牡蠣殻やホタテの貝殻の主成分は石灰で化学名は、炭酸カルシウム＜

CaCO3＞です。炭酸カルシウムは、貝殻以外にも鉱物の石灰石があり、

同じ炭酸カルシウムです。貝殻焼成カルシウムは、牡蠣殻やホタテの貝

殻を焼成炉で 900～1000℃の高温にして焼き、まず生石灰、化学名は酸

化カルシウム＜CaO＞を調製します。その時、炭酸ガス＜CO2＞が発生します。２） 

CaCO3+熱 → CaO+CO2↑ 

生石灰は、キセッカイと呼ばれることが多いですが、これは消石灰（ショウセッカイ）と混同しな

いように区別をするためです。生石灰（酸化カルシウム）に水＜H2O＞を反応させたのが、消石灰で

化学名は水酸化カルシウム＜Ca(OH)2＞です。この化学反応は、水和熱を発します。 

CaO+H2O→Ca(OH)2+熱 

この生石灰（酸化カルシウム）の水と反応する性質を生かして、お煎餅や海苔などの乾燥剤としても

良く使われています。生石灰（酸化カルシウム）の入れられた乾燥剤の袋が、水と反応して消石灰（水

酸化カルシウム）となり、袋は膨らんだ状態となります。 

 

〇貝殻焼成カルシウム（消石灰）とは 

貝殻焼成カルシウムの主成分は、消石灰です。消石灰は水に溶け難いのですが、少量（0.17g/L）が

水に溶解して強いアルカリ性を示し、皮膚や眼を強く刺激し、損傷を与える作用があります。水溶液

が皮膚に付くと、化学やけどといわれる症状になることがあります。同じく、水溶液が眼に入ると、

眼を損傷し酷い時は失明することもあります。 

また、消石灰は白い粉ですので、舞い上がった粉を吸い込むなどして眼、鼻や喉の粘膜に付着して

しまうことがあります。粘膜の水分で溶けることで強いアルカリ性を示し、刺激を与えることになり

ますので、保護手袋と保護メガネを着用し、直接接触しないよう充分に注意する必要があります。も

し皮膚に付いた場合は、ヌルヌルした感触が無くなるまで流水で洗い流し、異常があれば皮膚科医を

受診しましょう。眼に入った場合は、すぐに流水で 15 分以上洗い流し、異常がなくとも直後に眼科

医を受診する必要があります。 

過去には、消石灰はグラウンドの白いライン引きに使われたことがありましたが、粉が眼に入り、

角膜が損傷を起こした事例がありました。３） 

 

貝殻焼成カルシウム製品を使用する場合は、事故を防止するため以下の点に注意しましょう。 

・使用前に使用方法、注意事項を良く確認しましょう 

・製品を吸い込む、眼に入ることのないように保護マスクや保護メガネなどを使いましょう 

・製品が直接皮膚に付くことがないよう保護手袋を使いましょう 

・子どもや高齢者などの手の届かないところに保管しましょう 

・白い粉の製品なので、食品などと間違えないように名称を記載して保管しましょう 

ȱɧɞ ṕ Ṗ  
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〇消石灰のその他の使われ方：漆喰 

漆喰は、消石灰を主成分として、これに砂・海藻のり・すさ

（麻）などを混合して水で錬ったもので、壁や天井の仕上げに

使用されます。漆喰に含まれる消石灰と空気中の炭素ガスが下

記の反応をします。 

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O 

漆喰の壁は、徐々に石灰（炭酸カルシウム）に変化し、水に不

溶で硬くなり、強度を増していきます。４） 

 

 

＜参考資料＞ 

１）ホタテ等の「貝殻焼成カルシウム」製品による事故に注意しましょう：日本中毒情報センター 

https://www.j-poison-ic.jp/report/calciumhydroxide202202/ 

２）石灰とは；日本石灰協会・日本石灰工業組合 

http://www.jplime.com/qa/fileA.html 

３）運動場のラインなどに使用する石灰の取り扱いについて；公益社団法人 日本眼科医会 

http://www.gankaikai.or.jp/info/pdf/20080101_monbu.pdf 

４）漆喰の文化と化学；教科書から一歩進んだ身近な製品の化学-匠の化学 化学と教育 

https://doi.org/10.20665/kakyoshi.64.3_130 

 

https://www.j-poison-ic.jp/report/calciumhydroxide202202/
http://www.jplime.com/qa/fileA.html
http://www.gankaikai.or.jp/info/pdf/20080101_monbu.pdf
https://doi.org/10.20665/kakyoshi.64.3_130
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３．７ 主な製品分野別裁判外紛争処理機関･相談機関 

 

機関名・所在地 

電話番号 

対象製品 受付時間 
 (土･日･祝日を除く)  

医薬品ＰＬセンター 

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-7-2 
ＭＦＰＲ日本橋本町ビル 3 階 

0120-876-532 
(フリーダイヤル) 

医薬品 

（医薬部外品を含む） 

9:30～16:30 

(12:00～13:00 を除く) 

月・水・金のみ 

化学製品ＰＬ相談センター 

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 
住友六甲ビル 7 階 
(一社) 日本化学工業協会内 

0120-886-931 
(フリーダイヤル) 

化学製品 
（食品は除く。医薬品、化粧品、塗料、
建材は別に該当する機関がある） 

9:30～16:00 

ガス石油機器ＰＬセンター 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-5-12 
北大手町スクエア 3 階 

0120-335-500 
(フリーダイヤル) 

ガス・石油機器 

10:00～16:00 

(12:00～13:00 を除く) 

家電製品ＰＬセンター 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-7-1 
霞が関東急ビル 5 階 

0120-551-110 
(フリーダイヤル) 

家電製品 

9:30～17:00 

玩具ＰＬセンター 

〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 
日本文化用品安全試験所ビル 5 階 
(一社)日本玩具協会内 

0120-152-117 
(フリーダイヤル) 

玩具 

9:00～17:00 
(12:00～13:00 を除く) 

建材ＰＬ相談室 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-17-8 
浜町平和ビル 5 階 
(一社)日本建材･住宅設備産業協会内 

03-5640-0902 建材 

10:00～17:00 

(公財) 自動車製造物責任相談センター 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-3 
日比谷国際ビル 18 階（日比谷シティ） 

0120-028-222 
(フリーダイヤル) 

自動車 

（二輪自動車、部品・用品も含む） 

9:30～17:00 
(12:00～13:00 を除く) 

住宅部品ＰＬ室 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-7 
九段センタービル 3 階 

(公財)住宅リフォーム･紛争処理 支
援センター内 

住宅リフォーム･紛争処
理支援センター 
ナビダイヤル：
0570-016-100 

住宅部品 

（ドア、キッチンシステム、浴室ユニッ
ト、サッシ、建材等） 

10:00～17:00 

消費生活用製品ＰＬセンター 

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 
ミサワホームズ三ノ輪 2 階 

(一財)製品安全協会内 

0120-11-5457 
(フリーダイヤル) 

消費生活用製品 

（乳幼児用品、家具･家庭・台所製品、
スポーツ･レジャー用品、福祉用品、自
転車、ライター等） 

10:00～16:00 
(12:00～13:00 を除く) 

生活用品ＰＬセンター 

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-2 
松島ビル 4 階 

(一財)生活用品振興センター内 

0120-090-671 
(フリーダイヤル) 

生活用品 

（家具、硝子製品、食卓・台所製品、プ
ラスチック製品、玩具、釣具、運道具、
装身具、靴、楽器等） 

10:00～16:00 
水曜日のみ 

日本化粧品工業連合会 ＰＬ相談室 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 
メトロシティ神谷町 6 階 

0120-353-532 

(フリーダイヤル) 
化粧品 
（薬用化粧品、育毛剤、除毛剤、てんか
粉剤、腋臭防止剤などの医薬部外品を含
む） 

9：30～16：00 
(12:00～13:00 を除く) 

月、水、金のみ 

プレジャーボート製品相談室 

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-10-12 
国際興業第二ビル 4 階 

(一社)日本マリン事業協会内 

0120-356-441 
(フリーダイヤル) 

プレジャーボート及びその関連製品 
（モーターボート、ヨット、パーソナル
ウォータークラフト、船外機(機関)、航
海機器、ディーゼルエンジン(機関)） 

10:00～17:00 
(12:00～13:00 を除く) 
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日本塗料工業会 PL 相談室 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-12-8 

東京塗料会館 1 階 

（一社）日本塗料工業会内 

03-3443-2074 塗料 

9:00～17:00 

(12:00～13:00 を除く） 

防災製品ＰＬセンター 

〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 
ランディック第 2 新橋ビル 3 階 

0120-553-119 
(フリーダイヤル) 

防災製品 

（消火器、スプリンクラー設備、自動火
災報知設備等の消防用設備･機器、防災
物品･製品、消防用服装装備品、危険物
容器、ガソリン計量機等） 

9:00～17:00 

(12:00～13:00 を除く) 
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ợ ▬fi♃כⱠ♇♩ⱱכⱶⱭכ☺─  https://www.nikkakyo.org/plcenter/  

化学製品ＰＬ相談センターでは、下記の資料をインターネットホームページで公開しています。 

 『アクティビティノート』 

毎月の受付相談事例を中心にまとめた、月次活動報告書です。(毎月10日頃に発行)   

 『化学製品による事故を防ぐために』 

『アクティビティノート』連載シリーズの「ちょっと注目～毎月の相談事例から～」より、特

に化学製品による事故を防ぐために参考になると思われる記事を集めました。 

 『家庭の化学』 

身近なくらしの中で感じる素朴な疑問などを化学の視点で解説しています。 

 『“おもしろ化学”の豆知識』 

あまり役には立たないけれど、｢へえ｣と思う雑学集です。 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅰ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅠ） 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅱ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅡ） 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅲ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅢ） 

 『気をつけよう暮らしの事故Ⅳ』 

生活に密着した事例から事故の未然防止につながる注意点をまとめました。（そのⅣ） 

 

ợ ☿fi♃כꜙ♬כ☻ⱷכꜟⱷfiⱣכ ↑ ↑  

『アクティビティノート』等の資料の発行など、当センターの最新情報を随時お知らせするインター
ネットメールサービスです。 

 人数や資格の制限はありません。(誰でも登録できます。)  

 費用は無料です。(インターネット通信費･接続費は各自でご負担ください。)  

 お申し込みはE-mail(pl@jcia-net.or.jp)で。 

（件名に「ニュースメールメンバー登録」とご記入ください。） 

① ご氏名（フリガナ） ② お勤め先（フリガナ） ③ ご所属･お役職･ご担当など 

④ ご連絡先（勤務先か自宅かを明記）の住所･TEL･E-mailアドレス 

※ ご連絡頂きました個人情報は、当センターのプライバシーポリシーに則り適正に管理いたします。 

 お申込み後10日以内に手続き完了メールをお送りします。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本報告書はホームページ(ＵＲＬは下記ご参照)からダウンロードして頂くこともできます。 

※ 記載内容の転載につきましては、あらかじめ下記までお問い合わせください。 
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編集･発行: 化学製品ＰＬ相談センター 

〒104-0033 
東京都中央区新川１－４－１ 住友不動産六甲ビル７階 

TEL.03(3297)2602  FAX.03(3297)2604 
http s://www.nikkakyo.org/plcenter /  

本報告書に掲載した内容の無断転載を固く禁じます。 


